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平成２４年第２回（６月）上牧町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

平成２４年６月１３日（水）午前１０時開議 

 

第 １       会議録署名議員の指名について 

第 ２       会期の決定について 

第 ３ 報第 １号 平成２３年度上牧町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

第 ４ 報第 ２号 専決処分報告について 

          平成２４年度上牧町一般会計補正予算（第２回）について 

第 ５ 議第 １号 上牧町印鑑条例の一部を改正する条例について 

第 ６ 議第 ２号 上牧町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

第 ７ 議第 ３号 静香苑環境施設組合規約の変更について 

第 ８ 議第 ４号 西和衛生試験センター組合規約の変更について 

第 ９ 議第 ５号 奈良県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

第１０ 議第 ６号 平成２４年度上牧町一般会計補正予算（第３回）について 

第１１ 意見書案第１号 再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書 
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本日の会議に付した事件 

第１から第１１まで議事日程に同じ 



 －2－ 

 

                     ◇                    

 

出席議員（１２名） 

      １番  堀 内 英 樹        ２番  長 岡 照 美 

      ３番  辻   誠 一        ４番  吉 中 隆 昭 

      ５番  石 丸 典 子        ６番  木 内 利 雄 

      ７番  康 村 昌 史        ８番  富 木 つや子 

      ９番  芳 倉 利 次       １０番  吉 川 米 義 

     １１番  服 部 公 英       １２番  東   充 洋 

 

欠席議員（なし） 

 

                     ◇                    

 

地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

  町    長 今 中 富 夫 教 育 長 浅 五 正 溢 

  総 務 部 長 田 中 一 夫 都市環境部長 外 川 武 彦 

   住民福祉部長 塚   尚 起 水 道 部 長 杦 本 和 敏 
                  保 健 福 祉 
  教 育 部 長 竹 島 正 智            竹 島 正 貴                   センター館長 

  土地開発公社常務理事 高 木 雄 一 秘 書 課 長 藤 岡 達 也 
                  ま ち づ く り  
  総 務 課 長 池 内 利 昭            西 山 義 憲                   推 進 課 長 

 

                     ◇                    

 

職務のため議場に出席した事務局員 

  議会事務局長  下 間 常 嗣    書    記  山 下 純 司 

 



 －3－ 

    開議 午前１０時００分 

 

    ◎開会の宣告 

〇議長（東 充洋） おはようございます。ただいまの出席議員数は12名です。定足数に達し

ておりますので、平成24年第２回上牧町議会定例会を開会いたします。 

 本日、定例会が開催されましたところ、議員各位におかれましては、ご出席賜り、厚くお

礼申し上げます。どうか議員各位のご協力をお願い申し上げます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（東 充洋） これから本日の会議を開きます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎町長のあいさつ 

〇議長（東 充洋） 初めに、招集者のあいさつをお願いいたします。 

 今中町長。 

          （町長 今中富夫 登壇） 

〇町長（今中富夫） 皆さん、おはようございます。 

 本日、平成24年第２回定例会を招集いたしましたところ、議員各位には早朝よりご参集賜

りまして、まことにありがとうございます。 

 それでは、本日提出しております議案につきまして簡単に説明をさせていただきます。 

 報第１号につきましては、一般会計繰越明許費繰越計算書の報告でございます。 

 報第２号は、平成24年度一般会計補正予算（第２回）の専決処分の報告でございます。内

容につきましては、町に対する損害賠償請求事件について原告より控訴がございましたので、

町顧問弁護士に訴訟委任するための着手金の補正を専決処分させていただいたものでござい

ます。 

 議第１号上牧町印鑑条例、議第２号上牧町手数料徴収条例、議第３号静香苑環境施設組合

規約、議第４号西和衛生試験センター組合規約、議第５号奈良県後期高齢者医療広域連合規
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約につきましては、住民基本台帳法等の改正に伴い、条例、規約の一部を改正、変更するも

のでございます。議第６号につきましては、平成24年度上牧町一般会計（第３回）の補正予

算でございます。主な内容でございますが、2000年会館の修繕料などを補正するものでござ

います。 

 以上のとおりでございます。慎重にご審議の上、承認、議決いただきますようお願い申し

上げまして、ごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議会運営委員会の報告 

〇議長（東 充洋） あいさつが終わりましたので、過日開催されました議会運営委員会の報

告を求めます。 

 吉川議会運営委員長。 

          （議会運営委員長 吉川米義 登壇） 

〇議会運営委員長（吉川米義） おはようございます。議会運営委員会の報告を申し上げます。 

 本日招集の平成24年第２回定例会の議会運営委員会を、去る６月８日午前10時から、全委

員出席により議会運営について慎重に審議いたしました結果、会期は６月13日から６月20日

までの８日間とし、会期日程及び議案付託表につきましては、お手元に配付しております会

期日程並びに議案付託表のとおりと決しました。 

 また、一般質問につきましては、従来どおり理事者側の答弁を含め、１人１時間以内と決

しました。 

 以上で議会運営委員会の報告を終わります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議事日程の報告 

〇議長（東 充洋） 報告が終わりましたので、これより委員長の報告どおり議事を進めてま

いりたいと思います。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 
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                     ◇                    

 

    ◎会議録署名議員の指名について 

〇議長（東 充洋） 日程第１、会議録署名議員の指名について。 

 会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、３番、辻議員、４番、吉中

議員を指名いたします。 

 

                     ◇                    

 

    ◎会期の決定について 

〇議長（東 充洋） 日程第２、会期の決定について、これを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から６月20日までの８日間にしたいと思います。ご異議ございま

せんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から６月20日までの８日間と決定いたしました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎報第１号の上程、説明、質疑 

〇議長（東 充洋） 日程第３、報第１号 平成23年度上牧町一般会計繰越明許費繰越計算書

の報告について、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 報第１号 平成23年度上牧町一般会計繰越明許費繰越計算書の

報告について。 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第２項の規定により、平成23年度上牧町

一般会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり作成したので報告する。 

 平成24年６月13日報告 上牧町長 今中富夫。 
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〇議長（東 充洋） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 報第１号 平成23年度上牧町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告

につきましては、平成23年度上牧町一般会計補正予算（第５回）で計上いたしました繰越明

許費の計算書の報告でございます。 

 ご承認いただきますよう、お願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） ３番、辻誠一です。 

 繰越明許についてお尋ねいたします。確認のため。 

 まず、２つ、道路橋梁費、道路整備事業ともう１つ都市計画費、桜ケ丘新町線街路事業、

この２つに関しまして、場所がどこだったかということと、全体３つに関しまして、現在の

状況ですね、もう終わったものもあるかと聞いておりますが、現在の状況をお聞きいたしま

す。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） まず、道路整備事業の1,835万でございますけれども、この分

につきましては、桜ケ丘12号線の舗装、修繕工事でございます。12号線と申しますのは、片

岡台３丁目から桜ケ丘に向けまして、西名阪の高架、橋を渡ってからずっと、安達医院の交

差点まで行きまして、そこを左折して河合町の行政区域までの路線でございます。この部分

の舗装、修繕工事でございます。この部分については既に工事は完了済みでございます。 

 それと、三軒屋水路改修工事につきましても既に工事は完了しております。 

 下の、桜ケ丘新町線街路事業につきましては、一部個人の用地買収が残っております。こ

の分について用地買収の完了日は24年の９月を予定しております。現在交渉中でございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） わかりました。どうもありがとうございました。 

 それで、一番最後のお話、桜ケ丘新町線の道路のこの地図は、土地開発公社の地図でござ

いますが、このどのあたりか、隅切りとかお聞きしましたが、例えば荒木塾の前のどの辺に

なるんですか、場所的に。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 
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〇都市環境部長（外川武彦） 第三小学校の方へ行く道と、今現在の荒れ地の土地の部分の、

ちょうど土をとっている部分があるんですけども、その山手の部分の辺でございます。 

〇３番（辻 誠一） すみません。ここの右手のこの辺だということで理解してよろしいです

ね。わかりました。 

 それで、９月には大方決着がつくだろうと。その後そうしないと道路工事着工がおくれる

とかということも懸念されるんですが、その辺の見通し、９月ごろには解決しそうというこ

とですか。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 最長９月を見ておりますけども、今現在順調に進んでおります

ので、もっと早く解決すると思っております。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） わかりました。ありがとうございました。 

〇議長（東 充洋） ほかにございませんか。 

石丸議員。 

〇５番（石丸典子） おはようございます。石丸典子です。 

 今、辻議員から質疑がありましたけれども、改めてもう一度お聞きいたしますけれども、

繰越事業となった理由ということで、もう一度確認させていただきたいのですけれども、道

路橋梁費のところにおきましては、道路整備事業ということで、これは当初予算で3,400万円

組まれておりまして、約1,800万の事業が残ったということですけれども、繰越事業となった

理由ですね、今桜ケ丘12号線ということでご説明がありましたけれども、当初予算で組まれ

ているものでありましたので、計画どおりなぜ事業ができなかったのか、繰り越しとなった

のかということのお尋ねと、あと三軒屋水路改修工事についても、当初予算で組まれており

まして、昨年度は12月補正で500万の事業が行われて、２年連続で計画的に行われたというこ

とでありますけれど、これについてもおくれた理由と、この事業につきましては、今後これ

で終了なのか、ずっと繰越事業に続きということで、今年度事業が行われておりますけれど

も、今後の予定、これで完了なのか、状況のご説明をお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） まず、桜ケ丘12号線の分につきましては、当初工事費として、

4,000万円組んでおりましたけれども、国の方の当初内示で東日本大震災の予算の関係で、半

額の2,000万の内示ということで来ました。当町といたしましては、4,000万を組んでおりま
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したので何とかあと2,000万をお願いしておったわけでございます。12月に入りまして、追加

採択ということで2,000万の追加をいただきましたので、それからの設計と追加分の舗装工事

の設計ということで時間がずれてきたというのが１つと、年が明けまして１月の末に工事を

行う12号線の路面の性状調査をやったわけでございます。そういったことからも１カ月、２

カ月ということで、３月の末に業者の発注ということで、到底間に合わないということで、

繰り越しをさせていただいたところでございます。 

〇５番（石丸典子） 続いて。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） それと、三軒屋水路改修工事につきましては、農業用の水路で

ございますので、農繁期を避けて工事をやっております。終わりまして、本来、秋が終わっ

てすぐに、11月、12月から入るわけでございますけれども、この工事につきましては、工事

の起工が１月ということで、尐し延びたわけでございますけれども、現場での水路の、今ま

では現場打ちの三面張りとかいうような方法でやっておったんでございますけれども、今回

新町から三軒屋の工事につきましては、可変側溝と申しまして、Ｕ字溝の裏向けた反対で上

をふたして道路としても使えるというふうに便利なもので、そういう材料に変えております。

この部分につきましては受注生産ということでございまして、まず業者が受注してから生産

を依頼するということで、製作に約１カ月の時間を要したということで、完了が年度内ぎり

ぎりということで、安全を見まして繰り越しをさせていただいたというところでございます。

この分につきましてはあと尐し残っておりますので、あと尐しの工事をまた追加でやってい

きたいと考えております。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） ご説明ありがとうございました。それで、５月31日で出納閉鎖を行われ

ているわけですけれども、平成23年度の決算の見込みというのはどのような状況か、今の時

点でどのようにとらえておられますか。お答えできる範囲でお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） ほぼ最終的な今締めをしております。大体の概要なんですけども、

今の段階では約２億数千万、２億6,000万ぐらいの黒字という予想をしております。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） 結構です。ありがとうございました。 

〇議長（東 充洋） ほかにございませんか。 
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          （「ほかになし」と言う者あり） 

 これで質疑を終わります。 

 よって、本案の報告は終了いたしました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎報第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第４、報第２号 専決処分報告について、平成24年度上牧町一般会

計補正予算（第２回）について、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 報第２号 専決処分報告について。 

 平成24年度上牧町一般会計補正予算（第２回）については、地方自治法第179条第１項の規

定により、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定により報告し、承認を求め

る。 

 平成24年６月13日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（東 充洋） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今現在、事務局の方で説明いたしましたが、平成を昭和と言いまし

たので訂正させていただきます。 

 説明いたします。専第３号 専決処分書、平成24年度上牧町一般会計補正予算（第２回）

につきましては、緊急に処理を要するため、地方自治法第179条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分する。 

 平成24年５月17日提出 上牧町長 今中富夫。 

 歳入歳出予算の総額に、歳入、歳出それぞれ167万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を、歳入、歳出それぞれ71億3,377万5,000円とするものであります。 

 内容につきましては、町への損害賠償請求事件の判決が平成24年３月27日にありました。

内容は、原告の請求は棄却するとなりましたが、４月12日に原告が大阪高裁に控訴されまし

たので、町の顧問弁護士に対する訴訟委任のための着手金の予算措置でございます。 

 以上です。ご承認いただきますよう、お願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 
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 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり承認することに決定いたしました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１号の上程、説明 

〇議長（東 充洋） 日程第５、議第１号 上牧町印鑑条例の一部を改正する条例について、

これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 議第１号 上牧町印鑑条例の一部を改正する条例について。 

 上牧町印鑑条例の一部を改正する条例については、別紙のとおりである。 

 平成24年６月13日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（東 充洋） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 議第１号 上牧町印鑑条例の一部を改正する条例（案）につい

て、説明いたします。 

 今回の改正につきましては、住民基本台帳法の一部改正によるものでございます。 

 内容につきましては、外国人住民の利便の増進及び市町村の行政の合理化を目的として、

外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加えることとなり、新たな在留管理制度が始まる

ことにより、外国人登録制度が廃止となり、それに伴う条例改正を行うものでございます。 
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 第２条第１項とありますのは、外国人登録制度の廃止による整備でございます。 

 第５条第３項は、外国人住民で、漢字圏以外の外国人住民が住民票の備考欄に記載されて

いる片仮名表記及びその一部を組み合わせた印鑑を登録することができるという改正でござ

います。 

 第６条第１項とありますのは、印鑑登録の部分で、氏名以外に通称登録も可能としており、

第７項は、外国人住民で、漢字圏以外の外国人住民が片仮名表記及びその一部を組み合わせ

た印鑑登録ができるという改正でございます。 

 第10条第１項第３号とありますのは、印鑑登録の抹消部分で、外国人住民としての要件が

なくなった場合及び氏名変更があったときは抹消する旨の改正でございます。 

 附則、この条例は、平成24年７月９日から施行するものでございます。 

 以上でございます。議決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたが、この件につきましては、議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２号の上程、説明 

〇議長（東 充洋） 日程第６、議第２号 上牧町手数料徴収条例の一部を改正する条例につ

いて、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 議第２号 上牧町手数料徴収条例の一部を改正する条例につい

て。 

 上牧町手数料徴収条例の一部を改正する条例については、別紙のとおりである。 

 平成24年６月13日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（東 充洋） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 議第２号 上牧町手数料徴収条例の一部を改正する条例（案）

について、説明いたします。 

 今回の改正につきましては、住民基本台帳法の一部改正によるもので、外国人登録制度の

廃止により、外国人登録原票記載事項証明書が住民票記載事項証明書となりますので、それ
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に伴う改正でございます。 

 附則、この条例は、平成24年７月９日から施行するものでございます。 

 以上でございます。議決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたが、この件につきましては、議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第３号の上程、説明 

〇議長（東 充洋） 日程第７、議第３号 静香苑環境施設組合規約の変更について、これを

議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 議第３号 静香苑環境施設組合規約の変更について。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第２項の規定に基づき、静香苑環境施設組合規

約を、別紙のとおり変更したいので、同法第290条の規定に基づき議会の議決を求める。 

 平成24年６月13日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（東 充洋） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 議第３号 静香苑環境施設組合規約の一部を変更する規約（案）

について、説明いたします。 

 当静香苑では、組合の経費を支弁するための収入を静香苑環境施設組合規約で定めており

ます。分担金につきましては、各町の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口を用い

ておりますので、今回の改正によりまして、外国人の登録について文言を削除するための規

約変更を行うものでございます。 

 また、今回の規約変更に伴います本町の組合への分担金の額は、何ら変わることはござい

ません。 

 議決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたが、この件につきましては、議案熟読のため保留し、

次に進みます。 
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                     ◇                    

 

    ◎議第４号の上程、説明 

〇議長（東 充洋） 日程第８、議第４号 西和衛生試験センター組合規約の変更について、

これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 議第４号 西和衛生試験センター組合規約の変更について。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第２項の規定に基づき、西和衛生試験センター

組合規約を、別紙のとおり変更したいので、同法第290条の規定に基づき議会の議決を求める。 

 平成24年６月13日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（東 充洋） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 議第４号 西和衛生試験センター組合規約の一部を変更する規

約（案）について、説明いたします。 

 当組合では、組合の経費を支弁するための方法を西和衛生試験センター組合規約で定めて

おります。毎年度、分担金につきましては、各町の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づ

く人口を用いております。今回、外国人登録法の廃止及び住民基本台帳法の改正によること

に伴いまして、外国人登録原票の文言を削除するための規約を変更するためでございます。 

 今回の規約変更に伴います本町の組合への分担金の額は、何ら変わることはございません。 

 議決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたが、この件につきましては、議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第５号の上程、説明 

〇議長（東 充洋） 日程第９、議第５号 奈良県後期高齢者医療広域連合規約の変更につい

て、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 議第５号 奈良県後期高齢者医療広域連合規約の変更について。 
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 地方自治法（昭和22年法律第67号）第291条の３第３項の規定に基づき、奈良県後期高齢者

医療広域連合規約を、別紙のとおり変更したいので、同法第291条の11の規定に基づき議会の

議決を求める。 

 平成24年６月13日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（東 充洋） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 議第５号 奈良県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更す

る規約（案）について、説明いたします。 

 住民基本台帳法の改正及び外国人登録法の廃止により、これまで外国人登録原票に登録さ

れているものは住民基本台帳法の適用対象に加えられることに伴いまして、規約に定める広

域連合の経費に充てる関係市町村の負担金の額の算定方法について、所要の変更を行うもの

でございます。 

 この改正による負担金の変更はございません。 

 附則、この附則は、関係市町村の協議が整った日から施行するものでございます。 

 以上でございます。議決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたが、この件につきましては、議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第６号の上程、説明 

〇議長（東 充洋） 日程第10、議第６号 平成24年度上牧町一般会計補正予算（第３回）に

ついて、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 議第６号 平成24年度上牧町一般会計補正予算（第３回）につ

いて。 

 平成24年度上牧町一般会計補正予算（第３回）については、別紙のとおりである。 

 平成24年６月13日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（東 充洋） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 
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〇総務部長（田中一夫） 議第６号 平成24年度上牧町一般会計補正予算（第３回）について、

説明いたします。 

 歳入歳出予算の総額に、歳入、歳出それぞれ141万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を、歳入、歳出それぞれ71億3,518万7,000円とするものでございます。 

 内容について説明いたします。 

 歳入におきましては、財政調整基金で、131万2,000円の取り崩しを行っております。 

 歳出では、総務管理費の電子計算費、節の委託料で、年金制度関連のシステム変更に伴い、

46万7,000円の増額補正、社会福祉費の保健福祉センター運営費の節の需用費で76万円の増額

補正の計上を行っております。 

 以上が補正予算の概要です。議決いただきますよう、お願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたが、この件につきましては、議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎意見書案第１号の上程、説明 

〇議長（東 充洋） 日程第11、意見書案第１号 再生可能エネルギーの導入促進に向けた環

境整備を求める意見書（案）、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 意見書案第１号。 

 平成24年６月13日 上牧町議会議長 東 充洋殿。 

 提出者 上牧町議会議員 富木つや子。賛成者 上牧町議会議員 長岡照美。 

 再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書（案） 

 上記の議案を別紙のとおり、上牧町議会会議規則第14条の規定により提出します。 

〇議長（東 充洋） 朗読が終わりましたので、提出者の趣旨弁明を求めます。 

 ８番、富木議員。 

〇８番（富木つや子） ８番、富木つや子でございます。 

 再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書（案）についての説明を

させていただきます。 

 すべての原子力発電所が停止し、この夏も節電を全国的に迫られる中、太陽光や風力など
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の再生可能エネルギーが注目を集めています。昨年の東京電力福島第１原発の深刻な事故を

受け、再生エネルギーの拡大が「原子力発電に依存しない社会の構築へ」のはずみになると

期待されています。こうした状況を踏まえ、太陽光や風力など５分野を対象に再生可能エネ

ルギーの利用促進を目指した「固定価格買取制度」が７月１日からスタートします。しかし、

普及については民間企業への新規参入促進と消費者の負担軽減とを両立させる適正価格の検

討や改善、電気を効率的に使う技術開発などの課題もあり、導入促進に向けての環境整備が

必要です。 

 よって、再生可能エネルギーの導入促進と、実効性ある買取制度に向けて、投資促進減税

などの拡充や買取価格、期間設定において設定ルールを明確化するなど、十分な環境整備を

図るよう求めるものでございます。 

 それでは、再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書（案）の朗読

をいたします。 

 再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書（案）。 

 昨年、2011年８月に成立した「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法」が本年７月１日に施行されます。これにより、再生可能エネルギーの固定価格

買取制度がスタートし、政府はこの３年間で集中的に利用拡大を図るとしていますが、導入

促進に向けての環境整備が必要です。 

 導入に当たっての課題として、風力発電では送電網整備の強化が急務であり、太陽光発電

ではメガソーラー設置の円滑な設置が可能となるよう、農地法の問題など環境整備、さらに

家庭用パネルの設置で発生する初期費用の問題が挙げられます。 

 また、小水力発電導入時の手続の簡素化、迅速化なども求められています。 

 日本の再生可能エネルギー利用は水力発電を除いた実績（2005年環境省）で、電力消費全

体に対する使用割合が0.9％と他国と比べておくれており、消費電力に対するエネルギー源の

多様化が急務となっています。 

 よって、政府におかれましては、再生可能エネルギーの導入促進と実効性ある買取制度に

向け、以下のとおり十分な環境整備を図るよう強く求めます。 

 １、投資促進減税、省エネ、代替エネルギーの減税などの拡充を実施し、再生可能エネル

ギーの導入を促進すること。 

 １、買取価格期間の設定において、設定ルールを明確化し、長期的な将来の見通しを示し、

制度の予見可能性を高めること。 
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 １、再生可能エネルギー発電事業に係る規制改革を確実に実施するとともに、進捗状況の

管理のための独立機関等を設置すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

 平成24年６月13日。奈良県上牧町議会。 

各議員におかれましては、慎重審議の上、ご賛同賜り採択いただきますよう、よろしくお

願いを申し上げます。 

〇議長（東 充洋） 趣旨弁明が終わりましたが、この件につきましては、議案熟読のため保

留し、次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎上牧町土地開発公社の決算に関する書類の報告 

〇議長（東 充洋） ここでご報告申し上げます。 

 町長より上牧町土地開発公社の決算に関する書類の報告を受けておりますので、議員各位

におかれましては、議会図書室の方で閲覧していただきたいと思います。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１号から議第６号、意見書案第１号の委員会付託 

〇議長（東 充洋） ただいま議題となっております議第１号から議第６号、意見書案第１号

については、お手元に配付いたしました議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託

し、また、一般質問については、理事者側の答弁を含め、１人１時間以内とすることにご異

議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案付託表のとおり所管の委員会に付託し、また、一般質問については、１人１

時間以内とすることに決定いたしました。 

 

                     ◇                    
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    ◎散会の宣告 

〇議長（東 充洋） 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 本日はこれで散会したいと思います。 

 どうも皆様、ご苦労さまでございました。 

 

    散会 午前１０時３９分 
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平成２４年第２回（６月）上牧町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

平成２４年６月１８日（月）午前１０時開議 

 

第 １ 一般質問について 

    １番 堀 内 英 樹 

    ３番 辻   誠 一 

    ５番 石 丸 典 子 

    ８番 富 木 つや子 

 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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                     ◇                    

 

出席議員（１２名） 

      １番  堀 内 英 樹        ２番  長 岡 照 美 

      ３番  辻   誠 一        ４番  吉 中 隆 昭 

      ５番  石 丸 典 子        ６番  木 内 利 雄 

      ７番  康 村 昌 史        ８番  富 木 つや子 

      ９番  芳 倉 利 次       １０番  吉 川 米 義 

     １１番  服 部 公 英       １２番  東   充 洋 

 

欠席議員（なし） 

 

                     ◇                    

 

地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

  町    長 今 中 富 夫 教 育 長 浅 五 正 溢 

  総 務 部 長 田 中 一 夫 都市環境部長 外 川 武 彦 

   住民福祉部長 塚   尚 起 水 道 部 長 杦 本 和 敏 
 
                  保 健 福 祉 
  教 育 部 長 竹 島 正 智            竹 島 正 貴                   センター館長  

  土地開発公社常務理事 高 木 雄 一 秘 書 課 長 藤 岡 達 也 

  総 務 課 長 池 内 利 昭 福 祉 課 長 阪 本 正 人 
 
  ま ち づ く り  土地開発公社 
         西 山 義 憲  山 口 敬 嗣   推 進 課 長  事 務 局 長 
 

   教育総務課長 為 本 佳 伸 社会教育課長 吉 川   淳 

 

                     ◇                    

 

職務のため議場に出席した事務局員 

  議会事務局長  下 間 常 嗣    書    記  山 下 純 司 



 －21－ 

    開議 午前１０時００分 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（東 充洋） おはようございます。ただいまの出席議員数は12名です。定足数に達し

ておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議事日程の報告 

〇議長（東 充洋） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

それでは、日程表に従い、順次議事を進めてまいります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎一般質問 

〇議長（東 充洋） 日程第１、一般質問について。 

 一般質問の持ち時間は、理事者側の答弁を含め１人１時間以内です。質問者はその点、十

分心得て質問し、理事者側は的確かつ簡潔に答弁をお願いいたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇堀 内 英 樹 

〇議長（東 充洋） それでは、１番、堀内議員の発言を許します。 

 堀内議員。 

          （１番 堀内英樹 登壇） 

〇１番（堀内英樹） 皆さん、おはようございます。１番、堀内英樹です。 

 一般質問させていただきます。 

 きょうは、たくさんの傍聴の方々がお見えでございますので、しっかり尋ねていきたいと

思います。 

 上牧町行政の最大の課題は何と言っても財政再建です。１に多額の借金返済、２に土地開
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発公社の破綻処理、３に安定財源の確保です。私は議員歴15年を超えましたが、一般質問の

大半を町財政運営に関するテーマに費やしてまいりました。顧みれば平成18年度、全会計の

累積赤字が６億円近くに達し、同時に公社の経営危機が表面化しました。19年９月に議会財

政問題特別委員会が設置され、今日まで足かけ５年にわたり、公社問題を中心に審議を行っ

てきました。この間、20年４月に財政健全化法が施行され、20年度決算で実質公債費率が基

準値の25％を上回ったことから、早期健全化団体に転落しました。財政健全化計画により、

22年度に脱出したことは皆さんの記憶に新しいところです。 

 さらに上牧町の場合、公社不良資産の規模と内容が余りにも悪すぎます。22年度借入金の

標準財政規模、約50億円に対する割合が奈良県下で唯一、100％以上であることがこれを物語

っています。この公社問題解決への道筋をつけることなく、町財政の再建は到底なし得ない

と考えております。財政問題特別委員会でも継続し審議されていることを承知の上で、この

場でも論点整理を兹ねて取り上げることをお許しいただきたいと思います。 

 そこで、私の質問は大きな項目として１、土地開発公社を解散させる取り組みについて、

その１、上牧町土地開発公社、以下公社と申し上げますが、経営破綻に陥ったことから、19

年９月に財政問題特別委員会が設置され、23年11月に個別外部監査報告が行われました。こ

れを受け、第三セクター等改革推進債、以下三セク債と申し上げますが、を活用し、公社を

解散させる既定方針に変更はないのか、念のため、町長の所見をお伺いしたい。 

 その２でありますが、公社の23年度末借入金借入額は49億3,600万円であり、一般会計の標

準財政規模に相当する負債がまだ残っている、このまま公社を存続させた場合、どのような

事態が想定されるのか。 

 その３、三セク債の法期限は25年度であり、活用するに当たっての準備作業が急がれる。

この借入によるこれからの町財政への影響はどのようなものか、財政計画等具体的な数字を

上げて説明をお願いしたい。 

 その４、公社の解散は三セク債の対象となる保有土地の町への買い取りと欠損金の補てん

により行われる。買取土地の確定や事業活用、売却処分等の事後の対応が不可欠であるが、

今後の取り組み方針について町長の所信はどうか。 

その５、町民の中には公社が経営破綻に至ったことの経緯、責任の所在、損害の回復等を

求める声が根強くある。公社の解散をめぐる今後の取り組みも含め、住民に対する懇切丁寧

な説明と情報の提供が必要であるが、町としての取り組み方針はどうか。 

 大きな項目の２であります。 
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 協働と参画のまちづくりの取り組みについて、その１、広報かんまきのキャッチフレーズ

が、今中町長就任以来３度書きかえられ、現在の住民とともに協働と参画のまちづくりにな

った、このキャッチフレーズの変更について。 

 その２、協働と参画はまちづくりの基本条例の基本原則にも盛り込まれる状況にある、こ

れを推進する上で行政の立場でどのように対処しようと考えておられるのか、町長の考えを

お伺いしたい。 

 以上が私の質問です。質疑は一問一答でお願いし、再質問は質問者席で行わせていただき

ます。 

 ここで、質疑に入らせていただく前に、議長の許しを得て、平成23年６月議会での一般質

問に関し、報告させていただきたいと思います。 

 一般質問において、公正な選挙の実行についてを取り上げ、その１項目として、民生委員

は民生委員法第16条の規定により地位利用による政治活動が禁止されている、民生委員が特

定の候補者の選挙運動に携わることについて町行政に質問をしました。その質疑の中で、民

生委員さんが候補者とともにバス停に立たれたことを私自身が見受けた、発言したことにつ

き、この１年間、民生児童委員協議会の方々から、その民生委員がだれであるのか、固有名

詞を明らかにするようにとの強い要請に接してまいりました。これに対し私は、民生委員さ

んがだれであるかを問題にしたのではなく、民生委員法に照らして、その行為の是非を取り

上げたと説明し、理解を求めてまいりました。念のため、各方面の専門家にも相談いたしま

した結果、人間である以上、だれしも人違いや記憶違いが全くないとは言えないとの指摘を

受けました。若い方々と違って、私はことしの誕生日で満75歳、大きい高齢者入りをする者

です。今回のことについても、選挙告示期間中の緊張状態の中であり、人間であり、まして

高齢者である以上、絶対に間違いがないということはあり得ないということに思い至りまし

た。これを踏まえて、バス停へ立たれたとした民生委員さんにつきましても、人違いをした

か、または記憶違いをした可能性は否定できないという結論に達したわけでございます。こ

れをもって、去る６月15日の民生児童委員協議会の定例会で釈明をさせていただきました。

あわせて結果的には、私の配慮を欠いた発言で思いもよらない波紋を広げ、民生児童委員の

方々にご迷惑をかけたことをおわび申し上げました。 

 以上、報告とさせていただきます。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） それでは、最初のお尋ねから、順次、答弁をどうぞよろしくお願いいた
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します。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） 堀内議員の開発公社の解散について、第三セクター等改革推進債を利用

して、解散をさせるという既定方針に変更はないのかというお尋ねでございますが、これに

つきましては平成19年から、財政問題特別委員会を設置していただきまして、あらゆる角度、

内容についてご検討をいただいてきております。そういう中で、上牧町としても、このまま

では財政上、大きな影響があるわけでございますので、改革推進債を利用して、土地開発公

社を解散させるということについても、皆さん方にご相談をさせていただきました。おおむ

ね、皆さん方の了解を得ているということもございますし、将来の上牧町の財政を、しっか

りと健全化を維持していくと、そういう考え方に立った上から解散をさせる、改革推進債を

利用すると、この考え方に今のところ変更はないということでございます。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） 今、町長から公社を解散させる方針に変更はないと、こういう答弁をい

ただきました。 

 町長、財政問題特別委員会への審議、随分長いんですが、昨年までは公社の扱い、処遇に

ついては町営住宅の建てかえ事業の用地を一部、残すということで、三セク債の制度から言

いますと、不採算事業の廃止と、こういう方針で来られたんですが、ことし、年明けからだ

と思いますが、はっきり公社を解散させるというふうに、言ってみれば方針変更というか、

考え方をかなり修正されたというふうに私、記憶しておりますが、その辺の事情とか理由と

か、あるいは判断、町長、どのように考えておられますか。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） 三セク債を利用してという話の前段として一部、開発公社を解散させな

いで、その中に将来、計画されるであろう事業について、若干残すことが三セク債を借り入

れる金額、これを大きくしない１つの方法だということで、皆さん方にご相談をおかけいた

しました。ただ、近隣の市町村の状況でございますとか、それと今、上牧町が今の財政状況

の中で買い戻しに取り組んできている、そういうものがしっかりと減尐させるその状況をし

っかりとやれていると、こういうことを判断いたしますと、残すことがまた住民の方々の不

安をかなりあおると、そういう考え方をお持ちになられるということもございますので、そ

ういうことではなしに、しっかりとこのままの考え方で進めていく、今、借りている金額を

尐しでも減尐させると。その結果、解散をやっても将来の財政計画を考えますと、十分対応
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できるのではないかという判断をいたしまして、公社を解散させるという考え方に至ったと、

こういうことでございます。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） それでは、次のお尋ねでございますが、先日、公社の23年度決算、議会

へ報告いただきました。23年度末の借入額、先ほど、壇上でも申し上げたのですが、49億3,600

万円、つまり借入ということはイコール、それだけ負債といいますかそれに見合う資産、む

しろ不良資産と申し上げた方がいいかと思いますが、ほとんどこれ、一般会計の財政規模に

かなり近いんです。このまま公社を存続させた場合、先ほど、町長もちょっと触れられまし

たが、どのような事態が想定されるのか、かいつまんで答弁をお願いしたいと思います。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） 細かな数字は、後、事務の方からお答えをさせていただきますが、まず、

考え方として、このまま公社を解散させない場合、皆さんご存じのように、今、金融機関か

ら借りております金額が約50億弱でございます。当然、借りかえをやっておるわけでござい

ますので、今、３カ月の借りかえでございます。上牧町の場合は公社そのものが金融機関の

取り扱いが不良債権というものの考え方でございますので、まず１つ、３カ月ごとに借りか

えをしているという状況がございます。そうなってまいりますと、金利の問題がございます。

今、金値が低いのでやってきておりますが、上がる可能性、これ、将来は十分あるわけでご

ざいますので、そういう形の中で行くと、利払いばかりで元金が減らないというような状況

が続いていくということになります。それでは、住民の方々に大変ご負担をかけるというこ

とになりますので、我々としては、まず、長期に借りかえをして、一定金利で一定期間支払

続ける方が町の財政状況、住民の方々の負担を考えるとそれが軽減になるという確信を持っ

ておりますので、そういう考え方でこれから進めていきたいと、こういうことでございます。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） お尋ねの公社を存続した場合なんですけれども、現有保有地のほと

んどが事業化が見込めないという状況でございます。用地確保期間の長期化はこのまま続く

ことが予想されます。そのことによりまして、借入金の金利、また維持管理経費が大きくな

りまして簿価の上昇が起こります。これは今後もとまらないという状況でございます。 

 それと、毎年、地価の下落が続くような状況でございますし、公社保有地の時価と簿価の

かえりがより大きくなりますので、この抜本的な不良債務の解決につきましては、三セクを

借り入れない限り、解決できないのではないかなと考えております。従来どおり、借入金に
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対して毎年、多額の利息の支払いは、このままでは長期に継続するということでございます。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） 今、町長、総務部長から、このまま存続させた場合にどういうことが想

定されるのかということで、考え方なり、あるいは方針を述べていただきました。私も全く

同感です。ただ、一部の住民の方々の意見として、こういうのがございます。住民の知らな

いところで無謀な経営をやり、公社を破綻させた、その責任は住民にない。したがって、一

般会計による肩代わりは納得できない、こういう声があります。町長もタウンミーティング

を回られて、毎回出てくるお話でもあろうかと思いますが、私も素朴な感情論としては理解

できます。しかし、責任あるこの上牧町という地域を安全に、しかも住民に大きな負担を与

えることなく、貧しくとも豊かな地域経営をやるという観点から言いますと、この感情論だ

けではいかないというふうに考えております。 

 公社の不良債権の拡大を防止するということは、先ほど、町長の指摘もありましたように、

一般会計の財政負担を減らすこととイコールです。このまま置いておきますと、マイナスば

かりが大きくなっていくと。当然、一般会計がその面倒を見なきゃいけない、制度としては、

債務負担行為で公社の借入金を毎年予算の中で認めてきておりますから、これは外部監査で

も指摘された問題です。ほっておきますとどういうことか、一般会計がどんどん公社の不良

債権が膨らむことによって、虫食い状態になっていく、その結果、住民生活への極度な、い

ろいろな形のしわ寄せが今以上に広がるという懸念をいたします。そこのところは行政の判

断として、やはりトータルで賢明な判断をすべきであろうというのが私の考えですが、町長、

いかがですか。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） 今、堀内議員から、住民の声として町が住民の考え方でありますとか、

知らない間に多額な負債を抱えたと、これについての責任上の問題であるとか、今後どうし

ていくのかという意見もあると、これはタウンミーティングの中でも、住民の方からそうい

うご質問をいただいておりますし、厳しいご指摘もいただいております。そのときにいつも

答えさせていただくんですが、決してそういうことをやろうということで今までやってきて

いるわけではございません。当然、用地を買収していく、こういう過程の中で、余分な部分、

買わざるを得ないような状況の中で、計画を進めてきておるわけでございます。ただ、その

ときにそれぞれ、町がしっかりと一般財源で買い戻していくというような措置をとっていれ

ば、このような結果にもならないわけでございますし、計画の中にも相当厳しいものがあっ
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たかもわかりませんが、我々としてはそのときどきにしっかりとした手当てを怠っていたと、

これは事実でございます。次から次と、皆さん、ご存じのように文化センター、道路、2000

年会館、学校、小集落地区改良事業、こういう事業を立て続けにやってきた結果、それに充

当すべき財源がかなり厳しい状況でございましたので、そのときどきの事業の整理が怠って

いたと、こういうことが大きな要因ではないかというふうに私は考えております。 

 そういうことで、住民の方々には大変、疑惑、疑問、いろんなものをお持ちいただいてお

るわけでございますが、このことについても、タウンミーティングの中でしっかりと説明も

させていただいておりますし、これからも引き続き、同じものの考え方で進めていきたいと

いうふうに私としては考えております。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） 町長、今のお話、これは延々と続く話なんですが、しっかり取り組んで

いただくようにお願いいたします。 

 その３にまいらせていただきますが、三セク債の法期限は25年度であり、活用に当たって

の準備作業が急がれる、この借り入れによるこれからの町財政の影響はどのようなものか、

財政計画と具体的な数字を上げて説明をお願いしたいというふうに通告させていただきまし

たが、総務部長、よろしくお願いします。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 議員もご承知のように、三セクの借り入れにつきましては、当初、

40億円の借り入れ、５億円の公有土地の事業化ということで進めてまいりましたが、協議を

重ねる中で、事業用地とした場合、また塩漬けとなって長期保有の状況があるのではないか

というご意見もございまして、いろいろな協議の中でこの際、課題である公社の解散を抜本

的に行って、将来の負担の軽減ということで、今、いろいろ協議を願っているところでござ

います。 

 現在、町長からは三セクの借り入れまでに土地の利用、売却、それと買い戻しを積極的に

行って、公社の借入額を43億円程度にするようにという指示を受けております。その中で、

去年の23年９月の第５回財政問題特別委員会の中で、中長期の財政状況をお示しいたしまし

た。その中で、25年の償還額は45億の場合、年間約３億という数字がございましたので、そ

の状況でいきますと、今の財政状況ではどうにか公債費比率が21％以下での推移という流れ

になりますので、危険水域的な状況ではない財政状況が継続できるのかなと思っております。 

 ところで今、言いましたように43億円の25年で行いますと、約1,300万程度の45億円借る場
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合の償還額から減額されますので、より安定した財政状況が行えるのかなという状況で今、

考えております。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） 今、総務部長から数字を上げていただいて、財政の影響額を説明いただ

きました。比較的最近の前回の財政問題特別委員会では、いろんなシュミレーションの中か

ら、現在のところ、三セク債の借り入れ計画としては43億、何とかいけそうだと。この辺で

25年、金利３％として、年間の償還額、この場合、つまり元金、利子、支払いの合計額でご

ざいますが、たしか最大で２億9,700万という数字が示されたかと思います。この辺で実質公

債費比率が21％超えないというところ、確かにないものねだりをしますとこれは切りがあり

ません。先ほども申し上げましたお話です。ほっときますとどんどん膨らんでいくというと

ころを何とか食いとめて、そして、無理のない範囲で、無理のない範囲というのはやはり私、

このように考えます。一般会計全体の公債償還額、三セク借り入れたとしても、25年で14億

円、この辺がピークかなと。しかも、三セク債以外の公債費の償還がかなり右肩下がりで、

年々減っていく、徐々に下がっていくというのは明確ですから、そういうあれでいきますと

32年度には、この間のシミュレーションでいきますと、年額公債費が10億円を下回ると、ピ

ーク時の３分の２まで減ると。つまりこの７、８年という、10年以内に、この辺になります

と、上牧町がいかに財政基盤が弱いと言いながら安定して返していける、しかも住民さんに

対して今まで集中改革プランであったり、早期財政健全化団体を脱出するためのいろいろな

施策の時期と違って、もう尐し、決して余裕はございませんが、もう尐しいろいろな施策を

拡充しながらやっていけるのではないかなというふうに私は判断しておりますが、その点は

総務部長、今、申し上げたことをどのようにお考えでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今、一定のお考え、またはご意見をいただいたとおりでございます。 

 基本的にはやはり、住民の福祉というのがこの事業の中で、また自治体の事業の中で一番

重要でございますので、できるだけ福祉増進に事業費を追加、また拡幅できる、拡大できる

のが基本でございますので、今後、そういう形で一定の時期を来ますと、できるだけその部

分に予算をつぎ込みたいと思っております。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） それともう１つ、この三セクの借入を進める工程といいますか手順の話

として１つ申し上げたいと思います。この週末から週明けにかけて大きなニュースが出てお
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ります。ギリシャの再選挙、それからメキシコでのＧ20が予定されております。一口で言い

ますとやはり本当にヨーロッパ、アメリカの金融危機、財政も含めての、危機がかなり深刻

な状況だということは、これは申すまでもないと思います。したがって、一時、日本の円が

買われたり、あるいは国債が買われたりというふうな状況がございますが、これはどこまで

も一時的なものであって、今後も金融とかあるいは融資の枠が確保できるかという見通しか

ら言いますと、大変、先行き厳しいと見た方がいいと思います。 

 そういう中で他の自治体では、三セク債活用を相当急いで前倒しする動きがございます。

一々申し上げませんが、近隣でもございますし、奈良県内の主要都市でもそういう対応が行

われております。したがって、従来示された来年３月議会に付議して、この借入計画なり、

あるいは公社の解散を進めていくという工程は尐し遅すぎるのではないかなと。この工程を

繰り上げて、確実に三セク債を借り入れできる体制をとるべきであろうというふうに考えて

おりますが、総務部長、いかがですか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今、おっしゃった件なんですけれども、以前に三セクの借り入れる、

または公社の解散スケジュールをお示しいたしました。その中で、解散プランについては24

年の12月ということでお示しをいたしましたが、今回、それを９月ぐらいには完成させよう

と思っております。 

 それと、町長の方から指示を受けておりますのは、議会に対する解散の議決を９月に間に

合わせよと言われております。それともう１点、三セクの発行議決、発行していいのですか、

よろしいですかという議決の決裁権があるわけなんですけれども、それについても９月の議

会で提案するようにということでございますので、これは以前でしたら、25年の３月に予定

しておりましたものをこの９月に提案予定しております。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） 今、答弁いただきました。 

 できるだけ繰り上げて、しかも確実に進められる体制をぜひ、お願いしたいと思います。

私どもからもお願いしておきます。 

 それでは、その４にまいらせていただきますが、こういうふうに通告させていただきまし

た。公社の解散は三セク債の対象となる保有土地の町への買い取りと欠損金の穴埋めもしく

は補てんにより行われる買取土地の確定や事業活用、売却処分等の事後対応が不可欠である

が、今後の取り組み方針について町長の所信はどうかというふうにお尋ねしました。町長、
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この点はどのように対応していかれますか。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） この件につきましても、財政問題特別委員会の中、もしくは補正予算で

土地の購入を計上するたびに議会の皆さん方からご指摘をいただいているところでございま

す。当然、土地を買収いたしておりますが、急いで買収をしているということもございまし

て、境界の確定ができていない、もしくはわかりにくい土地が公図上ある、分筆ができない、

合筆ができない等、いろいろな問題があるわけでございますので、そういう問題は当然、こ

の公社解散に伴って町が肩がわりをしていくということになります。そういう問題もすべて

町がこれから引き続き行っていくという考え方でございます。 

 それと、当然、それだけの土地が町としてもこれからの事業に必要でないということもご

ざいますので、売却できるものについては町の方で積極的に用地の確定をしながら売却をし

ていくと。売却益につきましては、以前の上牧町のやり方につきましては、一般財源化をし

て、町の事業として今まで使ってきているというのが上牧町の財政運営のやり方でございま

したので、そういうやり方をしてまいりますと、三セク債の元金を減らす意味がどこにもな

いわけでございますので、売却したものについては元金返済に充てていくと。その都度充て

るか、例えば基金をつくってそこに積み立てて、一定額が積み貯まった段階で返していくと。

こういう方法でしっかりとした措置をしていくという考え方でこれから取り組んでいきたい

なと考えております。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） 本来、一般会計で土地を買う場合、私がよく申し上げますが、細かいこ

とは一々申し上げませんが、まともな土地であることが大原則です。まだまだ５年かかって、

財政問題特別委員会で審議してまいりましたが、まだまだ解明されておりません。ところが

三セク債の法期限、25年度、これは先ほど来のお話です。そこで、この期限の問題と大原則

をどうするか、その折り合いをどうつけるかということで、議会としては緊急避難としての

逆の手順を容認する、そのかわり町は、今、町長がおっしゃいました事後対応の、きっちり

責任を果たしていただく、こういうことがやっぱりこの三セク債を借り入れて前を向いて公

社解散を進めていく上での１つのポイントです。当然、公会計制度を前にこの席から申し上

げましたが、その導入を念頭に買い取り土地の確定作業、これを徹底的にやっていただかな

ければいけない。それから、財政の将来負担を減らすために今、町長が触れられました買い

取り土地の事業活用とか、また売れるものは売っていく、これも大変な作業ですが、どうし
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てもやっていかなければいけない、そういうことを前提に三セク債を借りてはどうかという

方向で今、議会としても財政問題特別委員会を中心に審議させていただいているというとこ

ろでございますので、くどいようですが、町長、町の責任をもって事後対応、町長の政治生

命をかけてでもやっていただきたい、よろしくお願いしたいと思いますが、いかがですか。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） 今、おっしゃっていただいた考え方も私は十分わかっておりますので、

そういう考え方でこれから取り組んでいきたいというふうに考えております。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） 町長、どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、その５に行かせていただきます。 

 すでにお話が出ているかと思いますが、住民の中には公社が破綻に至ったことの経緯、責

任の所在、損害の回復等を求める声が根強くある、公社の解散をめぐる今後の取り組みも含

め、住民に対する懇切丁寧な説明と情報の提供が必要であるが、町としての取り組み方針は

どうかと、こういうふうにお尋ねしました。既に一部、触れていただいている部分もござい

ますが、ここで簡潔にこういう方向で進めていきたいということを答弁、お願いしたいと思

います。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） 先ほど、お答えさせていただいたように、住民の方々の考え方、私、直

接、タウンミーティングの中で厳しく問いただされております。十分私もわかっております。

そういう考え方をされるということは当然のことだというふうに私も感じております。た

だ、言いわけがましくなるわけでございますが、それぞれのときに計画をもって土地の買収、

そのときは公社ということで肩代わりをさせてきていると、そういう後の事務処理、これを

我々が怠ってきたと、それに尽きるのではないかというふうに考えております。当然、それ

ぞれの事業ができあがってから相当、年数もたっておるわけでございますので、その辺の法

的な問題もあるわけでございますので、私としてはこれから二度とこのようなことを繰り返

し行ってはならないというふうに考えておりますので、公社を解散させて、住民の方々には

っきりとそういうものはないんだというふうに見ていただくことが信頼の回復につながって

いくのではないかというふうに考えております。 

 それと、まだまだタウンミーティング、やめるわけではございませんので、続けていくつ

もりでおりますので、そういう中で住民の方から質問があれば、しっかりとお答えもさせて
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いただきたいし、ご理解もいただきたいなというふうに考えております。また、広報、ホー

ムページ、いろんなもので住民の方々に見ていただける機会をしっかりとつくりながら進め

ていきたいと、こういうふうに考えております。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） もう１つ、ちょっと観点を変えて申し上げます。 

 三セク債借入れ、43億、25年、年利３％としての返済総額、59億4,400万円です。つまり、

借入額プラス16億4,400万円を余分に返していくということになります。これは先ほど、財政

計画としては運営上、そんなに大きな支障はないと、私も申し上げましたし、そういう答弁

だったと思います。ただ、じっと考えてみれば、将来財源を減尐させることは事実です。こ

れは、ないものねだりの話でございますが、これは事実ですから、やはり町の説明責任とし

て、町長、先ほどしっかり取り組んでいくという覚悟を示していただいたのですが、これは

どこまでも根気の要る、延々と続く作業ですけれども、この点もやはり、避けて通れません

ので、あわせて町長、よろしく取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） 今、堀内議員の方から43億を借りた場合に、約十亓、六億余分に返すこ

とになると。通常、計算いたしまして、そういう金額になるわけでございますが、住民の感

情、住民の生活に考え合わせますととんでもない数字だというふうになるわけでございます

ので、当然、住民の方々になぜだというような気持ちが当然、あるわけでございますので、

私たちとしては先ほど言いましたように、そういう考え方も十分わかっておるわけでござい

ますので、皆さん方にしっかりとした説明を引き続き行っていくということで、取り組んで

いきたいなというふうに考えております。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） 町長、説明はもちろんそうなんですが、やはり、住民の皆さんも福祉、

あるいは日常の生活、地域でのいろんな暮らしをよりよくしていく方向も可能な範囲で、こ

れもあわせて取り組んでいただくようにお願いしておきたいと思います。この点は答弁、結

構でございます。 

 それでは、大きな項目の２に行かせていただきますが、協働と参画のまちづくりの取り組

みについてということで、広報かんまきのキャッチフレーズ、町長就任以来、私、ずっと拝

見していたのですが、３度変わっているんです。現在の「住民とともに協働と参画のまちづ

くり」になりました。このキャッチフレーズの変更なんですけど、たかがキャッチフレーズ
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ですが、結構やはり、この広報の表紙に出てくるものというのは町の１つのスローガン的な

ものでもあるし、本当に町民憲章の一番最初に出てくるような話でございますから、この辺

の変更についてどうでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） おっしゃっていただいておるとおり、一番最初は選挙戦をやったときに

は、住民の方々から私たちは何も知らされていなかったというような声が大変強かったわけ

でございます。そういう中から、「住民とともに輪のまちづくり」ということで、スローガン

にさせていただきました。これについてはみんなでまちづくりをやろうというようなものの

考え方からそういうキャッチフレーズにさせていただいたということでございます。それか

ら、その次には協働という、その和を協働に変えまして、これからそういうものの考え方で

取り組んでいこうと。ただ、タウンミーティングでございますとか、それから新しい政策的

なこと、そういうものの中に住民基本条例、まちづくり基本条例をみんなの手でつくろうと。

こういう取り組みも住民の方々から発案もしていただきましたし、そういう取り組みを私も

賛同させていただいて、今、おやりをいただいております。そういうふうになってまいりま

すと、ともに働くと、みんなで一緒に体を動かしてやろうよということだけでは、これは前

を向いていかないわけでございますので、それとあわせて参画をしてもらうと、一緒に計画

の中に入っていただくということがこれからのまちづくりには一番重要であるということか

ら、協働と参画のまちづくり、これを言葉、文字にするということではなしに、実際にそう

いうことを一緒にやっていくということが大事だというふうに考えておりますので、例え

ば、補助金検討委員会でございますとか、先ほど言いました住民基本条例の作成であります

とか、今度新たにペガサスホールの開館についても公募をさせていただきまして、どういう

使い方がいいのかということも検討をしていただくというような考え方も持っております。

町が一方的に決めてこれでどうだというように住民の方々に示して、そのとおりしていただ

く、言葉を悪く言えばさせるんだというようなものの考え方では、今の上牧町は成り立たな

いというふうに考えておりますので、協働と参画と、文字や言葉にしないで実際、そういう

ものの考え方で進めていきたいということで、それぞれキャッチフレーズを３回変えさせて

いただいたということでございます。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） 今、町長からも話をしていただいたんですが、町長が就任されたのは21

年の３月でございますね。22年の５月までは前町長時代に使われてきた「みんなで築くパー
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クタウン上牧」というキャッチフレーズです。その後、１回、「住民とともに輪のまちづくり」、

今、町長がおっしゃった、町長の選挙スローガンの中にも輪のまちづくりというのがたしか

あったと思います。その直後、22年の７月から、「住民とともに協働のまちづくり」というふ

うに変わっているんです。そして約２年近くこういう形で来て、24年の４月、今年度４月か

ら、「住民とともに協働と参画のまちづくり」というふうになった経緯です。町長、最後にお

っしゃった、これも通告申し上げたその２に行くんですが、その２に関連するんですが、新

たに加わったこの参画という考え方なんですけども、町長、今、触れていただきましたが、

ここのところが一番、新たに加わったキーワードなんですけれども、ここのところは町長、

先ほども尐し、触れていただいたのですが。もう一度、この考え方、参画の考え方、町長自

身、どのように考えておられるか、述べていただきましたらありがたいですが。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） 協働と参画、これはどこの地方自治体でも使っている言葉でございます。

みんなで一緒にやろうと協働、ともに考えよう、参画でございますが、実際、どの程度、そ

れぞれの自治体がやっているのかというのは、それぞれの自治体の考え方もございますが、

なかなか難しい部分があるというふうに考えております。すべてが参画というわけにはまい

りませんが、やっぱり法律的な部分でしばられているもの、こういうものは取り除いて、先

ほど言いましたようにペガサスホールの問題でございますとか、こういう問題については別

段、上位法で縛られているようなものでもございませんので、こういう事柄でありますとか、

総合計画的な基本構想でございますとか、こういうことについては住民の方々に一緒にお考

えをいただくと。逆に住民の方々もどのように行政が進められているのか、どのような考え

方がいいのか、おわかりにならない方が大半でございますので、一緒に入っていただいて、

行政というのはこういうふうに進めていくんだなと、法律というのはこのように利用してい

くのか、こういう法律があるのか、何でも言えばできるのではないなとか、いや、これは我

々の意見が通ればできるんだとか、こういうことを肌で感じていただくと。そういう中で行

政の進め方、考え方をご理解いただくのも、これからのまちづくりの中に重要ではないのか

というふうに考えておりますので、やっぱり協働と参画をしっかりと進めていく必要がある

のかなと、こういう考え方でキャッチフレーズにして、実際、そのような形で今、取り組み

をさせていただいていると、こういうことでございます。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） 最後に、この参画というのは、いろいろと言葉遊びするわけでもござい
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ませんが、一口で言えばやはり、いろんな施策を立てたり、あるいは事業をやる場合、最初

の段階というか、企画の段階から住民さんに加わってもらうと。わかりやすく言えばこれが

１つの形かな、考え方かなと思います。それをやろうと思うと、今まで以上に町役場、ある

いは職員の皆さん方、これはもう、町長から窓口の職員さん、あるいは日ごろ、住民のとこ

ろへ出向いていただく方々も含めて、住民と同じ目線で物事を考えていただくというのが１

つ、それから、行政は、ほとんどの情報は行政にあります。ですから、行政の情報も積極的

に、つまり情報公開を請求されたから出すんだというのではなくて、行政自らが住民の皆さ

ん方に情報を提供し、自ら説明をしていくということでの情報の共有を図るということ、そ

れが前提だろうと思うんです。そういうことが目線の話と情報の共有の話、そして一緒にな

ってこの企画とか実践とか、また場合によっては事業をやった後の検証作業も一緒にやって

いただく、そういうことだろうというふうに私も整理してみたんですけれども、町長、いか

がですか。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） そのとおりだと思います。役場も職員も今、住民基本条例について取り

組んでいただいております。大変期間が長くかかっているというのも事実でございます。そ

の中でいろんな住民さんの意見がある、それを取りまとめていくと、大変、手間暇かかるわ

けでございます。職員も大変、それに時間を割いているということも事実でございます。た

だ、職員は毎日の仕事でございますので、自分がやることはわかっているということでござ

いますが、住民の何もわからない方から質問されたときにどうやって答えていくのかが大変

難しいと。自分はわかっているんだけれども、住民の方にわかってもらおうとすること自体

が難しいと、それが職員の勉強になるのではないかと。自分がわかっているだけでは本当に

わかっていることにならないのではないかというふうにも思いますので、住民の方々に素朴

な疑問やとか質問をしていただく、それに答えられるということが職員の資質を向上させる

一番手っ取り早い方法ではないかというふうに考えておりますので、こういう機会が職員を

育てていくということも１つあるわけでございますので、町としてもしっかりとそういう取

り組みはやる必要があるだろうなというふうに思います。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） この協働と参画というキーワード、まちづくり基本条例のおそらく基本

原則に盛り込まれる状況です。先ほど申し上げたとおりなんですが、これは町、それから町

長、幹部の方、職員の方々、私ども議会も当然そうです。住民の皆さんも本当に一緒になっ
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て、これからのまちづくりを協働と参画という１つのキーワードを中心にぜひ、進めていき

たいし、またいってほしいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 以上で私の一般質問を終わらせていただきます。大変、長時間にわたりまして、町長、た

くさん答弁いただきました。理事者の皆さんもありがとうございました。これで終わらせて

いただきます。 

〇議長（東 充洋） 以上で、１番、堀内議員の一般質問を終わります。 

 11時５分まで暫時休憩といたします。 

 

    休憩 午前１０時５６分 

 

    再開 午前１１時０５分 

 

〇議長（東 充洋） 再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇辻   誠 一  

〇議長（東 充洋） ３番、辻議員の発言を許します。 

 辻議員。 

          （３番 辻 誠一 登壇） 

〇３番（辻 誠一） ３番 辻 誠一でございます。 

 ただいま、議長の許可が出ましたので、一般質問通告書に従ってお聞きいたします。私の

質問は大きく分けて３つございます。 

 １つ、大型店舗出店につきまして、ユニーとの協議がその後、どのようになされているの

か。４月22日と23日、2000年会館等でユニー主催の説明会がございました。その後、質疑応

答がございました。私も参加いたしまして、質問させていただきました。概して前向きなご

答弁であったという印象を持っております。その中でユニーの答弁が町との協定にどのよう

に結びついているのか確認したいと思います。小さな項目でお示ししておりますが、まず、

町内業者の入店のご案内、上牧町民の雇用促進、工事中学童通学路の安全性の確保、最大見
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込み１日１万人、この安全管理対策として責任者の配置、災害時、町への物質の供給や避難

所の提供、また合同防災訓練など、それから、施工中現地より残土などを搬出しない方法、

すなわち、ダンプトラックが外へ出ない、根っこなどは場内でチップ化するというような質

問をいたしました。それから、関連いたしまして、車のない方への対応、バスの運行、前に

もご質問しましたが、いわゆる買い物難民の方、どのように対応されているか、それから最

後に予定をお聞きします。工事着工と開業の時期です。 

 ２つ目、ペガサスホールの開館でございます。ペガサスホールの再開に向けましては、町

民を公募し、官民一体で検討委員会を立ち上げるようになりました。また、昨年11月24日の

第７回財政問題特別委員会で示された中、すなわち中長期の事業計画におきましては、ペガ

サスホールの改修工事費として、平成30年より３年間に分けて8,200万円ほど計上されており

ます。ペガサスホールの再開の目的、そして文化活動との位置づけ、どのような運営管理を

していくのかお聞きします。住民さんもせっかくホールがあるのだからなぜ住民に使わせな

いのか、反面、開館はありがたいが、また赤字で歳出増で、町財政が苦しくなるのではない

か、さまざまなご意見があります。ですから、再開の目的、趣旨を明確にしておく必要があ

ります。ペガサスホールを設立した時代とは社会状況、財政状況も大きく変わっており、上

牧町文化センター設置条例や同施行規則の見直しもあるのかどうかも気にします。再開され

れば、歳出の増が一番問題となるでしょう。私は財政の許す限り、ある程度の支出増はやむ

を得ないとして、会館の再開には賛成です。なぜなら、先ほど議員のご質問がありましたよ

うに、先人のツケを次世代に託すという第三セクター借入の問題があり、これがスタートい

たします。20数年間にわたり、トータルで60億弱、返済を毎年３億円ほど、返済することを

住民さんに強いるわけでございます。この状況を踏まえまして、せめて、幾らかでも住民サ

ービス、すなわち歳出増は許容しても、開館して住民さんに文化活動、総合交流の場を提供

できればよい、そうすれば上牧町の活性化が図られるのではないかと思うからでございます。

細かいことですが、上牧町ではやむなく外で活躍している音楽家あるいは芸術家がいらっし

ゃいます。東京に行ったり、あるいは県内の他市町村に行って演奏などしておられます。そ

れはともかく、限られた予算の中で許容できる最大の歳出増をどの程度を見込んでいるのか、

どのような腹づもりがあるのかお聞きします。 

 ３つ目は防災についてです。これまで防災につきまして、機会あるごとにお聞きしてきま

した。今回もテーマを絞り、お聞きしたいと思います。今回は避難所についてです。 

 町は地域防災計画書や地震ハザードマップを作成いたしました。学校体育館や公民館、い
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わゆる避難者については35カ所、避難場所、すなわち学校グラウンドや公園、39カ所、計74

カ所が地図で示されております。ただ、示されただけで、どのようにこれが機能するのか、

あらかじめ町と住民、すなわち大字、自治会が共通の認識を持っていないと、有事の際は大

混乱になります。 

 そこでお聞きしたいと思います。ご答弁いただいたことは、しかるべきときに各大字にお

伝えして、先ほど、町長もおっしゃられた協働・参画、一緒になってこの問題を解決してい

くというような方向になることを要望いたします。 

 それから、資料請求をお願いしまして、最近の備蓄資機材の資料をどうもありがとうござ

いました。 

 再質問は質問者席で行わせていただき、理事者側には端的なご答弁をよろしくお願いいた

します。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） それでは、１番につきまして順次、ご答弁、お願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） まず、大型店舗ユニーとの各１番から７番までの協定につきま

しては、何ら協定を行っておりません。順次、１番から説明させていただきます。 

 まず、町内の業者の入店についてはどうかということでございますけれども、まず、ユニ

ーのテナント本部開発導入部で業種、条件を含め、具体的な相談を受けるということで、現

在、正式なことについてはまだ決まっていないということで、決まり次第、町の商工会なり

公なところで報告していくということでございます。 

 ２番目の……。 

〇３番（辻 誠一） すみません、ちょっと順次、いいですか。 

 ただいま、協定を行ってないということでして、１番に関しまして、商工会議所にご連絡

があるというようなことでしたのですが、それはタイミングとか、何かご予定は聞いており

ますか。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 今年度の秋ごろまでに新店長は決まるということでございます

ので、それまでにある程度のことを決めていくということで、今、詳細については何も決ま

っていないということでございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 
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〇３番（辻 誠一） ありがとうございます。次、お願いします。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） ２番目でございますけれども、アルバイトを含め、約1,000人の

雇用が必要、上牧町民の雇用促進ということでございますけれども、まず、基本的にはテナ

ントを含め、数百人規模で地元で採用したいというような考えがあるということでございま

す。今年度末より、職種、条件を告知、説明の上、来年度より順次、採用していきたいとい

うような考えを持っておられるようでございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） はい、わかりました。私の聞いている範囲も約400人、数百人とおっしゃ

られました。それプラス、パートとかいろいろな短期間のバイトで合計1,000人ぐらいになろ

うと、これはすごい数だなと思っております。そして、ユニーさん側からもどんどん紹介し

てそういうことをしてほしいと私は答弁を受けましたので、あわせて申し上げておきます。 

 次、お願いします。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） ３番目の工事中の学童通学路の安全性の確保の仕方ということ

でございますけれども、基本的には通学路の工事車両運行はないということでございます。

ただ、１カ所、開発区域の東側の県道、南上牧河合線でございますけれども、あそこのとこ

ろで米山新町線の接点が１カ所ございます。そこで、上牧第三小学校へ通う生徒が、横断歩

道のところで一部、引っかかるということでございます。車両の出入り口につきましては、

警備員を配置するとともに、学童の安全確保の最優先に努めるということで聞いております。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） わかりました。 

 工事がスタートしますと、関係者の車がどんどん来るんです。おそらく100か200かは来る

でしょう。その駐車場とか、要するに第三小学校の前の通学路をどんどん来るようになるわ

けですから、その辺、業者の方にきちんと求めておきたいと思います。これ、意見でござい

ます。 

 次、お願いします。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） ４番目の最大見込み来客数、約１万人の店内安全管理対策とし

て責任者の配置はどうかということでございますけれども、ユニー株式会社では、店舗の店
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長、これは安全管理の責任者に任命するということで、指示系統を明確にした上で適材適所

に各種の免許等の資格者や担当者を配置して安全を期したいということでございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） そのとおり、よろしくご指導お願いしたいと思うのですが、要するに雑

居ビルみたいなものですよね。だれが責任者かわからん。ところが、ユニー側は支店長を１

人出しましたと、尐し時間をおいてご答弁があったんです。何人か責任者おったってだめ。

きちっとした１人、だれだ、こういうことをご指導願いたいと思います。これ、意見でござ

います。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） ５番目の災害時、町の物資供給や避難所提供、また合同防災訓

練などということでございますけれども、奈良県内に既に出店をしております大和郡山店の

アピタでございますけれども、そこでも同じような協定を結んでいるということでございま

す。今後、当町ともそういった協定を結んでいきたいということでございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） 私もそうお聞きしておりました。前向きに取り組むと。 

 ただ、加えるにユニーの人にお話ししたんだけれども、例えば企業との合同訓練、これ、

泉南市のイオンモールでございますが、こういうぐあいに積極的に取り組んでおられますし、

このお話をたしか、申し上げたんだけれども、こういうことも含めて、あるいは絶好の避難

場所となりますし、単に物資の安定供給だけではなくて、こういう面もご指導していただく

ように求めておきます。これも意見でよろしいですが。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） ６番目の現地より残土等の搬出しない施工法、根っこなどは場

内でチップ化還元してということでございますけれども、土砂につきましては場内バランス

処理を前提に計画されておりますので、基本的には土砂の搬出はないということでございま

す。また、伐採した樹木については、まず、必要に応じて材木として使用するもの、あるい

はチップ処理するものにいろいろ分けて出すということに聞いております。根っこについて

は、これは産廃処理ということでございますので、すべてのものについては搬出するという

ことでございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） そこ、ちょっとご答弁と違うな。 
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 根っこもあこでチップ化するということを村本さん、おっしゃったんです。極力、伐開土

を出さない。土のバランスはもちろん、いい土はバランスして出ないようにするのは当たり

前のことなんですけれども、悪い土、根っこの入った土、必要に応じて木は持っていく、あ

るいは根っこは搬出するというお話はあのとき、ご答弁になかったんだけど、また確認させ

ていただきたいと思いますが、村本建設の上田さんという方だったかな、ご答弁されたんだ

けど、議事録、残ってませんか。ここだけちょっとお聞きします。 

〇議長（東 充洋） まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長（西山義憲） 今のご質問ですが、ユニーさんからは質疑応答の内容は

いただいております。ただ、今議員がおっしゃっている部分についての記載というものはさ

れていないということでございますが、今、根っこの処理でございますが、その部分につき

ましては、議員のご質問によりまして村本建設の工事担当所長の方に、具体的にどのように

取り扱うのかという形で問い合わせを行っております。その中で根っこにつきましては、産

業廃棄物処理が必要であろうかという形から場外へ搬出して処理をしたいと、こういうふう

に現在のところ考えておるということでお聞きしたところでございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） ちょっとご答弁とは違ったような気がするんだけど、例えばクラッシャ

ー、根っこチップスみたいな機械を持ってきて、そこで粉砕してやって、後で造園か何かに

使うことをお話しした記憶があるんですが、そこ、ちょっと残念で食い違いがあったなとい

うことだけご指摘しておきます。 

 次、お願いします。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） ７番目の車のない方への対応として、バスの運行はどうなるん

だということでございますけれども、現在、奈良交通と協議をされております。場所、路線

を含め、オープンまでには利便性向上のために対応したいということでございます。 

 また、宅配サービス等については、一部のエリアで実施されております。奈良県エリア、

大和郡山店でも検討されておりますので、上牧店でも十分にこのことを検討していきたいと

いうことでございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） 今、奈良交通さんと交渉なさっているということで、非常に安心いたし

まして、あそこの亓位堂へ行くやつとか、服部記念病院は尐ないけど、上牧出合、朝方はた
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くさんございます。あれをちょっと迂回して、2000年会館を通って、アピタ上牧店の前を通

ってぐるっと下りて、新町に、上牧役場に出ると。時間にしてわずか３分か４分ぐらいと思

います。ただ、バスレーンはちょっとさわらないかんかもしれませんが、それを含めますと

非常にありがたいお話なので、例えば町がバスを購入するなんて言ったってまだお金がかか

りますし、前のご答弁で町のバスもご検討も視野に入れているとかおっしゃられておりまし

たが、ぜひその方の奈良交通の方もぜひ強力におすすめしていただきたいなと思います。 

〇議長（東 充洋） まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長（西山義憲） 奈良交通さんの協議につきましては、町の方も若干加わ

っております。その中で、現在、考えておられますのは王寺駅発の部分と、できましたら亓

位堂からも発という形で路線を計画されているというのが現状でございます。そこで、亓位

堂駅からの部分につきましては、バスの停留所が必要だということから、現在、アピタさん

計画店舗予定地の隣接する地域にバスと停留所の敷地等を確保するために検討されておると。

それがかないますと、奈良交通さんの協議の中で、できましたら亓位堂からもバス路線を開

設したい、このように考えておられるということでございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） よろしく進めていただきたいと思いますが、それも設計の中に入ってき

ます。アピタの道路をつくってバス停をどこにするとか、そんな詳細も入ってくると思いま

すし、ぜひ、そういうのが前向きになるようにお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 次、お願いします。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 工事着工と開業の時期は予定どおりかということでございます

けれども、現在、開発行為の許可待ちということで、県庁の方へもう回っております。７月

の上旪あたりには下りるであろうというというような予測をしておるわけでございます。 

 開業については、ずっと言っておりますように25年の秋の予定ということでございます。

工事着工、着手後、秋ごろに店長を決めて、店舗運営の総責任者として先乗りして開店に向

けての実務的な作業をするというように聞いております。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） わかりました。ありがとうございました。 

 １番に関しましてはこれで終わらせていただきます。 
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〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） それでは、順次お願いしたいと思うんですが、まず、５月末で締め切ら

れた町民募集の結果、何人ぐらいで、お名前ぐらいまではあとで公表できるかどうか難しい

かもしれんが、またお聞きしたいと思いますが、どのような状態であったか、そして、いつ

ごろスタートなされるのかお聞かせ願います。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 公募の結果、10名の方が応募していただきました。 

 年代別で言いますと、70代の方が５名、60代の方が３名、50代の方が１名、30代の方が１

名でございました。男女別で言いますと、男性が５名、女性が５名でございます。この方、

10名の方、全員、一応検討委員になっていただく予定をしております。 

 それと、その10名に加えまして、文化協会など開館後に利用される可能性がある団体から、

またそれから、ペガサスホールのことに詳しい人がアドバイザーとして入っていただきたい

なと考えておりまして、十二、三名でスタートしたい、時期としては７月ごろのスタートに

なると思います。 

 以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） お聞きしますと、かなり高齢者の方が多いですね。70歳の方が５名か。

もうちょっと若い方がいらっしゃったらいいなと思いましたが、お聞きしておきます。 

 それで、次に入りますが、再開の目的と位置づけ、どういうふうなことを検討していかれ

るのか、その辺、２番目をお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 再開の目的でございますけれども、文化センターは町民の文化意識

の向上及び住民相互の交流を図ることを目的に設置されたものでございます。その目的達成

のために再開するものでございます。それから、検討内容ということでございましたけれど

も、住民に利用していただきやすい、そのためにはどのようにしたらいいのか、できるだけ

住民が利用しやすい方法、費用がかからないようにするにはどのようにしたらいいのかとい

った内容、それから、再開する時期についても一応、検討していただく予定をしております。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） 今、おっしゃられた目的はそのとおり、条例にも書いてあるとおりなんで

すが、最後、おっしゃられました住民のために安い場を提供するということで、ぜひ、条例
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の改正、施行規則ですか、施行令ですか、非常に料金表、上がってます。他市町と比べ、や

はり、あのものでしたら尐し、高い部分があるわね。王寺なんか比べまして、規模とかにも

よりますが、その辺、今のご答弁で条例の方の見直しも含めてやっていただけると思うので

すが、そのとおりですか。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 使用料の見直しという議員さんの質問でございますけれども、今の

ところ、使用料の見直しを行う予定をしているわけではございません。もちろん、検討委員

会でそのことにも触れられるかもわかりませんけれども、今現在、事務局として、使用料の

見直しというよりも、使用料以外にかかる経費について、例えば、照明１つ当てるにしても

音響にしても、専門の技術者を雇ってくる必要がございます。そういった使用料以外の経費

についても軽減できるように検討していただきたいと考えております。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） わかりました。できるだけいい方法でご検討していただきたいと思いま

す。それに従って、今、条例改正は考えていないとおっしゃられましたが、やがてそういう

ことであれば、検討の変更も必要と理解しました。１つはそこの委員長はどなたになるので

すか。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） まだ、１回目の会議が開かれておらないわけで、委員長は決定して

おりません。委員の中から互選で選んでいただきたいと考えております。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） わかりました。これからの検討でございますので。 

 基本的にはできるだけ音楽とかそういうのが本当にお好きな方でやっていただきたいです

ね。河合町もそうです、まほろば、王寺町のやわらぎも、本当に音楽の好きな方がやってい

らっしゃるわけで、ぜひともそういう方がいらっしゃるといいなと思います。 

 次に行かせていただきます。ペガサスホールの運営管理方法について。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 再開した後の運営方法ということでございますけれども、当面の間

は自主事業は行わないで、貸館のみの運営でやっていきたいと、町はこのように考えており

ます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 
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〇３番（辻 誠一） わかりました。自主事業は行わないというのは、どこかのイベント屋さ

んがイベントをやるということですか。じゃなくて町の行事、ちょっとすみません。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 民間の事業者が自分で事業をやられるのはいいんです。ペガサスホ

ールはお貸ししますけれども、町が直営で芸能人とかを呼んで興行を打つということは当面、

行わないということでございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） わかりました。お聞きしておきます。 

 そうでないとかなりの費用になると思いますし、おのずとそういう方向になるのではない

かと思います。 

 ４番目、許容できる歳出増、どのぐらいの腹づもりをもっておられるのか、お願いします。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 許容できる腹づもりというよりも、実際にどの程度費用が絡んでく

るかという答弁になるかと思いますけれども、電気代を中心に光熱水費で約600万円程度、増

加するであろうと思います。それから、委託料として1,500万円余り、それからもろもろを合

わせましても、マックス2,500万円以内にはおさめたいと考えております。これは、今閉館し

ている部分からの増加分が人件費を除いてマックスで2,500万円以内に抑えたいというふう

に考えております。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） 今、部長より、かなり具体的にいろいろお聞かせ願ったんですが、これ、

平成17年度の決算で大体１億円かかっていたんです。一番多いのが委託料です、4,000万。そ

の次、需用費で約1,900万ほど、これは光熱水費が1,500万円ほど、あとは人件費、職員手当、

これが1,000万円ほどかかっておりました。やり方によってそれを極力下げていくということ

で、でも、どうしてもかかる費用、光熱水費、約1,500万ぐらいじゃなかったかな、これ、18

年度のデータですが、電気だけで毎月100万もかかるんだよね。今や光熱水費600万ぐらいに

抑えたいということだったんだけど、何か、名案、手立てがあったんですか。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 600万ぐらいというのは、今現在、約600万ぐらいかかっております

ので、さらにあと600万ぐらい増加になる、約、最大1,200万にはならないですけど、1,000

万ぐらいはかかるんじゃないかという計算をしております。 
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〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） もう一度確認しますが、光熱水費のところでは、1,100万ぐらいはしょう

がないなと。これは当然、かかるでしょうし、それぐらいの腹づもりですね。あと、おっし

ゃられたのは、委託で1,500万ですか。それから、何かで合計2,500万とお聞きしたんだけど、

ほかに何かおっしゃられましたっけ。もう一度、すみません。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 主なものは電気代と委託料でございます。そのほかにも消耗品とか

通信運搬費、それから予約システム等の機器のリース料等々、最大でも2,500万の増加という

ことでございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） あと、職員の手当てとか、その辺はどのようになるんですか。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 現在、中央公民館に職員を配置しております。中央公民館は原則５

時までなんですけれども、文化センターは夜間も貸し出しということになるんですけれども、

当面、貸館のみということで、できるだけ現状の職員で頑張っていっていただきたいなとい

う思いを持っている。若干、夜間開放の部分でどうなるかということは詰めていかなければ

ならないと考えております。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） 現在、３人いらっしゃるんでしたっけ。４人ですか。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） ４名でございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） 現時点でできるだけ現状体制で行きたいと、すばらしいと思います。お

そらくそれだけでは足りない部分も出てくるかもしれませんが、そういう姿勢で臨んで、で

きるだけ経費を下げて、再開に向けたいということはわかりました。 

 どうもありがとうございました。 

 ２番、終わらせていただきます。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 大きい３点目、防災についての１つ目の項目、避難所に備えるべき

資機材、備蓄用品はというお尋ねなんですけれども、今回、作成いたしました地域防災計画
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の中で、第４節で災害抑止のための計画というものを定めております。その中の第８項、物

資確保体制整備計画で、町の備蓄、住民の備蓄、そして流通備蓄というように物資の大きな

くくりの分類を図っております。 

 お尋ねの避難所での公民館、老人憩の家、学校施設等々での備蓄につきましては、災害時、

緊急に必要な物資ということで、食料、飲料、生活必需品、医薬品と定めております。それ

と資機材では、緊急給水資機材、それと生活関連資機材、その他工具類という形で定めてお

ります。きょう、お渡ししております資料の中にもそれを明記しているんですけれども、ま

だまだ整備が必要な部分がございますので、今後、地域防災計画の中で今、説明いたしまし

たように計画を立てながら拡充していきたいと思っております。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） 今、ご説明のありました４節の８項、今、そこまで私、読んでおりませ

んで恐縮ですが、いろいろなものが上がっていると、もろもろおっしゃられました町が備え

るべきもの、あるいは町民が備えるべきものです。全くそのとおりだと思います。全部が全

部、町では無理かと思われます。また、逆に、住民の意識向上にも自治会から、各大字から

提供するものもあるのではないかと考えます。そこで、現況はどうなっているか。例えば、

今、部長おっしゃられたのは、紙に書いているわけやね。例えば上小にどんなものが置いて

あるんだか、その辺、具体的なことはどうなっていますか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今回、お示ししている中で、各備蓄品、それとは別に管理場所を区

分して明記しております。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） 確かに資料をちょうだいいたしまして、役場の管理する、ここに何が置

いていますとかいうのはわかるんですが、じゃ、これを避難所にだれがどう持っていくのと、

何かあったときにここにあります、ここにあります、みんな取りに来るのかな。そうじゃな

くて、あらかじめそういう大きな避難所、学校関係にはあらかじめ備蓄しておくべきだと思

うんですが、この辺の考え方はどうなんですか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） いろいろなご意見ありがとうございます。 

 その中の考えなんですけれども、まず、管理する場所、管理場所という問題もございます。

それともう１点、管理の期間、保管期間というものがございますので、今、一定の大きなく
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くりの中で管理する方が場所、それと保管期間の中での管理ということでございますので、

できるだけスムーズに使用可能な状況で対応できるのかなと思っております。ただ、今後、

今、おっしゃった部分、分散という考えもございますので、それをこの計画の中でもお示し

しておりますので、順次、検討いたします。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） 本当にそれ、具体的にここに物があるんだから、それを分散して大きな

学校ぐらいには持っていくのがいいと思うんですけど、これ、意見です。すみません。 

 例えば、王寺北小学校、どこに何が置いてあるか、こういう図になっているんです。私、

あそこの校長先生、前、ご一緒に防災教育チャレンジプランでやっておりましたもので、防

災教育に関しまして非常にご熱心な方で、たまたまお会いしたところ、あそこでは学校によ

って避難所の運営についてとか、運営組織とか、あるいは何がどこにあるとか、こういうこ

とまで準備されておる。それとこれ、教育部長かな、教育長かな、こういう辺の進め方はい

かがなものですか。もう尐し、前向きに取り上げていただいたらありがたいかと思うんです

が。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 現在、総務部の方で集中的に備蓄物資を備蓄していただいておりま

す。それが一定量に達しましたら、各避難所に配っていくのがいいのかなと私も思っており

ます。前回の議会でも答弁いたしましたが、新たに防災倉庫を建築しなければならないこと

もありますが、現状、空き教室もございますので、そういうものを利用しながら各大字の公

民館、あるいは小学校、中学校に一定量の備蓄物資が必要になってくるのではないかと考え

ております。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） 部長、ぜひ、そういうことをおすすめしていただきたいと思います。 

 これに関しては終わります。次、お願いします。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） ２つ目の災害対策本部と多くの避難所との連絡、情報収集について

お答えいたします。 

 地域防災計画の中で避難計画として、避難情報の伝達として、情報伝達手段を定めており

ます。住民の避難勧告、避難指示につきましては、まず、自治会組織、そして消防団に伝達

するということになっております。そして、防災行政無線による伝達、その次に広報車によ
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る伝達、そして、ラジオ、テレビ等での伝達という形で計画をしております。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） 部長、おっしゃられた伝達、こう一方通行はいいんだけど、そうでなく

て今、現状把握して、逆に町役場は情報を収集せな、今、避難所に何人来はって、どの人が

いてるか、そういう情報が本部には要ります。避難所からの情報を吸収するのはどうするか。

これは町の方ではとても数が多いからできないでしょう。住民さんにやってもらわないかん。

自治会の人に、各大字でやっていただかないかん。こういうことをあわせて、もちろん、ご

返答いただくのは当然だけど、そういうことを町民さんに知らせると、各自治会長さんにお

知らせすると、とてもそんなのは間に合わないから、こういうときは、自転車でもいい、歩

いたり走ってきてこっちに伝えてと。町は被害状況を把握しないといかん。それだけではな

くて、情報収集という意味で、お聞きしたわけなんですが、ぜひ、町民さんの方のご協力を

得ないかんと思うんですが、部長、いかが。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今、私、情報の伝達ということで、また、災害が起こってからの情

報収集というご意見と思うのですが、それは当然、県の関係機関、そして自治会、消防団と

の協力を実施いたしまして、情報収集を行うということでございます。ただ、被害が甚大な

場合は、その状況の中ですべて情報収集ができるのかできないのかという問題も当然、ござ

いますので、その場合は県に応援を依頼するという計画になっております。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） それはちょっと部長とすれ違ったかもしれません。県はいいんだけど町

は現在、上牧町の状態がどうなんだということを把握せないかんのです。それを見て、県に

対応すると思うんだけど、例えば、松里園が今どういう状態になっています、片岡台はどう

なっています、葛城台はこういう状況ですというようなことを集約せなあかんと思うんです

けど。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 私の説明不足かもわかりませんけれども、基本は重々わかっており

ます。情報収集はすべて行います。ただ、その中でまだもっと情報が必要な場合、人材的な

問題もございまして、人為的な問題もございますので、より的確な対応をするために、県に

も応援を求めて情報収集をより細かくするということでございますので、今、おっしゃった

意見は、当然町の中で対応すべきものでございますし、より、拡充するためには県もお願い
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する体制づくりはありますということでございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） わかりました。いろいろな包括的にご説明いただきましたが、その足元

からそういうことを絶えず、住民さんとか自治会長さんに、例えば自治連合会の集まりか何

かで十分伝達していただくように求めておきたいと思います。意見でございます。 

 その次、お願いします。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 災害福祉避難所への二次的な避難の方法ということでございますが、

介護の程度から一般避難所への収容が適切であるのかないのかという判断を行いまして、ま

ず、災害時の要援護者につきましては、福祉避難所への収容を行う予定でございます。ただ

その中で治療等が必要という判断をした場合は、病院とも協議を結んでおりますので、その

連携の中で福祉避難所へではなく、病院への搬送計画をしております。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） 今、部長の一番最後の質問とラップさせてお答え願ったんですが、これ

もそういう要援護者の方をだれが搬送するのか、町だけでは対応できない、だから、要援護

者の方を各大字でこちらへ連れてきていただけますかとか、そういう話を日ごろからやって

おいて、皆さんに周知徹底すべきと思うんです。何もかも町がやるといったら大変でござい

ますし、町はそれだけで対応し切れませんので、ぜひ、住民と一体となって、そういうとき

はどうぞ連れてきてください、気をつけて来てくださいとか、あるいはこちらから消防団に

回しますとか、いろんなことを含めて共通の認識を確立していただきたいと思いますが、部

長、お願いします。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今、いろいろご意見いただいております。 

 この要援護者の名簿づくりといいますのは、すべて公助、役場、自治体が要援護を必要な

方を福祉避難所もしくは病院に運ぶ、搬送するということではございません。地域防災計画

の中で、近隣の住民の方が要援護者がおられるとまず認識をしていただく、その自主防災組

織の中で、その方の対応、今後、災害が起こったときにどういうふうな形で避難所、もしく

は病院に運ぶのかということを検討していただくという、この流れの中で、これは共助でご

ざいます。今、おっしゃったように、公助の中ですべて対応できるのかといいますと、これ

は到底無理な状況になると思いますので、まず、地域で要援護者の方の自覚、また認識をし
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ていただいて、どういう形で病院へ運ぶ、移送するのか、それともどういう対応で避難をす

るのかというお考えをいただいて、その情報をいただいて、その連携をするのが町の防災本

部の流れということでございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） 部長のおっしゃることは全くそのとおりと思うんですけど、実際に何か

あった場合はそんなこと言ってない場合が来ます。ですから、あらかじめそういうことを町

と住民と共通の認識を持っていただかないと慌てますよということだけを申し上げて、ここ

の問題は終わらせていただきます。 

 次、西和養護学校の件をお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 西和養護学校の夜間の開錠方法等なんですけれども、西和養護学校

におきましても、地震発生時の安全確保ということでマニュアルがございます。その中に勤

務時間外に地震等が発生した場合は、県の防災計画に沿って対応するようにということで定

められております。また、その中で避難所として学校を使用する場合は、日ごろから避難所

となる場合を想定して、地元の市町村の防災担当者もしくは自主防災組織と連携をとって、

協議を重ねて対応しなさいということになっておりますので、この辺、できるだけ漏れのな

いように協議を進めて、確実な対応をしたいと思ってます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） そのとおりだと思うんですが、実際にその養護学校のかぎ、町の職員と

かが持たせていただけるものですか。そんなことを言っている場合に、何かあったときには

間に合いませんので、かぎを破って入っていいのか、ぶっ壊したらだれの責任だとか、そう

いう意見もいらっしゃるし、住民さんもいらっしゃいますので、建前はいいんですけど、じ

ゃ、実際、このかぎが非常時に使ってくださいと。総務部長、どうぞお貸ししますとかいう

ようなところまではいかないんですか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 実際の対応なんですけれども、災害が起こった場合、かぎを壊す、

門扉を壊す、この状態ではそんなん関係なしに使用できると思うんです。ただ、中途半端な

震度４とかその辺はどうなるかという問題でございまして、震度６、７となりますと、そう

いう状況じゃなしに使用してくださいということですので、それは問題がないと思うんです。

かぎの管理は校長、教頭、それと事務長が保管されているということでございますので、今、
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先ほど言いましたのは、その辺の連携もとって、できるだけ町の施設ではないですけれども

対応できたらいいなということで、お願いするという予定でございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） いろいろなことをご答弁、ありがとうございました。 

 要するに、あらかじめ町の考え方と住民の考え方が一致していないと、とんでもないパニ

ック状態になりますので、あらかじめこういうことになりますんで、自治会さんよろしくお

願いしますとか、そういう共通認識を極力持っていただくようにお願いしたいと思って、質

問を終わらせていただきます。 

 私の質問はこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

〇議長（東 充洋） 以上で、３番、辻議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩をいたします。再開は午後１時からといたします。 

 

    休憩 午前１１時５５分 

 

    再開 午後 １時００分 

 

〇議長（東 充洋） 再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇石 丸 典 子  

〇議長（東 充洋） ５番、石丸議員の一般質問を許します。 

 石丸議員。 

          （５番 石丸典子 登壇） 

〇５番（石丸典子） ５番、日本共産党の石丸典子です。 

 ただいまから一般質問の通告書に従って質問を行います。 

 今回は２点になりますけれども、まず、１点目のペガサスホールの活用について、この件

につきましては午前中の議員からも質問がありましたけれども、尐し観点を変えてお聞きし

たいと思います。 

 ペガサスホールにつきましては、平成18年度から財政の集中改革プランの一環で自主事業
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が廃止となりました。そして、平成18年７月１日からは、エントランスロビーの使用料が新

たに設定されたところです。ペガサスホールの３割の使用料の設定とされました。ところが、

翌年の平成19年４月、新しい年度にはペガサスホール休館ということになり、ことしで丸５

年を経過いたしました。私は、平成19年３月議会で、施設の有効活用ということで、ペガサ

スホールを有効に活用ということで質問をさせていただいたところです。平成19年当時の担

当部長からは、お金のかからない方法で開館を検討していかなければならない、赤字と公債

費が減尐すれば考えていく、このような答弁でありました。多くの町民の方々からも文化活

動の拠点となるペガサスホールの再開を望まれていることは確かであります。今回、５月の

町の広報におきまして、ペガサスホール再開に向けた検討委員が公募されました。ホールの

活用について、町の方針と検討委員会の進め方をお伺いいたします。 

 ２点目は子育て支援についてです。今、開かれています国会で審議をされています子ども・

子育て新システムの関連法案でありますけれども、これの大きな特徴は株式会社の参入を進

めるのが大きな特徴です。ほかには１、園と保護者の直接契約制、２、親の収入によって保

育内容に格差が出る、３、規制緩和で保育環境が悪化する、４、総合こども園、幼稚園と保

育園の一体化の新設などが挙げられます。保育を市場化するこの制度はさまざまな問題があ

ります。保育の産業化ではなく、公的制度として財源を充てた子育て支援とすべきだと考え

ますが、町の見解をお伺いいたします。 

 以上の内容であります。再質問につきましては自席、質問者席から行わせていただきます

のでよろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） それでは、１項目から答弁をお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） まず、ペガサスホール再開の町の方針と検討委員会の進め方につい

てご質問でございます。町の方針といたしましては、午前中には述べましたけれども、町の

自主事業は当面の間行わず、貸し館のみで再開する計画をしております。 

 それから、検討委員会の進め方でございますけれども、７月からおおむね月１回程度で、

年度内に結論を出していただけたらと考えております。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） 午前中の質問であきらかにされたところでは、公募の委員、応募10名が

あり、そのまま10名検討委員になっていただくと。そのほかに文化協会の担当の方、あるい
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はアドバイザー的な方をプラス10名のほかに２、３名予定されているということでありまし

たけれども、これ、貸し館事業でオープンを前提とした検討委員会というふうな理解でよろ

しいですか。中には費用がどのくらいかかるかで開館は難しいということもあるかと思いま

すけれども、その辺についてはどのように考えておられますか。財政計画です。既に閉館で

５年を経過しておりますけれども、検討期間は私は尐なくとも何年か要るというふうな理解

をしているところですけれども、そのオープンまでにかかる費用と今後、あけたときの財政

計画、どのように見ておられますか。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） まず、オープンまでの費用、まず１番目の質問では、オープンを前

提とした検討委員会かということでございますけれども、募集した委員さんの意見の中に、

すぐさま開館すべきでないという意見の方も委員の中には入っておられます。そういう方の

意見も十分取り入れまして、結論を出していただきたいと考えております。町長はオープン

の時期についても検討課題の１つにしてもらえということでございますので、いつオープン

するのがいいのかも含めまして、検討していただきたいと考えております。 

 それから、オープンにかかる費用でございますけれども、これは経常的な経費につきまし

ては午前中で申し上げましたけれども、光熱水費、主に電気代で600万、それから委託料で

1,500万余り、それからもろもろの経費を含めまして2,500万までに、今の経費に加える額と

して、2,500万までに抑えたいということでございます。 

 それから、もう１点、開館までに伴う修繕費と思いますけれども、それがどのぐらいかか

るかということでございますけれども、これはまだ、これから調査に入っていただきまして、

そこでないと修繕費につきましてはまだ見積もりはできておらないというのが現状でござい

ます。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） 運営費のことで説明がありましたけれども、現在の費用プラス2,500万円

以内に抑えたいというふうなご説明がありましたけれども、文化センター費の決算書を尐し

調べてみますと、平成17年度決算では文化センター費用、全体で１億円です。平成18年度は

自主事業が廃止されましたけれども、決算額7,300万円となっております。この中で人件費、

町の担当職員等も入っておりますけれども、これが約2,500万、光熱水費が約1,400万、保守

管理委託料で2,700万というふうなこと、大きなところではこのような割合になっております。

それで、人件費を省きましても、単純に運営費、自主事業廃止の貸し館事業だけでも年間4,000
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万から5,000万円かかるのではないかというふうに見込んでおりますけれども、そのような理

解でよろしいですか。現在の状況プラス2,500万円以内に抑えたいというふうなご説明があり

ましたけれども、そのような理解でよろしいですか。多く見積もって5,000万、4,000万台の

保守管理委託した場合の委託料が要るというふうな、平成19年度決算、平成18年度決算から

はそういうふうになりますけれども。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） もう既に閉館しておりましても、電気代も当然、中央公民館、図書

館を開いておりますので、電気代、水道代もかかっております。それから委託料につきまし

ても当然、施設管理、保守管理委託料も現在も支払っておりますので、その差額といたしま

してあと2,500万は必要であろうというふうに考えております。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） 委員会の進め方というところで、７月から月１回開かれるということで

すけれども、まず、その財政状況の説明でありますとか、自主事業が廃止になった経緯であ

りますとか、休館になった経緯等もしっかり委員さん方には資料も示していただいて、ご説

明が要ると思いますけれども、午前中からも計画段階から参画をしていただくということの

質問もありましたけれども、やはり、そういう資料を委員さんの前に示して、ある程度の、

住民さんに決めていただくということではありますけれど、ある程度の大まかな町の方針は

まず、初回の検討委員会で説明が要ると思いますけれども、それはそのような進め方をされ

ますか。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 今、石丸議員がおっしゃいましたとおり、オープンした場合、経費

がどの程度かかる、なぜ、あの施設が休館になっているかといった説明をまずいたしまして、

それでもなお、開館に向けて進みたいということでございますので、町の財政状況も含めま

して、いつからオープンするのが適当なのかも含めまして検討していただきたいと考えてお

ります。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） 町では現在、人材バンクの登録ということで、今、募集をずっと継続的

にされているようですけれども、この人材バンクの登録者の活用、この私は関連があるのか

なというふうに感じで人材バンクの登録制度というのを見させていただいたんですけれど、

これについては関連がありますか。特別ないろんな資格がある方と町内にいらっしゃる方、
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登録していただくということで、町民から紹介があれば、問い合わせがあれば紹介しますと

いうふうな趣旨のように書いていただいていますけれども、そういう町の行事であるとか、

例えばペガサスホール再開に向けた、そういう取り組みでの活用というのは関連があるので

しょうか。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） ちょっと午前中、ふれさせてもらったんですけれども、今後、検討

委員会で検討していただく項目の中にできるだけ利用される方が費用がかからないようにす

るにはどのようにしたらいいのかを含めて検討していただくということの中に、例えば照明

であるとか音響であるとか、非常に特殊な大型の機械が入っておりまして、借りたいという

方が自由にそれを作動するというのは現状、難しい。プロを新たに雇って、使用料以外にそ

ういう照明のプロ、あるいは音響のプロを新たに雇うとなれば、大変負担も大きくなるとい

うことから、今、人材バンクの登録も含めましてそういうボランティアの活用、ボランティ

アを育成していくということも１つ、考えていただきたいなと思っております。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） 将来的にはそういうボランティアの方も活用、参加、協力いただけるよ

うな形が望ましいと思われますけれども、私はなかなか時間がかかるものだと思っておりま

すので、それと、確かに町の施設で有効活用ということで、活用するのが最もいいというふ

うに思いますけれども、一旦開きましたら、なかなか再度、閉鎖をするということはできま

せんので、財政状況、費用なども十分検討していただきまして慎重な検討を、オープンに向

けたということではありますけれども、慎重な検討をされますようによろしくお願いをして

おきたいと思います。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 先ほども申し上げましたけれども、現在、町が置かれております財

政状況等も検討委員会の皆さんにお示しして、再開するにはどれだけの費用がかかる、ラン

ニングコストがどのくらいかかる、それから、できましたら先ほど議員がおっしゃいました

修繕費、長らく休館していたために、臨時的な修繕費、どの程度がかかるのかも終盤にはお

示しして、できるだけお示しした上で再開の時期等を検討していただきたいというふうに考

えております。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） また、検討の内容等は議会にもご報告をいただきますようよろしくお願
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いしておきます。 

 それでは、子育て支援についてご答弁をお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 子育て支援につきまして、６月15日の実務者協議におきまして、

消費税関連法案の修正協議の結果、幼稚園と保育所を一体化した総合こども園を創設する案

は撤回され、認定こども園を拡充するとされたようでございます。また、政府案では、自治

体の財政事情などにかかわらず、一定の基準を満たせば必ず保育施設の設置を認める指定制

を導入し、施設を増やす方針でございましたが、今回、撤回されました。政府は今の認可制

の改善で対応するとしておりますが、詳細の詰めはこれからの調整という状況と判断をいた

しております。 

 ご質問の保育を公的制度として財源を充てた子育て支援とすべきだと考えますが、町の見

解はということでございますけれども、おっしゃるとおり、保育行政につきましては公的制

度として財源を充てるといった子育て支援が重要と考えます。行政は公立認可保育園に助成

をし、経済的に支える責任がございます。また、保育料は親の収入の多寡により保育が受け

られない、保育の質が異なることのないよう不平等を生じさせないことが行政のつとめと考

えております。町といたしましても、今後も幅広い育児支援の量と質の拡大をしてまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） この保育制度につきましては、これまでさまざまな制度変更、また補助

金制度の変更などがありましたけれども、今回、出されておりますこの子ども・子育て新シ

ステムの法案ですけれども、これは保育を市場化するものだという批判を反映して、総合こ

ども園ということで、株式会社参入を進めるというところについて特に撤回をされたという

ことですけれども、これは、消費税増税と一体の社会保障の改革の目玉の一番大きなところ

でありますけれども、しかしこのシステム、法案を出されたのが待機児童の解消ということ

で、上牧町は現在、待機児童はいないということを聞いておりますけれども、都市部におい

ては特にゼロ歳児からの保育で待機されている方が大変多いということで、こういう法案が

出てきておりますけれども、このような総合こども園ということで、保育所と幼稚園を一体

化しても、果たしてゼロ歳児を優先に受け入れられるかというと、そうではないということ

で、国会の答弁でも待機児童解消にはならないというところが問題となっておりました。５
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月13日には東京の明治公園で保育関係者、また子ども連れの保護者などが全国から親子連れ

も含めて6,000人が集う、「いりません！保育を産業化する子ども・子育て新システム」とい

うことで、そういう大きなフェスティバルも開かれたところですけれども、やはり、こうい

う保育関係者や保護者の批判を反映したものだということで、今回、民主党、自民党、公明

党３党の合意でこのような新システムの一部を修正すると。消費税増税で突き進むというふ

うなところは大変問題だと思います。 

 この間の保育制度の変換でありますけれども、これまで国で対応されてきました待機児童

対策として、まず、定員を超えた受け入れということで、定員を超えても受け入れるという

ことが行われておりました。また、保育士の非正規化ということで、パートの保育士さんの

割合が大変多くなったということもあります。また、規制緩和ということで、営利企業の参

入と民営化など進められました。それと、上牧町でもかかわってきますけれども、特に公立

保育所に対する国庫負担の廃止ということで、民営化が進んできましたけれども、これは平

成16年です。公立保育所の国庫負担が一般財源化されました。上牧町ではこの後、平成19年

の４月から、これも集中改革プランと財政建て直しの一環でありますけれども、旧の第三保

育所を指定管理者制度へということで民間委託されました。現在は完全に民間に売却という

ところで、完全民営化になっております。そして、平成21年には第二保育所が民営化されま

したということで、公立保育所の民営化が進んできたということでありますけれども、認定

こども園ということで、今、制度がありますけれども、県の方で認定されるという幼稚園と

保育所の一体ということで、県下でも幾つかのところが進められているところですけれども、

これはどちらか低い基準に合わせるということで、本当に保育、また幼稚園教育がそれぞれ

必要なところでサービスが提供できるかというところで大変問題だと思います。それで、上

牧町では現在、町立の保育所としては１園だけになっておりますけれども、今後、上牧町と

してはこの保育行政をどのように考えておられますか。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 先ほどもお答えさせていただきましたが、今後につきましても

認可保育園、これに助成をして、町といたしましては今後も幅広い育児支援の量と質、大き

くはサービスの安定、それから質の確保、拡大をしてまいりたいと考えております。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） 児童福祉法の第24条では、市町村の保育の実施への責任がうたわれてい

るところでありますけれども、今回、出されている新しい子ども子育て新システムというと
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ころでは、市町村の役割、国と市町村の役割を形骸化させるというところでも問題でありま

すけれども、市町村は保護者の労働または疾病その他の政令で定める基準に従って、条例で

定めておりますけれども、保育に欠ける場合には保護者からの申し込みがあったときに保育

所で保育しなければならないということで、町の保育の実施義務というところ、実施責任が

うたわれているところですけれども、これをしっかり今後も町として守れるようによろしく

お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） おっしゃるとおりでございます。先ほども申し上げましたが、

町といたしましても今後も幅広い育児支援の量と質を町として行ってまいりたいと考えてお

ります。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） 一部、修正案が出される予定ということでありますけれども、国の子育

てに対するしっかりとした財源確保をして、認可保育所を建設できるような費用を充てない

というところで、待機児童の解消ができないというところは明らかでありますので、この辺

については、私も国の方にも意見を上げてまいりたいと思います。 

 これで、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（東 充洋） ５番、石丸議員の一般質問を終わります。 

 35分まで、暫時休憩といたします。 

 

    休憩 午後 １時２６分 

 

    再開 午後 １時３５分 

 

〇議長（東 充洋） それでは、再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇富 木 つや子 

〇議長（東 充洋） ８番、富木議員の発言を許します。 

 富木議員。 
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          （８番 富木つや子 登壇） 

〇８番（富木つや子） ８番、公明党、富木つや子でございます。ただいま、議長の許可が出

ましたので、これから通告書に従いまして一般質問をしてまいりたいと思います。 

 午後から暑い議場の中ですけれども、暑さにめげずにやっていきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 初めに被災地について尐し触れさせていただきたいと思います。今、東日本大震災の被災

地では、被災地に希望の花を咲かせようとボランティアによる桜の植樹や花を植える取り組

みが行われています。甚大な被害を受けた岩手県陸前高田市では生き残った自分たちが震災

を風化させてはいけないと、家族や多くの知人たちを亡くした青年たちが中心となり、昨年

の秋から津波の最終到達地点を桜で結ぶプロジェクト、桜ライン3.11、１万7,000本の桜の植

樹をとおして、津波の恐ろしさを後世にとどめる活動が進められてきました。早咲きの桜は

この５月に被災地に見事な希望桜の花が咲き誇り、絶望感から立ち上がった被災地の青年の

見事な行動と姿はふるさとへの復興への勢いとなっています。この感動的な青年たちの活動

を通して、人を救うのも支えるのも、政治の力よりもまず人であるということ、そして、そ

れぞれが置かれた場所で与えられた役割を果たす勇気を改めて教えられた気がいたしました。 

 それでは質問に入ります。 

 東日本大震災を機に防災、減災への意識が高まる中、首都直下地震や東海、東南海、南海

連動地震などへの備えが急がれています。その一方で、生活の基盤となる道路や橋などの社

会資本の老朽化が問題となっています。日本の社会資本は1950年代後半から高度経済成長期

に集中して建設されていたため、例えば2029年度には建設から50年以上を迎える橋や高架、

高速道路などが約51％も占めると見られます。老朽化時代を迎え、放置しておけば大きな被

害に繋がり、経済的にも大きな影響を及ぼします。首都直下地震や東海、東南海、南海連動

が連発した場合、被害総額は最悪で700兆円に達するとまで言われます。昨年の国内総生産が

約508兆円ですから、１年分以上の経済価値が消滅するのと同じです。 

 そこで、公明党は防災減災ニューディールを提唱しています。大災害に対応するため、防

災、減災に向けた施策の工程表を示した上で、老朽化した社会資本再整備に集中投資します。

災害に強いまちづくりを進めて、国民の生命や生活を守るとともに新たな需要を送り出すと

いうことで、景気低迷が長引く日本経済の活性化にもつなげ、経済効果も期待されるところ

でございます。平成19年、国土交通省は橋梁の安全、信頼性の確保と財政負担の軽減を目的

に予防保全への転換を促す計画策定支援制度を創設、地方公共団体は管理橋梁について、長
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寿命化修繕計画を策定、方針が出されています。 

 そのような観点から、初めに命を守る社会基盤の整備として、（１）安全、安心のまちづく

りについて、上牧町民の生命と財産を守るために公助の基盤になっている町内の道路や橋梁

などの老朽化対策、長寿命化に向けての取り組みについてお伺いをいたします。 

 （２）交通安全対策の強化について、登下校中の子どもたちが巻き込まれる痛ましい交通

事故が相次いで起こっています。京都府の亀岡市で市の軽自動車が集団登校の列に突っ込み、

３人が死亡、７人が重軽傷を負うという悲惨な事故や、千葉県館山市でも同様の事故が起こ

ったことは皆さんの記憶に新しいと思います。警察庁の統計によれば、登下校中の交通事故

で死傷した全国の児童数は昨年１年間で2,485人に上り、その数の多さに驚かされます。これ

でも、各５年の内でも最も尐ない数といいます。町内の通学道路の安全確保と対策などをお

伺いいたします。 

 次に、町内の危険箇所道路や交差点の安全対策でございます。町内を車で走行しておりま

すと、朝夕の通勤、通学時間に通行量の多い道路では、歩行者の安全の確保ができていない

危険箇所や学校周辺にある危険度の高い交差点、また、多くの児童、生徒が横断歩道を渡っ

ています。各危険箇所の安全対策と大型店舗の開発の影響にある安全対策について見解をお

伺いします。 

 以上が質問の内容でございます。再質問については質問者席で行ってまいります。担当課

におかれましてはご答弁、よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） まず、１点目の町の管理の橋梁数と点検管理の現況についてと

いうことでございますけれども、町管理の道路橋梁の数につきましては、現在、23の橋がご

ざいます。また、日常の点検につきましては、道路パトロール時、目視による点検等を行っ

ております。また、昨年に道路台帳のデジタル化にあわせまして、橋梁台帳もデジタル化を

行っております。 

 また……。１つずつでよろしいですね。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 今、23の橋梁ということでお伺いをいたしました。この橋梁について

なんですけれども、現況なんですけれども23ということです。点検についてはパトロール等

ということで夏にしておられるということですけれども、このパトロールされて、その後の
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対策といいますか、そのようなことは今まではどんな形で、一般財源ということになると思

うんですけれども、どれくらいの大きなもの、そういうこともあったのかどうか、ちょっと

お願いいたします。 

〇議長（東 充洋） まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長（西山義憲） 現在までに大きな補修というものは行っておりません。

ただ、本年度につきまして、外町橋でございますが、その分につきまして、橋と橋の間の接

続部分、その部分についてゴムがはみ出しておったというふうな例がありましたので、本年

度、予算を計上させていただきまして、その部分を補修する予定でございます。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 今回なんですけれども、長寿命化策ということで、19年度から行われ

ておりますけれども、これはこれまでインフラというのは、今、日本では経済成長期に1960

年から70年代に集中的に整備されているということで、これを放置すれば、本当にこれから

大震災が起こったときに大変な費用をかけてかけかえなり補修をしなければならないという

ことで、国土交通省がこのようなことを、やはり早め早めのうちから予防していきながら、

するために長寿命化というのを打ち出しております。 

 奈良県についてもこの現況なんですけれども、１万526橋あるということなんです。道路橋

があって、その橋梁の多くはやはりこの高度成長期ということで、1950年代の後半から1970

年代前半に建設されており、これも築建設後50年を経過することでも想定しなかったような

危険性、劣化があって、損傷の痛みが激しくなっていくということで、危険性がある、住民

の命、県民の命を守ることができなくなっていくということを奈良県でも言っておりますけ

れども、上牧町の場合、この23橋のうち老朽化50年、同じような状況に達する橋というのは

どれくらいあるのか、お願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 質問の２番、３番の方に書いているかと思うんですけれども、

本町では現在、50年を経過した橋はございません。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 50年を経過した橋はないそうなんですが、50年までに達するまでにも

う尐しあるということなんですか。どれくらいで50年がたつ橋がどれくらいあるのか、ちょ

っと教えていただきたいと思います。 

〇議長（東 充洋） まちづくり推進課長。 
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〇まちづくり推進課長（西山義憲） 現在のところ、先ほど部長がご説明申し上げましたよう

に、50年以上の経過した橋はございませんが、今後、20年後には約半数以上が50年を経過す

るだろうという形でございます、と申しますのも、架設した時期が特定できないという橋も、

台帳の方、整備しておるんですけれどもないものですから、半数以上が50年以上の経過した

橋に達する見込みでございます。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） まだ半数以上がこれから50年に達するということで、以前、お伺いし

たときは30年ぐらいの橋が多いということだったんですけれども、そういう判断でよろしい

んですか。 

〇議長（東 充洋） まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長（西山義憲） 今、申されましたその前後、微妙なところだと思います。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） どっちにしてもそのあたりで、もう20年すると50年に達していくとい

う橋が半数ぐらいあるという理解でよろしいですね。わかりました。 

 それから、次なんですけれども、先ほど、奈良県では１万526橋、市町村ではこの中では8,286

ということで橋があります。上牧町については15メートル以上の橋が23ということで、今さ

っき言っていただきました。この老朽化なんですけれども、全国的に、本当にさっき言った

ように、言いましたけれども、建築後50年以上経過する社会資本の割合なんですけれども、

2009年度で全国で８％、奈良県では15％、それから2019年になりますと全国は25％で、奈良

県としては36％、2029年度では全国で51、奈良県で60％という大きな数字にやはりなってい

る。50年以上、達する橋がこれだけあるということで、統計がデータ上も出ております。や

はり、このような橋を維持、管理していくということは、大変に先ほども言いましたように、

何か損傷が起こったり破損が起こったりしたときに、やっぱり工事となると大きな財源を捻

出しなければなりませんので、そのような状況はとてもじゃないけど住民の命を、町民の命

を守ると言っても、やはりどうしても厳しい状況にはなってくると思います。このように、

大事な資産の橋を安全な状態で維持していくためには、日ごろからの点検、計画的な補修と

いうことで、かけかえが必要となってくるというふうな運びになるんですけれども、このよ

うなことから橋梁の今回、次に移りますけれども、２番目、長寿命化修繕計画の策定という

ことで19年から打ち出しておりますけれども、この点について、事業についてお願いいたし

ます。 
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〇議長（東 充洋） まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長（西山義憲） 長寿命化計画についてお答えいたします。 

 地方公共団体が管理する橋梁は先ほど申されましたとおり、高度成長期に多数が整備され

まして、今後、老朽化した橋梁が急激に増加することから、従来の事後的な対応から計画か

つ予防的な対応へと円滑な政策転換を図りまして、橋梁の長寿命化並びにコストの縮減を図

りつつ、地域の道路網の安全性、信頼性、また災害時の防災対応という形でも取り組むべき

施策として長寿命化修繕計画策定事業というものが設けられております。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） ことしの24年度の３月議会のときに予算として、これは３月の予算委

員会の資料なんですけれども、長寿命化修繕計画の策定事業委託料ということで上がってき

ております。これは23橋の中から11の橋について委託料が200万上がってきておりますけれど

も、この点についてご説明していただきたいのですが。 

〇議長（東 充洋） まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長（西山義憲） 本年度は国の補助金制度を活用いたしまして、今、申さ

れましたように橋梁23橋中、延長が15メートル以上の主要橋梁11橋を本年度に点検実施する

計画であります。来年度はその点検結果をもとに長寿命化計画を作成いたしまして、その後

はその計画に基づきまして修繕工事を実施する予定でございます。また、主要橋梁以外の部

分でございますが、その部分につきましても、主要橋梁の長寿命化計画の進捗を見せながら

取り組んでいきたいと考えております。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 今、説明していただきましたけれども、11橋、ずっと今回、出されて

おります。来年度についてはまた、点検等踏まえた上で長寿命化の施策を利用して、事業を

利用して予防保全ということやと思いますけれども、それをやっていきながら、上牧町とし

ての安全対策を進めていくという判断をさせていただいたのですが、それでよろしいですか。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 今、課長がるる説明いたしましたとおり、順次、計画的に進め

てまいりたいというふうに思っております。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 今度、11橋、すみません、こだわらせていただくんですけど、これは

順番的に23のうちから11出されているということは、老朽化が激しいというもとに出されて
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いるということなんですか。 

〇議長（東 充洋） まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長（西山義憲） 先ほど申しましたように、橋の長さが15メートル以上の

主要橋梁の部分について実施するものでございます。それと１カ所、15メートル以上で畠下

橋、金富地区のところにある橋でございますが、この部分については王寺町さんの方でやっ

ていただくというふうになっております。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 大規模な改修補修を行うというのは、本当に事後保全になると大きな

予算が要るということです。今回、だいぶと事後保全から予防保全にすると、かなりの財源

が軽減されると思いますけれども、奈良県についてもこれ、老朽化して対策をしていかなけ

ればならない橋梁については、このまま放置すると安全確保できない、またかけかえをする

と資産的には今後、50年間に１億、1,320億円がかかるということで、それが今後、予防保全

にすると、かなりの削減につながるということでおっしゃっておりましたけれども、上牧町

のざっとさっき数字的にはちょっと難しいかなと思うんですが、そのあたりの説明をしてい

ただけますか。 

〇議長（東 充洋） まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長（西山義憲） 橋梁の耐用年数というのは定まっておらないのが実情で

ございますが、仮に50年を１つの耐用年数をとらえた場合に、長いスパンで申しますと50年、

100年たちますと１回、150年たちますと２回のかけかえが必要になるだろうと。それを先ほ

ど申しましたように、計画的、予防的に長寿命化計画を策定して、事前もしくは悪いところ

を補修、修繕してまいりますとその回数が減ってくるだろうと。その意味からも、先ほど申

しました長いスパンで申します３回が２回ぐらいにはなってきますと、１回分のかけかえの

費用が削減できるというところから、相当高額な費用が削減できるのではないかというふう

に考えます。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） これからは本当に災害対策、また本当に防災、それから災害から住民

を守るというあたりでは、やはりいろんな施策を利用しながら、やはり町民の生命と財産を

守るためにこの公助の基盤として、しっかり、いろんな工夫を取り入れながらこの老朽化対

策、また、ほかの方向からの長寿命化というのもあると思うんですけど、そこのあたりもし

っかり取り組んでいっていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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 ありがとうございました。 

 じゃ、次、お願いします。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 質問の内容で、町内における通学途中の事故の実態についてという

ご質問でございますけれども、長らく通学途中の事故の報告はなかったわけなんですけれど

も、実は、ことしの５月、通学途中の子どもの事故が発生いたしました。ことしの５月23日、

午後３時ごろ、近商前、服部台交差点から西向きの道路の路側帯を歩いていた上牧第三小学

校２年生の男子児童が、軽自動車に巻き込まれる事故がありました。事故内容は運転手が学

校から集団下校していた児童らが車の前を通り過ぎ、集団から尐しおくれてきた被害児童に

気づかずに車を発車したため起こった事故でございます。幸いにも児童が背負っていたラン

ドセルが身を守ったようで、けがは腕と足など数カ所のかすり傷で済んでわけでございます

けれども、集団下校中の事故ということで非常に重く受けとめております。今回の事故を受

けまして、今回の事故については運転手の不注意による事故でございましたけれども、学校

では全児童に登下校の交通安全について注意喚起する話をしたところでございます。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 三小の子どもが事故に遭ったということで今、ご説明していただいた

んですけど、ことしに入りまして、京都の亀岡をはじめ、集団、千葉県の館山であるとか、

大阪、いろんな全国の通学、子どもたちが通学道路の中で子どもたちが車に巻き込まれる、

事故に巻き込まれる、下校の集団に突っ込まれるというような、そのような痛ましい事故が

相次いでいるんですけれども、今、ご報告の中で子どもさんはどのような状況なんでしょう

か。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 子どもはすぐに病院に運ばれたんですけれども、幸いにも手足にか

すり傷程度ということで、今はもう元気に通学しております。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） そのときに今回、そのような事態が起こったということで、文科省か

ら通達が、詳しくは国土交通省、文科省、警察庁の３庁からしっかり連携をとるようにとい

うことで、そして子どもの安全対策をとるようにということで、文科省から通達が５月の末

か６月の初めごろに来たと思います。そのときにやっぱり、このような事故が発生したとき

に、上牧町で現在、これまでもですけれども、教育委員会が中心になって学校との連携、保
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護者との連携、これまでどのようにされてきたのかだけお伺いいたします。今回のことも含

めて。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 今回の事故の報告がありまして、教育委員会といたしましては、全

５校の学校にこういう事故があったということをお知らせし、それから、事故が発生しまし

た第三小学校では、全生徒を対象に交通安全についての注意喚起をされたということでござ

います。 

 それから、今回の事故を受けてということではないんですけれども、毎年、夏休み前にＰ

ＴＡを中心にいたしまして、学校と保護者が通学路の危険箇所の再点検を、毎年点検をして

おります。その点検の報告を教育委員会が受けまして、関係機関、学校、警察、あるいは道

路管理者に改善を要求しているというのが現状でございます。 

 それから、当然、看板等の設置については教育委員会、あるいはＰＴＡで実現できるもの

は実施しているというのが現状でございます。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 文科省の通達にかかわらず、上牧町では学校と保護者さんと地域の方々

が連携をして、本当に子どもたちを地域ぐるみで守っていただいているなということで、点

検もずっと行ってきたということなんですけれども、改善も一つ一つ、標識なり、それから

あと、白線が、車道と歩道の線であるとか、白線であるとか、ライン等もこれまでなかった

のに今回、引いてあるなとか、ちょっとそういうふうなことも気にかかったこともありまし

た。今回の内容については、文科省からの内容について、余り大きく変わるということはこ

れまでではないと思うんですけれども、この事故を受けての文科省の通達について、尐しお

願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 今回、全国で通学途中の事故が多発したことを受けまして、文部科

学省からの通達でございますけれども、まず、学校におきまして保護者と合同で危険箇所の

洗い出しを行いなさいということでございます。それから、その洗い出しを受けまして、教

育委員会は学校、保護者、それから道路管理者、警察等の関係機関が合同で現場を検証しな

さいと。その現場検証をすべてことしの８月末までに終えなさいということになっておりま

す。その現場検証を終えて、道路管理者なり警察なりのアドバイスを経て、対策メニューを

つくって、それから道路管理者あるいは公安機関に改善を要求していくという段取りになっ
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ております。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 今回、大きなポイントとしては、警察も含めて学校現場、それから市

町村、それから保護者というのが一緒に本当に連携をしっかりと、がっちりととって、その

対策を進めていくというのが大きな特徴ではないかなと思います。私、りっしょうさせてい

ただいているんですけれども、やっぱり現場で子どもたちと一緒に点検をそのときしても、

やはりそういう朝の何時ごろにどれだけの交通量があって、どれだけの子どもたちが通学し

ていて、どういう箇所が危ないなというような、危険であるというようなところにやっぱり、

その日、その時間、その状況の中でやはりしっかり現場を押さえていくということが大事で

はないかなと思うんです。ここをさっき言われたように、いろんな箇所をピックアップする、

それで時間は関係なく見られるかと思うんですけれども、やはり、さっき言ったようにその

時間帯、車の通行量、それから状況等もしっかり、そのときの現場で調査をされるのかなと

思うんですけれども、私、何でかというと、友が丘の人のところにりっしょうさせていただ

いているんですけれども、やっぱりあそこは上に上がっていく車と住宅地から朝、送り迎え

で車と幹線をずっと走る車とですごく朝７時45分から８時まで、15分ぐらいなんですけども、

すごく大きな車が通ったりもしますし、混雑します。子どもたちは亓、六十人が朝、登校す

るんですけれども、あそこの友が丘の中は住宅地ですけれども、通学路というイメージが余

り皆さん、持てていないのではないかなという気がするんです。住宅の中だから、徐行とい

うようなものは、看板はあるんですけれども、標識はあるんですけれども、やっぱり中学生、

小学生児童がずっと一緒に同じ時間に通学しますので、そこの場所は通学路であるというの

を余り皆さん意識がないのではないかなというふうな、そんなふうな走行車と車との自転車、

バイク、ちょっとそのような感じがして、危険なときが多々ありますので、そんなところも

私、言いましたように、現場を確認する状況というのもしっかり考えていただいて、そして、

していただきたいと思います。そこはやはり、通学路というふうな、何か１つあれば、ここ

は通学路やという意識がまた再確認できますので、そのあたりもよろしくお願いしたいと思

います。 

 それでは、次なんですけれども、これで終わりかな。あと、何か今回のことで、町教育委

員会として、重要なことであるとか、今後に必要なことであるとか、考えている学校との連

携をとっているようなことがあればお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 
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〇教育部長（竹島正智） 教育委員会といたしましてもＰＴＡ、学校から子どもたちの安全の

ために交通安全に対しての、例えば車の進入どめの柵を設置してほしいとか、巻き込み防止

対策のポールを設置してほしいとか要望が上がってきた場合、すぐに道路管理者に要望して、

ことしに入ってからかなり実施していただいております。例えば、近商前の交差点の東側の

車進入路の柵の設置、桜ヶ丘３丁目、つくも橋交差点でのバス等の後輪の巻き込み防止対策

のポールの設置、あるいは南上牧地域への通学路の路側帯や通学路の横断歩道で消えかけて

いるものの整備を既に実施していただいているところでございます。今後も上牧町教育委員

会といたしましても学校、それから警察、道路管理者と協力して安全対策に取り組んでいき

たいと考えております。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 案外と子どもの事故が多いということを私も再確認、全国で１年間に

2,485人も事故に遭っているというのでびっくりしたんですけれども、そういう実態もござい

ますので、上牧町の子どもたちに変わらず、地域と学校とそれからまわりのみんなで守って

いっていただければ、私たちもそういうふうな協力をしていきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 じゃ、次、お願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 町内の危険箇所、道路とか交差点の安全対策なんですけれども、１番

目の通学路のおくやま交差点の安全対策なんですけれども、ちょっとこの答弁の前に教育委

員会に今、お話しして、通学道路の安全確保ということで今、答弁していただきましたけれ

ども、この１番目の答弁に入る前に、あそこ、すごく、そこもかなりの葛城台からの子ども

が通学をしております。その状況についてお話ししていただけますでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） おくやま前の交差点でございますけれども、現在、葛城台の児童、

生徒、小学生が281名、おくやま前の交差点を横断しているというところでございます。 

〇８番（富木つや子） 中学生も尐しいてはりますか。 

〇議長（東 充洋） 教育総務課長。 

〇教育総務課長（為本佳伸） 中学校におきましては、102名がおりますけれども、中学生の場

合はジョーシンの手前の信号を、横断歩道を使って、町民体育館の方から上がって、運動場

の方には県民グラウンドの下の方を通って、トンネルを通って通学しているところでござい
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ます。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 新町の方、子どもさん、尐し来ておられますけれども、全然通ってい

ないということではないですね。わかりました。何人かという形ですかね。 

 わかりました。ありがとうございます。すみません、前後いたしまして。 

 じゃ、もう質問に入ってますので、すみません。状況等、ちょっと聞いていただくために

教育の方で、おくやまの交差点でやはりどれだけの子どもたちが通学しているのかというあ

たり、状況を知らせていただいたんですけれども、じゃ、次、お願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今、その地点のおくやまさんの交差点の安全対策のための歩車道分

離型の信号機の設置なんですけれども、歩行者のより安全な確保とまた交通量、車の交通量

とを勘案して、総合的に設置を検討されるということでございます。歩車道分離型の設置で

問題になりますのは、交差点の通過時間が長くなるということで、より渋滞が起こるので、

設置がなかなか進まないという１つの理由があるようです。そのような理由がございますの

で、町といたしましては、以前より交差点付近の渋滞の道路の形態を改善いたしまして、渋

滞の緩和を考えております。その辺は以前より担当課の方で検討はしております。今後、ま

ず、道路形態による渋滞の緩和を早期に行って、設置の条件の中に課題となる部分、今、渋

滞の部分がございますので、それもできるだけ早期に解決して、より設置しやすい条件にし

てできるだけ要望したいと思っております。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 先ほど、教育の方でもこの葛城台からどれくらいの子どもたちがあそ

この交差点、横断歩道を通って、渡って学校に行っているのかというあたり、説明していた

だいたんですけれども、そういう状況なんです。７時、これも通学時間ですから、７時45分

ぐらいから８時ぐらいまでの間に、私も現場を見させていただいたんですけど、すごい、も

うだぁーっと来ているので通学しているので、何人ぐらいいたのかな、かなりの数の子ども

たちが通学して渡るんです。今、小学生が281人ということで、小学生が葛城台から、もう300

人近い子どもがあそこを通っていくんです。交差点でちょっと差しかかったときに、保護者

さんと先生が立ってりっしょうされておりました。その分については、学校の方もさっき見

ましたように、安全対策を講じられているところかと思いますけれども、向こうの桜ヶ丘か

ら走ってきて、私、左折をして葛城台の方に行く状況だったんですけれども、保護者さん、
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渡らすんですけれども、青の間にかなり渡らせたいというあれで、しっかり見ながら誘導さ

れているんですけれども、ちょっと途切れた間に車が左に左折しようとする車、もう横断歩

道と際々で車と子どもが、この事故もそういうふうな状況だったというのを報道されており

ましたけれども、そういう現実なんです。いっそ、そうであるならば、歩行者、それから走

行車がはっきり分けた方が事故につながらないん違うかなって、そういうふうに感じました。

幾ら渋滞が起こると言っても、これからまた、大型開発に伴ってはあそこの交通渋滞、それ

から安全対策は講じていかなければならないことだと思うのですが、その辺も含めて、さっ

き、答弁していただいたと思いますけれども、今、私、子どもたちのことをより具体的に話

をさせていただきました。その点についてお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 改良については所管の方から答弁いたします。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 確かに朝夕の渋滞というのはひどいなというのは実感しており

ます。ただ、最近になりまして、香芝市の中和幹線の開通によりまして、混雑がかなり解消

になったかなというような思いはしております。ただ、議員がおっしゃるようにその時間帯

の葛城台の小学生の横断するほんの15分かの間の混雑というのが非常に問題になっているの

かなと思います。ただ、さきに総務部長が申しましたように、歩車分離をやりますと、完全

に車の往来がとまってしまうということで、その時間帯によりましてかなり車の混雑がまた

ふえるんじゃないかなということでございますけれども、あと、大型の商業施設あるいは近

所にまたスーパーができるということは、これ、もう確実でございますので、抜本的な道路

の形態の改良、そういったものも行わなくてはならないということは重々承知しておるとこ

ろでございますので、今現在、専門的な知識の方と相談をいたしまして、計画をつくってと

いうか、検討中でございますので、なるべく早い段階で改良の案を出していきたいというふ

うに考えております。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 先ほどからも言いましたように、安全対策をしっかりと取り組んでい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 では、次、お願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） ②のまきのは郵便局、樋ノ口橋交差点信号についてお答えいたしま
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す。 

 お尋ねの交差点は以前より北から、そして南から右折するのがなかなかしにくいというこ

とで、改善の要望をいただいているところでございます。今の道路形態ではまず改善ができ

ないという条件がありまして、検討はしているもののなかなか改善ができない状況がありま

す。その内容なんですけれども、全体的な幅員が決まっているということで、片方が河川、

それと片方が西名阪の橋梁の橋台、これで幅員が確定しているということがございます。そ

の対策の中でいろいろ、今、担当課の方で検討はしてくれているんですけれども、歩道をよ

り細くするのかという問題も等々ございますので、今の段階ではその検討を進めて、できれ

ば信号機の改善をしたいということでございます。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 非常に変形というか、郵便局の方に行くにもどっちに行くにも右折す

るのに細い、私もあそこ、行かないと通えないのでそこを通りますけれども、何か王寺から

来る、役場向いて走るときは命がけで右折をするというような、私、そんな感じなんです。

先ほど、信号機の改善ということで、矢印であるとか、そのような矢印信号ができればいい

んではないかなというようなときも多々、感じるとき、ありますので、住民さんからもその

ような要望がございまして、今回、質問させていただいたわけです。また、よろしくお願い

いたします。 

 では、次、お願いします。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 次、県道の部分でございますね。 

 この県道王寺桜五田原本線と町道下牧19号線の思案橋の橋が新しくできまして通行が可に

なりました。その橋との接点で非常に交通量の多いところでその部分を横断される通行の方

がいらっしゃるということで、危険がかなり高い率で発生しております。この部分につきま

しては、町といたしましても担当課といたしましても、早くから要望もいろいろ聞いていお

りまして、西和警察、それから県道でございますので、管轄の高田土木事務所、当課が何回

も現場でりっしょうしながらいろいろやっております。そういった中の詳しいことについて、

担当課長も同時に実感しておりますので、その辺を説明させます。 

〇議長（東 充洋） まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長（西山義憲） それでは、ご説明させていただきます。 

 当該交差点付近につきましては、先ほど部長が申しましたように主要路線が県道でありま
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すことから、管理者である県、高田土木事務所と当まちづくり推進課で現地にて公安当局で

あります西和警察立ち会いのもと、これは平成23年11月29日でございますが、歩行者や自転

車の横断の危険性について現場の方で検証しております。現地での立ち会いでは危険性が大

きいものの、東側に寺川石油付近になるんですけれども、東側に交差点もあることから、具

体的な方策は後日、県高田土木事務所で再検討を行うという結果になっております。 

その後、本年度に入りまして、県高田土木事務所の方から、コンサルタントの方に委託し

ておりました対策案ができあがりましたので町に説明をしたいという申し出がありましたの

で、高田土木で説明を受け、その後、若干こちらの方からも意見を述べさせていただきまし

て、協議を行っております。 

それで、６月に入りましてその案をもちまして、県高田土木事務所の方が西和警察の方に

協議に行くということですので、町の方も、それでしたら同席させていただきますというこ

とで同席し、警察の方と意見を聞いております。西和警察さんの意見といたしましては、こ

の交差点を、先ほど申しました隣接する交差点もございますので、信号機が余りにも近いと

いうことから設置は難しいのではないかと。仮に横断歩道を設置した場合には、その横断歩

道を歩行者が通るような、誘導するような安全策等も設けるべきでしょうというふうな形の

意見をいただいております。その意見を踏まえまして、県高田土木事務所といたしましては、

再度、コンサルタントの方により安全な意見を踏まえた計画を立案するようにという形で持

ち帰られております。その案ができ次第、今度は県警本部の方と再協議を行いまして、その

後、安全対策を講じたいと、このような形に現在、なっている状況でございます。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） ありがとうございました。 

 昨年の11月29日に現場のりっしょう検証、各関係者さんに集まっていただきましてしてい

ただいたということを報告をいただいておりますし、また、その後の状況というのもちょっ

とお聞かせいただきたいということと、結果、安全対策に対する対応、対策をどのようにし

ていくのかということもありましたので、質問させていただきました。 

私、住民さんからたくさんの、あそこは静香苑もございますし、エトワもございます。夕

方になるとそこの信号は寺川さんと、ところの２つ信号があって、本当に片方が赤になれば

片方が青になり、そこが変わったら今度はこっちが青になるという、交互に青になるので歩

行者がとまる時期、タイミングがないんです。それなのに高田自動車さんとエトワの前に横

断歩道がある、すごく使いにくいというか、危険性の、歩行者の安全確保には全然、歩行者
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の安全を考えた上での道路対策なのかなというのを非常に思っておりました。朝はどんどん

王寺に向いての自転車、バイクが横断歩道も関係なく、みんな車と車の間をどんどん抜けて

いくんです。どっちも青になりますので、赤になるということがないので、その危険な隙を

ねらって、その間を縫って渡っていらっしゃるというのは非常に危ない状況であるというの

は、本当に何年も前からそういうふうに感じておりました。りっしょうしていただいたとい

うことで、本当に前向きに一つ一つ進めて対応をしていただいていることに、住民さんにも

説明させていただいてますし、そういう面では本当に今回、警察の方とということでござい

ますが、りっしょうの経過も含めて、今後、最終的な対策というのはどのようになるのか、

お願いいたします。 

〇議長（東 充洋） まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長（西山義憲） 対策の方はあくまでも県道でございますから、県の方、

高田土木の方で講じていただくわけでございますが、ただ、この横断歩道につきましては、

歩行者並びに自転車等の通行もあり、相当危険な箇所だと現場も見ておりますので、横断歩

道の設置は必ずつけていただくように要望したいと思います。また、横断歩道が設置になり

ますと、当然、この交差点付近につきましては、交差点という認識ができることから、ドラ

イバーの方々につきましても、交差点で人が横断歩道がありますよ、人が通りますというと

ころから危険なところも察知していただきまして、隣接する交差点内の停車、今、申されま

したように交差点内でも停車している状況から、その分が停車が尐なくなるだろうと。その

ことからも、自転車並びに軽車両、単車、その部分についても安全性の若干の対策にはなろ

うかと考えますので、今後、また県高田土木事務所の方に最終版ができましたら、その部分

についての説明を求めまして、できる限りの安全対策をお願いしたいというふうに考えます。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） ずっとご苦労していただきながら、県との協議、また警察との対応と

かいろいろしていただいている状況は本当にありがとうございます。何と言っても歩行者の

安全確保、しっかりとっていただきたいなということで、事故が起こってからでは遅いです

ので、そのことも含めながら、またよろしくお願いしたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（東 充洋） ８番、富木議員の一般質問を終わります。 

 これで本日の一般質問を終わります。 



 －75－ 

 

                     ◇                    

 

    ◎散会の宣告 

〇議長（東 充洋） 本日はこれで散会いたします。 

 きょう、写真を撮られる方は写真を撮っていただきますようにお願いをいたします。 

 どうも皆さん、ご苦労さまでございました。 

 

    散会 午後 ２時３２分 
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平成２４年第２回（６月）上牧町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

平成２４年６月１９日（火）午前１０時開議 

 

第 １ 一般質問について 

    ２番 長 岡 照 美 

    ７番 康 村 昌 史 

    ６番 木 内 利 雄 

 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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                     ◇                    

 

出席議員（１２名） 

      １番  堀 内 英 樹        ２番  長 岡 照 美 

      ３番  辻   誠 一        ４番  吉 中 隆 昭 

      ５番  石 丸 典 子        ６番  木 内 利 雄 

      ７番  康 村 昌 史        ８番  富 木 つや子 

      ９番  芳 倉 利 次       １０番  吉 川 米 義 

     １１番  服 部 公 英       １２番  東   充 洋 

 

欠席議員（なし） 

 

                     ◇                    

 

地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

  町    長 今 中 富 夫 教 育 長 浅 五 正 溢 

  総 務 部 長 田 中 一 夫 都市環境部長 外 川 武 彦 

   住民福祉部長 塚   尚 起 水 道 部 長 杦 本 和 敏 
 
                  保 健 福 祉 
  教 育 部 長 竹 島 正 智            竹 島 正 貴                   センター館長  

  土地開発公社常務理事 高 木 雄 一 秘 書 課 長 藤 岡 達 也 

総 務 課 長 池 内 利 昭 福 祉 課 長 阪 本 正 人 

  生き活き対策課長 吉 川 師 郎 

 

                     ◇                    

 

職務のため議場に出席した事務局員 

  議会事務局長  下 間 常 嗣    書    記  山 下 純 司 
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    開議 午前１０時００分 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（東 充洋） おはようございます。ただいまの出席議員数は12名です。定足数に達し

ておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議事日程の報告 

〇議長（東 充洋） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

それでは、日程表に従い、順次議事を進めてまいります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎一般質問 

〇議長（東 充洋） 日程第１、一般質問について。 

 一般質問の持ち時間は、理事者側の答弁を含め１人１時間以内です。質問者はその点、十

分心得て質問し、理事者側は的確かつ簡潔に答弁をお願いいたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇長 岡 照 美 

〇議長（東 充洋） それでは、２番、長岡議員の発言を許します。 

 長岡議員。 

          （２番 長岡照美 登壇） 

〇２番（長岡照美） 皆様、おはようございます。２番、公明党、長岡照美でございます。 

 ただいま議長のお許しをいただきましたので、通告書に従いまして一般質問をさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 昨日から強い台風の影響で雤が降り、また、本日深夜にも奈良県下に接近するとの報道が

ございました。激しい雤による土砂災害や、また土地の浸水、河川のはんらんなど、また竜
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巻等の突風への注意の呼びかけもされているところでありますが、被害が拡大しないことを

願っております。 

 それでは、質問項目に入らせていただきます。質問は３項目でございます。 

 １項目めに、上牧町地域防災計画についてお伺いいたします。東日本大震災の教訓を生か

しての地域防災計画や防災対策の見直しがされているところです。昨年３月の東日本大震災

では、仕切りのない避難所で男女一緒の生活を強いられ、着替えや下着を干すスペースに困

るなど、防災対策に女性の視点が反映されていない状況が浮き彫りになりました。 

 当女性防災会議が昨年10月、18都府県と640市区町村を対象に実施した調査では、地方防災

会議の委員に女性が１人も参加していない自治体が約半数に上ることが判明いたしました。

防災意思決定の場に女性を、との要望をしているところでございます。 

 このほど、防災会議に女性の登用について内閣府と総務省、消防庁は全都道府県の防災担

当部局に地方防災会議への女性の登用推進を求める通知を送付しております。公明党女性議

員が全国で進めている女性の視点を生かした防災対策の追い風となるものと感じております。

この通知では、都道府県の防災会議の委員選定について定めた防災対策基本法15条５項の１、

５、７号を活用して女性委員をふやすよう推奨しております。例えば、女性の委員が人事異

動でいなくなるのを防ぐために、役職ではなく個人を対象に委員を選定するよう助言をして

おります。 

 そこで、次の３点についてお伺いいたします。 

 ①、上牧町の防災会議、防災計画に女性の登用について。 

 ②、避難所運営・整備について。 

 ③、災害用備蓄体制についてでございます。 

 ２項目めに防災行政無線についてお伺いいたします。東日本大震災では、緊急時の情報と

して、津波警報を住民に伝える手段として、テレビ、ラジオ、自治体の防災行政無線などで

した。津波の第一報は伝わりましたが、それ以降の更新情報が伝わらなかったケースがあり

ました。最新の情報が住民に確実に伝わる手段とその普及、強化が急がれております。 

 次の３点についてお伺いいたします。 

 ①、防災行政無線について、聞き取りにくいとの声を聞きますが、どのように把握されて

おりますか。 

 ②、防災無線の設置数について。 

 ③、防災無線の今後の計画についてでございます。 
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 ３項目めに、実践に即した防災訓練についてお伺いいたします。３.11東日本大震災から１

年３カ月がたちます。今なお原子力発電災害などからの避難は続いております。復興庁は５

月10日の時点での避難者は34万1,235人と発表しております。また、５月６日の茨城県、栃木

県で広範囲に被害をもたらした竜巻によって、住宅など2,200棟が損傷し、自然の猛威を思い

知らされました。我が国では、地震に伴う津波や土砂災害の危険性や、また豪雤による河川

のはんらん等、自然災害の脅威を十分認識するとともに、いざというときに迅速に対応でき

るようにしていくことが大事です。そのためにも、実践に即した防災訓練や防災の日の取り

組みについてお伺いいたします。 

 ①、各町内会自主防災組織での防災訓練、避難訓練の状況の把握について。 

 ②、９月１日は防災の日です。上牧町でも防災に対する取り組みについてお伺いいたしま

すので、よろしくお願いいたします。 

 再質問につきましては質問席よりさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） まず初めに、防災計画についてでございますが、避難所運営、２番、３

番と災害時の備蓄体制等に関係してまいりますので、上牧町では防災の規模をどの程度と考

え、また避難場所、避難人数等はどのように想定されているのか、まずお伺いしたいと思い

ますが。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 避難人数、また想定のご質問なんですけども、以前よりいろんな形

で東南海・南海地震等々国の方から一定の県単位また地方単位での報告がされております。

その中での資料をもとに町においても想定を行っているというところでございます。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） それでは、１番からのご答弁をよろしくお願いたします。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） まず１点目の防災会議、また防災計画での女性の登用ということで

ございますが、今現在、防災会議の中では女性の委員はおられません。この内容なんですけ

れども、防災会議の委員構成につきましては、各地方行政の代表、それと県、消防、警察の

代表者ということで、これが男性、女性という選別ではなく組織の代表ということで、組織

の中で連携し、どのような情報を伝達するかという部分でございますので、この中で女性の
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登用ということでございますので、その中の規定の中に専門委員という適任者があれば登用

するようにということになっておりますので、そういう選定ができるように今後検討いたし

ます。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） 今、上牧町では防災会議に女性の委員がいないというご答弁でございま

した。都道府県に設置されております防災会議で女性の委員が尐しずつふえ始めております。

先日、読売新聞に大きく防災会議に女性を登用という記事が出ておりました。その中で、内

閣府の男女共同参画局の調べによりますと、昨年４月１日時点で、東京、愛知、福岡など12

都道府県で女性委員はゼロでありましたが、全国の委員総数は2,419人、そのうち女性は87

人だったといいます。ことし３月末現在で、全国の委員2,483人のうち女性は103人になりま

した。女性委員ゼロは８都県になっております。１年前にゼロだった神奈川県は、ことし１

月、防災会議に５人の女性委員を指名され、男女共同参画の視点であえて女性を入れたと言

われております。同じくゼロだった高知県、沖縄県でも各３名、大阪府と長野県でも各１名

が新たに就任しております。我が奈良県におきましても２名だったところ、今現在４名にな

ったと伺いました。専門の方がいらっしゃったらというお話でございましたが、災害が起き

てから対処するのではなくて、その前から準備、前もっていろんなことを決めておくことが

大事かと思います。今現在、女性委員が登用されていないということで、女性の声、女性の

意見等はどのような形で取り上げていただけるのか、お伺いいたします。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 女性委員を登用していないという、今表現なんですけども、先ほど

言いましたように、基本的な防災会議の中での委員の検討課題は、組織としてどう動くのか、

組織としてどういう連携をとるのか、組織としてどういうふうな情報収集をするのかという

部分でございまして、先ほど言いましたように、単なる各団体の代表という形になっており

ます。 

 その中でどういう形で女性の意見を聞くのかという部分でございますが、これは当然、委

員もご存じのように、国の防災計画の中で男女双方の視点に配慮した防災を進めるというこ

とになっておりますので、今後、今おっしゃったことをできるだけ、防災会議の方はどうい

うふうな連携、またどういうような形で登用していただけるのかなという検討も必要ですの

で、登用しないというのじゃなしに、私が今考えておりますのは、防災会議は本当の基本的

な中での組織の連携ですので、その中でいろんな形で実施計画、マニュアルを作成するわけ
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なんですけども、その中では当然必要ですし、入っていただかなければならないと考えてお

りますので、いろいろな状況の中で登用していただく、また登用するということで検討いた

します。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） いろんな形で登用していただけるというご答弁でございましたが、女性

の意見を取り入れる仕組みが大事だと考えております。東北では災害が起きてから何か困っ

たことがあれば言ってくださいねと言っても、皆さん、やはり声を出すことができなかった

と言っております。女性は子育ての経験や、また介護の経験をお持ちの方がそういう目を持

って防災対策を見ていけますので、ぜひ声を出せるところをつくっていただきたいと、この

ように思います。 

 防災計画に女性の視点を取り入れています千葉県柏市での地域防災計画の見直し作業をご

紹介させていただきたいと思います。 

 今、全国で地域防災計画に女性の視点を反映させる動きが活発化しております。その中で、

メンバーの半数近くが女性で構成された市民による柏市の防災計画をつくる会がこの５月25

日に発足いたしました。今回、千葉県の柏市が地域防災計画を修正するのは２年ぶりで、市

はこれまでも阪神大震災などの節目に随時、職員や消防、警察、自衛隊、鉄道などの関係機

関で構成される市の防災会議で計画を見直してこられたそうですが、東日本大震災の教訓か

ら災害時の対応は行政だけでは限界がある、市民の声や女性の視点を十分に反映させる計画

づくりが必要との認識に立たれて柏市の防災計画をつくる会の設置を決めました。この計画

見直しに市民がかかわるのは県内で初の試みのようです。 

 この柏市の防災計画をつくる会は、地域の自主防災組織や福祉団体、公募などから選ばれ

た市民21名で構成されております。そのうち９人は女性で、女性の社会参加を目指す団体の

代表者なども加わっております。年内に３点検討していく予定だそうです。その１点が災害

時の要援護者や女性の視点に立った防災対策、２つ目には市民、地域、組織、行政などの役

割との連携。３つ目には市民向けの地域防災計画の概要版などについて５回程度の会議を開

いて検討していくそうです。先日１回目の会議では、避難所の運営組織や意思決定過程には

女性を積極的に登用すべきである。また、防災会議の委員も女性の比率を高める。また、障

害者の特性に応じた対応が必要という具体的な意見が相次いで、こうした議論の結果、防災

会議への提言へまとめたり、行政マニュアルに随時反映していくということであります。 

 このきめ細やかな女性の視点は、そのまま生活者の視点であります。地域防災にきめ細や
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かな対策、提言ができると考えていますが、いかがでしょうか。住民参加の取り組みを今ご

紹介させていただきましたが、上牧町ではいかがでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 基本的には女性の参加は絶対必要と考えております。これから、今

おっしゃったような形でいろんな細かいマニュアル的な部分がいろいろ調整しなければなら

ないという時期が来ておりますので、女性の意見、以前からおっしゃっているように、女性

の視点を生かした防災対策ということで当然入っていただかなければならないということで

考えております。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） 見直しのときの参考として、またよろしくお願い申し上げます。 

 それでは次に、②番の避難所運営・整備について、よろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今回の防災計画の中で災害抑止のための計画という部分がございま

す。その中で避難体制整備計画というのがございまして、そこに避難所の整備、運営に女性

の視点や子育てのニーズを反映するようにということで、以前から議員の方からいろいろご

意見をいただいておりました。ということもありまして、避難所の整備の条件として、男女

双方の視点に配慮したプライバシーを確保する設備等の整備、また高齢者や障害者の対応を

明記しております。これはあくまでも先ほど言っておりますように基本的な整備計画でござ

いますので、今後実施に向けた中で以前からおっしゃっているように、女性の視点を生かし

た女性の積極的な参画を検討いたします。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） マニュアルの中の１つにもなるかと思いますが、一般的に大災害が起こ

りますと、女性や尐数派、社会的弱者と言いますが、高齢者であるとか小さい子どもさんな

んかは人権に対する配慮がどうしても置き去りにされるというか忘れがちになると思います。

17年前の阪神淡路大震災では、テント式、トイレはぐらついて怖い。また、子どもが周囲に

迷惑をかけることを気遣って避難所を利用しなかったお母さん等があったそうです。また、

性暴力被害を警察に訴えたら言わない方がよいと言われたり、また、知的障害を持つ児童も

周囲に迷惑をかけるということで、また本人が不安定になるということで避難所生活は困難

であったと、このように言われております。まだまだ多くの事例が報告されておりますが、

こうした経験を踏まえまして、災害とまた社会的性差の課題については、日本でも六、七年
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前から注目されるようになりました。 

 内閣府の第３次男女共同参画基本計画では、地域防災、環境、その他の分野における男女

共同参画の推進の柱が立てられました。緊急対策としては、避難した女性たちの身体的・精

神的負担を尐しでも和らげることが重要であります。避難所では、着替えや授乳など配慮を

した女性専用の部屋を準備したり、またトイレを男女別にするといった基本はもとより、運

営スタッフや被災者自治組織の中に必ず女性を入れる。また、女性の警察官や保健師による

巡回を行い、男性リーダーには相談しにくいニーズを吸い上げ、安心感を与える手だてが求

められると思います。こういった点をまた配慮して避難所のマニュアルづくりをつくってい

ただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今おっしゃったように、近年の大災害におきまして、さまざまな対

策や報告がございます。災害の復旧、復興が長期化した場合、今おっしゃったように、やは

り避難所の運営問題が浮上するということでございます。その理由の１つに、今おっしゃっ

たように、女性に関する家事、育児、介護等によりまして、体調の不良やいろいろなトラブ

ルが発生したということもございますので、避難所運営・整備にかかわる協議を行う場合は

女性または生活者の参加をお願いすると思っております。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） 女性の参画推進ということで、またよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、災害用備蓄について、よろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今回の防災計画の中に、物資確保体制整備計画の中で町の備蓄、そ

れと住民の備蓄、流通の備蓄ということで、物資の総合的な備蓄体制の確立を図っておりま

す。その中で、避難所における災害時、緊急に必要な物資として食料、飲料、生活必需品、

医療品等というように大別し、以前よりご意見をいただいております女性の視点による備蓄

ということで、生活必需品の中に日用品等がございまして、その中に紙おむつ、女性衛生用

品、哺乳瓶等を細かく明記しております。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） 防災計画、私は資料編なんですが、ホームページでずっと見させていた

だきましたが、あれをこれから整備していくということでよろしいんでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 



 －85－ 

〇総務部長（田中一夫） 今、備蓄の表は現況はまだすべて防災計画の中で備蓄する品目には

達しておりませんけども、防災計画の中に、今言いましたように、物資の保管の中の整備の

中で細かく分類しておりますので、それの拡充をこれから行うということでございます。今

の備蓄の状況ではすべて完備しているという状況ではございません。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） 行政として必要な備蓄量はどの程度とお考えですか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 実際、この防災計画でもすべて備蓄量等についての記載はしていな

いんですけども、先ほど言いましたように、マニュアルの中でそういうふうにどの程度が適

正なのかという部分は、これから検討をしなくてはならないと思っております。 

 それともう１点、今回、備蓄の部分で流通備蓄というふうに定義づけしております。これ

はいろんな店舗に対する備蓄ということでございますので、これが上牧町の場合、一番、考

えますと、狭い行政の中で店舗が数多くあるということで、保管の場所、それと保管の期間、

管理を考えますと一番効率的な部分かなというふうに感じております。といいますのは、今、

スーパーおくやまさんとも協定を結んでいるんですけども、災害が起こった場合、優先的に

供給していただくということがございますので、これは備蓄に対する大きな協力体制かなと

思っておりますので、これからまたいろんな店舗が建つわけなんですけども、その事業主と

また協定を結びながら流通の備蓄を強化できれば、災害が起こった場合、絶大な備蓄になる

と思っておりますので、その部分をまた進めていきたいと思っております。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） よろしくお願いいたします。 

 東日本大震災の折の災害備蓄品、いろいろあったそうですけれども、例えば高齢者の方は

乾パンがかたくてかめなかったとか、またミルク等もあったけれども哺乳瓶がなかったので

赤ちゃんにミルクを与えることができなかった等々、ある自治体で本当にあったそうです。

また、400人の避難所に毛布が200枚。これは自治体で本当にあったということでお伺いした

んですが、200枚届いたそうです。ほかの物も一緒に届いたかと思いますが、男性だけで２時

間議論したそうです。この毛布200枚、400人いているけれども、どういうふうに分けようか。

そういうところに女性の管理職の方が来て、400人の中でまず高齢者の方とか、また子どもさ

んに配ればいいという、一瞬で解決したそうです。このように現場でも女性の機転が必要か

と思いますので、避難所また備蓄に対しての女性の配慮等、その点もよろしくお願いしたい
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と思いますが、よろしくお願いします。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） はい、わかりました。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） それでは、次、防災行政無線についてよろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 防災行政無線からの放送が聞こえにくいという声は以前よりいろい

ろと聞いております。まず、防災行政無線は全町一斉の放送を基本としておりますので、あ

る程度、町全体では一定の放送範囲を網羅できているのかなと思うんですけども、しかし、

各自治会単位での放送になりますと、やはりどうしても聞こえにくいところが発生するとい

うように聞いております。以前より聞いておりますので、その対策といたしましては、簡単

に音量を上げれば聞こえやすくなるというのは基本でございますが、その付近また真下の方

については爆音という状況になります。また、子機の拡声器の個数をふやすという方法もあ

るんですけども、これはそのスピーカー同士が反響して、また残響が残ってより聞こえにく

いといういろいろな問題がございまして、以前よりその対策は進めているわけですけども、

抜本的、すべて解決するという状況ではございません。ただ、全体的な放送ではある程度の

範囲で網羅できるけども、地区ごとの放送については聞こえにくい。難聴地区があるという

のが現状でございます。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） 今、難聴地域があるということで、私は一番心配していたのが、やはり

危険箇所というんでしょうか、急傾斜地の崩壊危険箇所であるとか、また水害の危険のある

地域の方々のところの防災無線というか、そういう声がちゃんと届いているのかという、そ

ういう確認というか、その辺はいかがでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） その辺は全町的に業者に依頼しまして調査をしております。 

 一番問題になりますのは、先ほど言いましたように、各自治会で放送したときに、全町的

な拡声器の配置で行っておりますので確かに聞こえにくいということでございます。ただ、

防災行政無線は全町一斉の放送ということでございますので、その場合は絶対とは言いませ

んけども、そういう地区は尐ないということで今の状況の中で改良して運営しているという

状況でございます。 
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〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） 防災無線の設置数でありますけれども、これは十分というか、設置され

ているとお考えですか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今、設置数は46カ所、設置しております。先ほど言いましたように、

やはり設置数をふやすだけで、今言っております難聴地区が解消できるのかといいますと、

やはり反響と残響という部分がございまして、ほぼ言動が聞こえにくいという現象も起こる

ということでございますので、その辺は総合的な対策については、もう一度また業者と検討

して調査をまたしていただきます。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） それと、今後の防災無線のことでございますが、やっぱり放送が雤とか

風向きというんでしょうか、気象条件とか、今おうちが本当に気密性の高い家屋があり、家

の中ではどうしても聞こえにくいと。夏は冷房、冬は暖房という方で本当に閉め切っている

中での放送かと思いますが、高齢化等の聞こえにくいということもあろうかと思いますが、

防災ラジオというのが導入されている市町村がございますが、費用がかかるということも聞

いているところでありますけれども、毎年台数を決めて取り組んでいくという考えはござい

ませんか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今ご意見をいただいた防災ラジオの件なんですけども、費用的には

8,000円から１万円程度というふうに聞いております。この方法もいい方法なんですけども、

１つ、今後、防災行政無線の計画の中で、平成28年５月にアナログ放送じゃなしにデジタル

放送に切りかえるという計画がございます。それになりますと、今ご提案いただいたラジオ

の件なんですけども、これはアナログということで対応ができないという状況がございます。

担当の方、総務課長の方もその辺も検討して、いい方法だなという話もしていたんですけど

も、期限が限られるということで、ほかに対応がないのかということで今検討を進めている

ところです。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） この防災無線についてもう１点なんですが、新潟地震のときに、外国人

の被災者の方に対しまして情報としてフィリピンの人たちが多かったということで、まずタ

ガログ語で情報を発信されたそうです。上牧町でも、やはり外国の方がいらっしゃいます。



 －88－ 

ご家族の方がいらっしゃるときはいいかなとは思いますが、やはりいつどういうときに防災

無線、防災情報を聞かなければいけないと思うので、その辺の配慮というかその辺はどのよ

うにお考えですか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今、初めてその放送がされたということを聞いたんですけども、ど

ういう方法がいいのか、またどういう手段が、今ちょっとわからないですけど、１つは町の

ホームページもございますので、その辺の放送したことを、同じことを町のホームページの

方で記載するという方法もございます。ただ、放送だけではなかなか伝わらないという部分

もございますので、それも一度検討いたします。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） よろしくお願いいたします。 

 次に、防災訓練についてお伺いいたします。①からよろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） まず、１番目の各自主防災組織での防災訓練、避難訓練の状況把握

ということでございますが、西大和６自治会の連絡協議会で防災組織が立ち上げられておら

れます。以前より講習会とか初期消火訓練、避難訓練等々実施されております。そのような

状況についてはすべて把握しておりますし、いろんな形で情報の交換も行っているというこ

とでございます。近年設置されました自主防災組織の活動については、まだそういう詳細な

報告、また内容については聞いておりません。今後、そういう形の中で情報の収集を検討し

なくてはならないという状況でございます。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） 昨年の12月に自主防災組織が71％というふうにお伺いしたんですが、そ

れから変わりはございませんか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今現在、80％になっております。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） どこの地域がふえましたか。 

〇議長（東 充洋） 総務課長。 

〇総務課長（池内利昭） 今、部長が申しましたように、一応80.19、80.2％の組織率でござい

ます。 
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 団体につきましては、西大和６自治会、服部自治会、下牧自治会、緑ヶ丘防災会それから

米山自治会、葛城台自治会、松里園自治会、友が丘自治会、金富自治会、滝川台自治会、プ

レステアーバン自治会でございます。近々には南上牧自治会も形成されるということを聞い

ております。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） 80％までいかれたということですが、地域によって自主防災ができると

ころ、できないところがあるのかもわかりませんが、町としては目標としまして何％ぐらい

まで自主防災組織をと考えておられますか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） その率につきましては、当然100％でございます。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） よろしくお願いいたします。 

 東日本大震災以降、住民の皆様の防災意識は本当に各段に高まっていると、このように思

います。この１年、各地では防災の避難訓練等が積極的に行われております。最近の調査で、

震災後、地震対策を新たに行ったことがないという方が35.8％にも上った地域もあるそうで

す。防災に対する意識が高まっていても行動に結びついていないというのが実情かなと、こ

のように思っているところです。実際の災害時には、住民、自分、みずからが命を守る必要

があるということで、やはり各町内会、自主防災での、いざというときのため、日ごろから

の訓練が大事かと思いますので、防災訓練、避難訓練等の推進をまたしていただきたいと思

いますが、その点、よろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今おっしゃった件については基本的な部分でございますので、啓発

また担当の方からの指導もいたします。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） それでは最後になりますが、９月１日というのが防災の日ということで、

各市町村、やはり東日本大震災以降、市町村挙げて防災訓練であるとか、その前後でいろん

な防災啓発の活動をされておりますが、上牧町での防災の日前後、防災の日を何か取り組み

を考えていることがあれば教えていただけますか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 本来であれば、この時期に町全体での防災訓練ということが実施で
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きれば一番いいんですけども、できるだけ早期に町長の方から町全体の中での大きな中で防

災訓練をできるようにということで指示を受けております。 

 その中の考えなんですけども、まず全町的に自主防災組織を立ち上げる。その中で初期的

な防災訓練をしていただいて、その連携を図るのは町全体での防災訓練というふうに考えて

おりますので、先ほど言いましたように、早期に地域全体の中で防災組織の立ち上げを100％

にして、今後その中の連携の中で全町的な防災訓練ができるようにと思っております。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） わかりました。よろしくお願いいたします。 

 以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（東 充洋） 以上で、２番、長岡議員の一般質問を終わります。 

 50分まで暫時休憩といたします。 

 

    休憩 午前１０時４１分 

 

    再開 午前１０時５０分 

 

〇議長（東 充洋） それでは、再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇康 村 昌 史  

〇議長（東 充洋） 次に、７番、康村議員の発言を許します。 

 康村議員。 

          （７番 康村昌史 登壇） 

〇７番（康村昌史） ７番、康村昌史です。 

 議長の許可を得ましたので、一般質問を行います。 

 私の一般質問は２点からなっております。その前に文言の削除をお願いいたします。②の

「最近テレビや新聞で報道されている上牧町内の生活保護について」とあるんですが、この

「上牧町内の」という５文字を削除していただきたいと思います。申しわけございません。 

 それでは、一般質問に入らせていただきます。 
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 まず、行財政改革が主な内容ですが、まず１、上牧町の防災行政無線の問題点とその改善

策についてですが、さきの長岡議員が同じ質問をしていますので、簡潔に質問いたします。 

 先日、片岡台２丁目自治会の環境パトロールに参加いたしました。住民の方からマイク放

送が聞こえにくいとお叱りを受けました。10数年前に私が自治会長をしていたときも同じ苦

情を受け、役場にマイク放送のことをお願いしたことがありますが、改善がなされていない

ようです。 

 そこで、私からの提案です。屋外スピーカーと個別受信機を各戸に取りつけてはどうか。

その対応について町の見解をお願いしたいと思います。 

 ２番目の生活保護についてです。生活保護につきましては、６月９日、テレビで「ニッポ

ンの大疑問」という特集があり、国会議員の長妻氏と片山さつき氏の対談がありました。ご

らんになられた方もいらっしゃると思いますが、その中で、現在、約209万人の生活保護受給

者があり、保護費に約３兆7,000億もかかっているとのことです。また、年間不正受給者が約

２万5,000件、刑事告発が約60件、総額で約100億円だそうです。本当にびっくりいたしまし

た。最後のセーフティネットである、つまり国民が万が一のときに健康で文化的な最低限度

の生活を保障される生活保護制度が悪用されている。また、生活保護受給者の半数が高齢者

世帯だそうです。１億総中流と言われた、あの豊かな日本はどこにいったんでしょうか。や

はり、政治が悪いと思われます。 

 そこで、具体的に質問してまいります。 

 まず、生活保護の内容ですが、上牧町には社会福祉の事務所がございません。上牧町のか

かわり方を教えていただきたいと思います。 

 次に２番目、上牧町内の生活保護受給者の年齢別、男女別の人数、世帯数、それぞれの方

の受給期間など、わかる範囲内で教えていただきたいと思います。 

 ３番目、今後の上牧町内の生活保護受給者の見通しについて教えていただきたいと思いま

す。 

 ４番目、上牧町の生活保護受給者に対する上牧町の施策があれば教えていただきたいと思

います。もしありましたら具体的に、例えば平成23年度における、その施策にかかった費用、

人数等を教えていただければよろしいかと思います。 

 再質問は質問者席で行わせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） それでは、私の先ほどの提案なんですが、やはり防災行政無線だけでは
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今後の尐子高齢化の中で、もう屋外無線だけでは足らないんじゃないかと。そこで戸別の受

信機を取りつけてはいかがと思うんですが、その辺はどうですか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今、ご提案の戸別の受信機の件なんですけども、担当の方もその辺

を調査しております。今現在ではアナログ放送ですので、受信機は大体３万7,000円から8,000

円程度というように聞いております。先ほど言いましたように、28年５月にデジタル化とい

うことで、その段階で使えなくなるという問題がございまして、そしたらどのような対応が

あるのかということで、また調査しております。今の段階でデジタルを受信できる戸別受信

機は約５万円ということですので、なかなかすべて設置するという金額ではないという状況

でございまして、余りにもボリュームが大きいということでございますので、そしたらどう

いう対応ができるのかなということでいろいろ検討はしているんですけども、放送した内容

を先ほど説明いたしましたように、ホームページの中に同じものを記載するという方法もご

ざいますので、その辺も検討しなくてはならないかなと思っております。それともう１点、

同じような防災行政無線で聞こえにくい難聴地区がある問題を抱えている市町村があるかな

ということでいろいろ調べました。やはり相当数の問題がございまして、全国的にはたくさ

んのそういう問題を抱えてるということでございますので、その中の一番の対策としては、

まずホームページの中で同じものを記載するという方法があると。実施されている自治体も

ございますので、まずその辺の対応を考えていきたいと今のところは思っております。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） よくわかりました。 

 先ほどの戸別受信機なんですけれども、それだけじゃなくてアンテナも取りつけなあかん

ので、かなりの費用がかかると。しかし、先ほどの長岡議員の意見にもありましたように、

窓とかを閉め切っている、地震速報とかも聞こえないお年寄りがふえている。そんな中で、

やはりこの戸別受信機を何とか取りつけてもらえないかなと。 

 この間、西大和６自治会の自主防犯・防災懇談会で講師の方が、防犯の講師なんですが、

おっしゃってはった。防犯についてもただじゃないと。やはりある程度のお金は突っ込まな

いとというような意見でした。昔、日本の水道水というのは本当においしかったですよ。と

ころが今や、その水道水すらだめで、おいしい水を飲みたければお金を出して買わなければ

ならないというような、そんな時代になってきている。だから僕は、安全もある程度は買わ

なければ、自己負担も必要じゃないかなと思っておるんです。確かにちょっと高過ぎるので、
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やはりこれは町か国の補助がないことには無理かなと思いながら、北上牧の墓地があります

やんか。あれは使用料が８万5,000円ですか、全部で。返せばお金が返ってくる。だから住民

の中で戸別の受信機を欲しいという方は一旦お金を出してもらって、引っ越しとかされると

きにはそれを返してもらう。そのときにお金を返しますとか、そういった施策は難しいです

か。どうですか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） いろんなご意見をいただいてるわけなんですけども、一番課題にな

りますのが、やはり費用ということでございます。単純に上牧町8,000、9,000世帯、仮に５

万使ったときにやっぱり四、亓千万。やはり今おっしゃるように便利、快適で安全、安心に

は費用がかかるということがございますので、どの程度の費用であれば導入可能なのか、で

きないのかという問題がございますので、一番問題になりますのは、まずこの防災行政無線

のもともとの導入されたものは、東海大地震に備えて放送網を整備するということで始めら

れたと聞いております。その当時はまだ、先ほども長岡議員の方からもありましたように、

やはり住宅の環境が違う。やはり今では防音、それと冷暖房の効率を上げるために断熱材等

がございますので、どうしても聞こえにくいという状況になっておりますので、まず防災無

線をできるだけ聞くには、やはり窓をあけるとか障子をあけるとか聞こえにくい場合は対応

していただければ、なかなか難しいところなんですけども、費用をかけずにできるという部

分がございます。今、私が先ほど言いましたように、費用をかければどんなこともできるん

ですけども、余りにもボリュームが大きいということでございますので、まずホームページ

の掲載を検討して、その辺で対応はどうなのかなということで、また今後検討したいと思い

ます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） 先ほど部長がおっしゃったように、窓をあけるとかというふうにおっし

ゃったんですが、これは私が住民から言われたんですけど、マイク放送が鳴ってると、窓を

あけに行った時点ではもう終わっているというようなそういうこともありますので、その点

は注意していただきたいと思います。 

 それと、先ほど平成28年度にはデジタル化しなければならないと。それにかかる費用は幾

らかかるんですか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今の予想では約３億円です。 
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〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） 平成28年ですので、その３億円、当然中長期の財政収支見通しには当然

入っているのですか。入っているとは思うんですけど、その辺はいかがですか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 入っております。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） ３億円ですよ。これにあともう何ぼか足せば防災行政無線と戸別の受信

機も併用で使えるんじゃないかなと思うんですけど、僕は専門家じゃないのでわからないん

ですけれども、提案として申し入れておきます。この話についてはこれで終わります。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） それでは、１番の生活保護の内容についてなんですが、お話ししてくだ

さい。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） まず生活保護の内容ということですが、生活保護制度は日本国

憲法第25条の規定に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応

じ必要な保護を行い、その最低限の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目

的とするものでございます。生活保護に該当いたしますのは、病気や障害、高齢などの理由

により働くことができず、預金もなく生活の維持が困難となったときに生活費や医療費など

を援助して、一日も早く自立した生活を送れることを目的とした制度でございます。保護の

内容につきましては、生活扶助、衣食等ですね。それから住宅扶助、家賃等。それから医療

扶助、医療費ですね。この３つの生活をするのに必要不可欠な費用を基本として扶助をする

ものでございます。そのほかに教育扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の５つ

の扶助がそれぞれ該当される場合、必要性に応じて扶助がなされます。なお、対応は奈良県

中和福祉事務所が対応、決定、認定を行います。 

 以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） それでは、上牧町は一体どのような、これにかかわっているわけですか。

教えてください。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 生活保護の相談は、まず町の窓口に来られます。町がその状況



 －95－ 

を聞かせていただいて、その状況を受けて中和事務所の方に連絡いたします。中和福祉事務

所がケースワーカーといいますか、担当者が本人から事情を聞いて、あるいは調査に行って

決定するといった流れでございます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） ということは、上牧町はただ事務手続などを代行するだけで、あとは一

切かかわらないというふうに解釈してよろしいんですか。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 福祉事務所の地区担当とともに、当然窓口に来られますので、

町としても助言をしております。地区担当とともに指導等を行ってもおります。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） わかりました。国費が４分の３、生活保護費の４分の３が国費で、４分

の１がうちの場合は奈良県が負担しているという、本当にこの生活保護、最後のセーフティ

ネット、これをもうちょっと実のあるものというんですか、今の時代に合ったように直して

いかなければならないと思うんですけれども、毎年受給者がふえている中で、上牧町、具体

的な生活保護受給者の年齢別とかあるいは男女別等、受給期間が一体どれぐらいになっては

るのか、その辺もしわかる範囲で教えていただきたいと思います。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 細かいことまでは把握いたしておりませんが、上牧町の生活保

護受給者人数でございますが、平成24年４月１日現在の受給者世帯は208世帯、受給者は289

人でございます。今おっしゃった年齢別、男女別といった細かいことは把握いたしておりま

せん。なお、支給総額は４月分の月額総額として約1,700万の支出でございます。 

 以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） それでは、それぞれの方の受給期間は把握されているんでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 台帳等につきましては、福祉事務所が保管しておりますので、

町では保管をしておりませんので、そういうデータは持っておりません。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） わかりました。 

 それでは、３番目の上牧町内の生活保護受給者の今後の見通しについてどのように考えて
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おられますか。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 今後の見通しについてでございますけども、過去５年間の実績

を見ますと、毎年増加いたしております。平成19年は125世帯であったのが現在は208世帯と。

５年間で約60％の伸びとなっております。今後の見通しといたしまして、ひとり親家族の増

加及び非正規雇用の蔓延によります低賃金労働者や失業者の増大から考えますと、今後も保

護世帯数は増加するものと予測いたしております。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） わかりました。 

 それでは４番目の、上牧町内の生活保護受給者に対する上牧町の施策があればすべて教え

ていただきたいと思います。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 生活保護者に対する給付は国、県でございますので、金銭給付

は一切行っておりません。町の施策といたしましては、生活保護世帯を対象とした健康診査

を無料実施いたしております。そのほかに、広報でもお知らせいたしておりますが、各種が

ん検診等についても無料で行っております。そのほか生活指導等、福祉事務所の地区担当員

とともに家庭訪問や助言、指導等を行っております。 

 以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） ここでお尋ねしたいんですけれども、健康診断はもうちょっと具体的に

詳しく教えていただけないですか、健康診断については。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 健康診断につきましては、国民健康保険、国保の担当が行って

おります特定健診と同じ形でございます。平成20年度から40歳に達した保護者の方々に特定

健診と同様の検査項目で実施しているということでございます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） それでは、この健康診断に対して町が平成23年度に支払ったお金、ある

いはその人数を教えていただけますか。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 23年度は１名の方だけが受けておられます。健康診断にかかる
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費用は１名8,505円でございます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） それ以外にはないわけですか。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） あと、平成23年度実績で大腸がん検診が１名、乳がん検診が１

名、それと予防接種なんですけども、さっき漏れたんですけども、インフルエンザの予防接

種ですね。これが81名の方が受けておられます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） それらの費用はトータルで幾らになるわけですか。要はあれでしょう、

町単費ということになるんですね。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 健康診査につきましては、県の補助が３分の２ついております。

大腸がん検診につきましても１名ですので4,375円、乳がん検診も１名、4,500円。インフル

エンザは81名と多いんですが、１人5,000円ですので40万5,000円の費用を町で出しておると

いうことでございます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） 先ほど言いましたテレビの特集なんですけれども、「ニッポンの大疑問」

の中でおっしゃっていたんですが、日本人のサラリーマンの平均給与が今もう350万まで下が

っていると。リーマンショックまでは約400万だったのが気がついたら350万まで下がってい

るという、本当に。そんな中で国民は倹約をして、みんな必死になって頑張ってはります。

頑張っている、僕たちも含めてなんですけれども、健康診断をやはり受けます。しかし、こ

れは医療費控除の対象外でしょう。つまり医療行為ではないので、健康診断にかかる費用は

自分らの毎月の可処分所得の中から払わざるを得ないわけですわ。みんな自分の生活費の中

から払って、できるだけ医者にもかからんようにというふうな思いで健康診断を受けている

んです。この生活保護の法律なんですけれども、第２章の保護の原則、そこの８条、基準及

び程度の原則です。ちょっと読みます。「第８条、保護は、厚生労働大臣の定める基準により

測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできな

い不足分を補う程度において行うものとする。」と。第２項で、「前項の基準は、要保護者の

年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最

低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければ
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ならない。」となっております。 

 つまり、この生活保護というのは、国民の最低限度の生活を考慮して国がもう決めている

わけですね。資料を見ますと、各地によって生活保護費が決められていますね。だから、そ

れを超えてはいけないというふうに条文ではなっております。僕が先ほど言いました健康診

断、これは当然、自分の生活費の中から僕は払うべきだと思うんですよ。その辺については

いかがですか。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） まず、生活保護の方には保険証の発行がなされておりません。

したがいまして、国保での特定健診や社会保険のように会社等で健診を受けることができま

せん。そのため健康診断を受けるといった機会がございませんので、平成20年度より行って

いるということでございます。 

 それと、おっしゃるとおり、国が支給しております保護費以外の支給は所得と見なされま

すので、支給することには問題があるように思われます。しかし、この自己負担金につきま

しては、給付ではなく免除ということでございますので、支払う義務を免除するものでござ

いますので、現金等を給付するものではございません。例えば、町が減免分を現金支給した

場合、所得と見なされますので生活保費からその金額を差し引くといった形の支給となるん

ですけども、この部分は支給ではなく減免措置を行っておりますので、最低生活費を超えて

支給をしていないという解釈でございます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） 言葉の言い回しはどうでもいいんです、僕は。おかしくないですか。減

免、結果的に一緒じゃないですか。僕たち健康な者が健康診断を受けた費用は全然認めても

くれないのに、自分の生活費から払わなければならない。やっぱりこれはどう考えてもおか

しいですよ。町が減免とかすること自体が僕はおかしいんじゃないかなと思います。そうで

なくても上牧町の開発公社、きのうも説明がありましたけど、43億でしたか。25年かかって

返済していくという大変な住民に負担をかけている中で、できるだけ上牧町の税金は公平性

をやはり確保していただきたいんですけれども、その辺はいかがですか。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 例えば同じケースで、生活保護者のＮＨＫの受信料は減免がご

ざいます。この減免はＮＨＫが独自で実施されている取り組みでございます。この減免制度

と上牧町の各種健診の自己負担の減免制度は同じ考えの取り組みだと考えております。法的
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には問題はないものと解釈をしておりますのでご理解願いたいと思います。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） それでは、僕としてはこれの給付、減免に対しては余り好ましくないと

いうふうに意見を申して添えて、私の一般質問は終わります。ありがとうございました。 

〇議長（東 充洋） ７番、康村議員の一般質問を終わります。 

 それでは、暫時休憩といたしまして、午後１時から再開いたします。 

 

    休憩 午前１１時１８分 

 

    再開 午後 １時００分 

 

〇議長（東 充洋） それでは、再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇木 内 利 雄 

〇議長（東 充洋） ６番、木内議員の発言を許します。 

 木内議員。 

          （６番 木内利雄 登壇） 

〇６番（木内利雄） ６番、木内利雄でございます。通告書に従い、順次質問をさせていただ

きます。質問事項は以下のとおりでございます。 

 １点目が学校のあり方について。２点目は上牧町に対する損害賠償請求事件について及び

口ききの現状についてお尋ねします。３点目は、まちづくりについて。質問事項は以上でご

ざいます。 

 それでは、早速でございますが内容に入らせていただきます。 

 まずは１点目の質問である学校のあり方についてお伺いいたします。この質問の主たるも

のは、小学校の児童数及び中学校の生徒数に関してお伺いするのであります。本年第１回定

例会の予算特別委員会に町当局から提出された資料である各学校別児童数・生徒数の推移表

を見せていただきますと、上牧小学校そして上牧第二小学校、また上牧第三小学校、この３

校の合計児童数は平成24年度が1,337人、そして５年後の平成29年度は982人。よって、平成
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29年度は、平成24年度より355人減ということになります。355人が減るということになる。

この355人という数字は、平成24年度の上牧第三小学校の児童数227人を大きく上回るもので

あり、1.56倍にも達します。 

 そこで、浅五正溢教育長にお尋ねいたします。小中学校の適正規模、つまり１校のクラス

数及び児童・生徒数に関してはどのような認識を持っておられるのか、まず答弁を求めます。 

 次に、上牧町への損害賠償請求事件に関してお伺いいたします。 

 その１点目は、本請求事件のその後の進捗状況について報告、答弁を求めるものでありま

す。 

 次は、本年５月７日月曜日に開かれた議員懇談会での康村昌史議員の発言内容についてで

あります。本請求事件に関して、康村議員は当時の杉田町長に対して次のような内容、趣旨

で懇願というか申し入れをしたというものであります。その発言内容は、事業費に上乗せを

し支払ってはどうかというものであります。つまり、本請求事件に関して原告の主張してい

る金額を上牧町の道路工事や下水工事などの工事費に一定額を水増しして原告に支払っては

というものであり、詐欺、搾取を働きかけたということを言わざるを得ません。このような

ことで犯罪が成立すれば、教唆犯ということになります。よって、康村議員の水増し発言は

言語道断というほかにありません。そこで、康村議員を含め他の議員、または他の一般住民

たちから同請求事件に関し、同様なことはあったのか否か、まずは今中町長の答弁を求める

ところでございます。 

 次に、個人や企業などへの利益誘導のための口ききに関してお尋ねいたします。議員活動

の１つに、議員が住民などからの要望を受けて行政に対し要望、提言、働きかけを行うこと

があります。これらの議員活動は一面、口ききと言われる不正、違法な問題となる場合もあ

ります。そこで、口きき記録制度について本町はどのような取り組みをされているのか、ま

ず答弁を求めるものであります。 

 次に、まちづくりについて２点お尋ねいたします。 

 その１点目ですが、2000年会館号、巡回バスの増便、ルートの拡充についてお伺いいたし

ます。この件につきましては、３月の予算特別委員会でも触れさせていただきました。その

ときの塚住民福祉部長の答弁は以下のとおりでございます。大型店舗進出に伴い、奈良交通

のバス路線も変更されるものと考えております。また、新たな道路も完成いたしますので、

その路線に合わせたルートを考えていかなければならない。その時点で、バスの台数、１日

の本数、ルート、時刻表等全体的な見直しが必要と考えております。また、この課題は、タ
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ウンミーティングにおきましても、要望は大きな存在でございます。24年度中に検討を行っ

て調整をしてまいりたいと考えております。以上が塚住民福祉部長の答弁内容でありました。 

 そこで、予算特別委員会の折には、今中町長の見解、答弁をお聞きいたしておりませんの

で、まず町長の答弁を求めるものであります。 

 次に、庁舎前に設置されているモニュメントについてお尋ねいたします。 

 まずは１点目は設置年月日。２点目が総事業費及びその内訳に関し答弁を求め、詳細に関

しては再質問の折にさせていただきたいと存じます。 

 再質問は質問席で行わせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 教育長。 

〇教育長（浅井正溢） 木内議員の質問にお答えいたします。 

 学校の適正規模ということにつきまして、適正規模というのは、やはり児童、生徒の多様

な人間関係を通して集団のルールを学び社会性を養うとともに、みずからの個性や能力を伸

ばすことが期待される規模であるということを大前提といたしまして、小中共通して言える

ことは、クラスがえのときの児童・生徒間の人間関係の固定化を防ぐという意味においても

単学級では具合が悪く、運動会や学芸会等でも児童の活力の推進と、ある程度の学校の活性

化が図れる規模。それから、中学校では主要５教科について、各学年それぞれの担任教員を

配置できるとともに、部活動やクラブ活動等の種目数を一定維持できる規模。これらに伴っ

て、教員配置に関しても各学年複数の配置ができ、教師同士がともに力を出し合い相談し合

って学校運営を推進していける規模というふうなことで、それが適正な規模であろうと。そ

れに基づきまして、学校の基準規模はそういう考え方のもとに、小中ともに12学級以上18学

級以下と学校教育法施行規則ではされております。当然、地域の実態、その他特別の事情が

あるときはこの限りではないとされております。現在、この12学級以上18学級以下という標

準規模はおおむね妥当な標準と考えられておるところであります。現在、上牧町内では第三

小学校が10学級、第二中学校が９学級で標準規模を満たしていないという実態でございます。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） 今、教育長からご答弁をいただきました。学校教育法施行規則第41条等々

を踏まえて答弁をいただいたかなと思うんですが、まさに私は余りにも尐ない児童数、生徒

数であれば、これは小・中学校時代における人間関係、人間形成上、教育長はうまいこと何

か難しい言葉でおっしゃいましたけど、全く一定規模がなければ、そういった人間形成に支

障を来すということだと思います。 
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 そこで、そういう教育長のお考え方、認識があるとすれば、次の質問に移らせていただく

わけですが、壇上でも申し上げました、29年度には今年度、平成24年度と比べて小学校の生

徒数が355人減るんですね。これは、これも壇上で申し上げましたが、第三小学校よりも百何

人多いんですよね、この数は。そこで、余りにも上牧小学校それと第二小学校、第三小学校、

先に小学校のことを片づけますけど、余りにも人数に格差があり過ぎる。これは教育的環境

の格差を生じていると言わざるを得ないと思います。ここら辺は教育部長、どのようにお考

えになっているんでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 確かに今木内議員がおっしゃったとおり、上牧小学校の児童数は24

年度で653人、上牧第三小学校で227人と2.9倍になっております。しかし、人数の格差につい

てはさほど問題はないというように教育委員会では考えております。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） いやいや、先ほど教育長は冒頭の答弁で一定の人数、クラスがえ等もい

わゆる２クラス以上ということを念頭において発言なさったと思うんですが、今の部長の答

弁とは落差がありますよ。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 確かに一定規模以下であるということについては問題があると思い

ます。ただし、大きい学校が上牧町にあって、小さい学校もあると。学校間の人数格差につ

いては問題ないというように考えております。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） それじゃ、原点に戻って、先ほど教育長はクラスがえということも重要

な問題だというふうに発言なさったと私は理解したんですが、１クラスですとクラスがえは

どないなるんですか。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 現在、第三小学校で、実数ですけれども、３年生と４年生が１学級

になっております。１年生、２年生、５年、６年は２クラスあるんですけれども、したがい

まして３年生、４年生は事実上はクラスがえはできない状態になっています。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） そやから、教育長のおっしゃっているクラスがえ等々のいわゆる学校と

してのあり方、適切な規模等には当たらない。そやから、私は学校間の人数の生徒数、児童
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数の格差を解消するように考えられたらいかがかなということを申し上げとる。そこで、そ

れは申し上げておきますよ。この人数、先ほどから壇上とかここで私が生徒数、児童数の話

を申し上げている数字は、資料のカッコ内、特別支援学級児童・生徒数は含んでおりません

ので、当然、理事者側は承知していただいていると思います。これは推測しがたい部分があ

るので、この数字は抜いていますので、そういうつもりでお聞きいただきたいと思います。

それで、この355人も減る。後で部長がおっしゃるかもわからんけど、今度アピタの横に144

戸の宅地造成が計画されている。また子ども数がふえるんだけど、大してふえません。あの

友が丘のところの前町長の前の住宅地なんか半分も売れていないんじゃないですか、あれ。

それと同時に、すべてが小学校、中学生の子どもを持って転居してくるわけじゃなし、そん

な思ったようには生徒数が私は伸びないと思います。よって、将来的に統廃合ということは

どのようにお考えでしょうか。小学校の件ですよ、今。 

〇議長（東 充洋） 教育長。 

〇教育長（浅井正溢） 私が思っておりますのは、それぞれの学校にはそれぞれの歴史、伝統

があり、そこの卒業生もおられ、そこで勤めさせてもらった教職員等もおるわけでして、そ

れぞれ誇りと愛着を持っていると思うんですよ。そういう中で統合というふうなことはです

ね、考えることより統合されるということ自体は、される学校の卒業生や保護者等にとって

は忍びないものであると思いますので、先ほど来、児童・生徒数の変動というようなことも

ありますけれども、現状、29年度になりましても、二小・三小や上牧二中の児童・生徒数は

大体現状維持と同じ状態ですよね。だから、そういう意味で統廃合というようなものはした

くないなと思っております。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） 教育長の熱い思いはわかりました。この29年度の資料で見る、平成29年

度は、上小が408人の14クラス、三小が223人の９クラス。比べると1.8倍なんですよね。半分

しかいてないということですよ、上小と三小を比べると。これは校区がえをして人数の平準

化を図ったらいかがですか。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 今度、新しく今アピタが開発されまして、あの付近は新町会と三軒

屋会が入り組んだ状態になっておりますので、その辺の校区の見直しはしたいというふうに

思っておりますけれども、キャパシティーといいますか学校の規模ですね。第三小学校は１

学年２クラスしか収容できないという規模で建設されたものでございます。上牧小学校は１
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学年に４クラス、５クラスでも収容できる規模でございます。これを平準化するというのは

２クラス満杯で計画しますと、１学年３クラスになってしまうとプレハブでも建築しなけれ

ばならないという事態になってしまいますので、平準化するのは難しいというふうに考えて

おります。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） 小学校の件はとりあえず、そこまでで置いておきますね。 

 時間の都合で次、中学校の方に入らせていただきますけど、中学校も上中と第二中学校を

平成29年度で比べると、上中が425人の15クラス、二中が246人の８クラス。これも1.73倍な

んです。これも線引きというか校区の見直し等々をやらなければ、余りにも人数的にバラン

スが悪い。町民体育祭で学校対抗なんかやったら不利です。そういう意味も含めて、これの

校区の見直しというのも提言したいと思いますが、いかがお考えでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 今、木内議員がおっしゃいました子どもたちのため、子どもの教育

環境をよりよいものにするためには標準規模にするのがいいんじゃないかということでござ

いますけれども、当然教育委員会としても検討していかなければならないと考えております。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） このことは私は随分以前にも人数の件を、児童数、生徒数を見て提言を

申し上げたところでございます。何も今までがこの校区やから、この校区を１回も変えたら

あかんとか、そんなことは何も考えない。フレキシブルにやれば、児童、生徒のためであれ

ば、どういうふうにでもやれば、私はよろしいかなと思うので、そういった問題提起をさせ

ていただいたところでございますので、教育長をはじめ皆さんこのことにも汗を流されるよ

う強く申し入れておきたいと思います。 

 それじゃ、次、訴訟事件。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） お尋ねの損害賠償請求事件について経緯を説明させていただきます。 

 原告より４月12日に大阪高裁に控訴されました。それによりまして、６月13日に第１回口

頭弁論記述が開催されております。その中で、裁判官より控訴に対する審議は当日をもって

終了するという報告がございました。それによりまして、８月24日に判決が出されるという

予定でございます。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 
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〇６番（木内利雄） 審議をしないということなんですね。何か新しい貴重な証拠等々の書面

とか物証とか出てきたんでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 控訴理由の中に以前からの請求の内容がございます。それはほとん

ど変わらないということでございます。その中に、名古屋地裁で平成23年度に解離性同一性

障害というふうな事象があったようです。その判決を理由書の中に一部書かれているという

内容でございますので、大まかには一審とほぼ同じような状況で、今言いましたように審議

が終わりましたので、新しい証人等はございませんでした。 

〇６番（木内利雄） そしたら、次お願いします。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） この裁判の訴訟の前段の話として、細かい話は私もわかりにくいんです

が、工事費に云々というお話がございましたが、我々としては、そういう話については一切

聞き及んでおりません。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） ５月７日の議員懇談会の折は全議員が出席しておった。なおかつ、総務

部長それと総務課長も出席しておって、そういったメンバーが参列している中でそういう話

があった。また康村議員自身が認めた。 

 それで、本年度５月10日、皆さんもご存じだと思いますけど、奈良市の工事費水増し請求

事件で逮捕されている。要は水増しということは、壇上でも申し上げたように、詐欺、詐取

なんです。それをいわゆるそそのかす。私、上では教唆と言いましたが、教唆。いわゆるそ

そのかしたということがあれば同罪なんですよね。これは奈良の詐欺容疑で逮捕という、工

事を水増し請求してという新聞記事でございますが、皆さんもご承知やと。これと同じよう

なことを康村議員が前町長の杉田さんにということであります。ですから、そういったこと

を厚顔無恥というか、全くもって今、多くの方が議会改革何とか委員会ですか、やっておる

んですが、根本的にこんな水増しをして、いわゆる原告、その当時は原告じゃないですけど、

払ってやれというのは、全くもって議員の資質を疑うものであります。要は、現町長の今中

町長にはそういう話はなかった。ほかの部長にはそういう話はなかったんでしょうか。あれ

ば挙手して発言いただきたいと。挙手がないようですから、部長たちにはなかったというこ

とで聞いておきたいと思います。 

 このことについては、やっぱり私は問題やと思いますよ、こんなこと。議員が工事費の水
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増しをして、その金を払うたれやと、みたいなこと。これは本当に厚顔無恥としか言いよう

がない。先ほど質問されていましたけど、これは羊頭狗肉。羊頭を提げて狗肉を売るという

やつですけど、全くもって言っていることとやっていることは裏腹であるということを強く

申し上げておきたいし、もしこういうことがあれば、断じて今後許されるものでないし、理

事者側にもきちんとした対応を求めておきたいと思います。 

 それでは次、口ききの現状についてお尋ねします。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 口ききの現状についてなんですけども、今現在、何の規定等もござ

いませんので、記録その他実態の把握はしていない状況でございます。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） 例えばの話ですよ。要は介護度、介護認定を受けた人がおって、例えば

Ａさんとしておきましょうか。Ａさんが介護度２やと。ほんだら、議員もしくは一般の住民

かわかりませんが、介護３にしたってくれとか、４にしたってくれとか、こういったことも

利益誘導なんですよね。これは例えばの話で今申し上げていますけど。よって、この口きき

に対する記録制度というものの整備が必要かと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） 今、木内議員の方から、ある１つの例を出してお話ししていただきまし

た。この口ききという言葉の意味そのものがなかなか難しいところがあるのかなというふう

に私は考えております。当然、議会の議員の皆さん方は住民の方々からいろんなご相談なり

要望なりをお受けになると。それを町当局に対して、実は住民からこういう相談がある、こ

ういう要望があるんだけどどうだと、こういうような話というのは、これは俗に言う議員さ

んの活動としては、当然これはおやりになるべきことだろうというふうに思います。その中

に、どういう内容であるのかと。そういう活動そのものがすべて口ききになるということで

はございませんので、それを精査していく必要があると。何をもって利益誘導の口ききなの

かということの選別、これはなかなか難しい部分があるのかなというふうにも私自身として

は考えております。以前に、こういうお話が一般質問の中でもあったように記憶いたしてお

ります。いまだに整備をしていないというのも事実でございますが、奈良市あたりでもかな

り大きな問題にもなっておりますし、今、木内議員の方からその問題についても上牧町でも

質問をしていただいておるわけでございますので、その部分をどう整理するか、どういう部

分を記録としてとどめるのかと。こういう部分についての一定の線引き、こういうものをこ
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れから考えていく必要があるのかなというふうに今お話を聞かせていただいて感じていると

ころでございます。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） 確かに、線引きというのは難しいなと思います。しかしネットで見ると、

やっているところも結構あるんですよね。よって理事者側におかれましても、また議会側に

おいても研究等が必要かなと思いますので、今後また、ともどもに研究し、しっかりした議

会改革に取り組みたいと思いますので、ご協力賜りますようお願いしておきたいと思います。 

 それじゃ、次、お願いします。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） 先ほど質問していただきました町内の2000年会館号について前の質問で

担当部長の方から検討するというような答えがあったんだけども、町長からはそれに対する

答えをいただいていないというような内容であったかと思います。 

 来年、ユニーの開発が先般質問に答えて担当部長の方からもお答えをさせていただいてお

ります。おおむね25年秋というような予定でございますが、私としては若干おくれるのでは

ないかと。恐らく年末ぐらいにずれ込むのではないかなというふうには感じております。た

だ、25年にオープンするのは間違いございませんので、担当部署に、俗に買い物難民と言わ

れる人たちのやっぱり足を確保するということから、オープンまでにしっかりとした考え方

でやる必要があると。今年度中にルート、時間、そういうものをしっかりと研究して25年度

予算に反映できるように、早々に答えを出すようにというふうに担当部長の方には指示をい

たしております。ただ、マイクロバス的なものがいいのか、それとも今運行しております10

人程度乗り、これをもう１台ふやして、例えば町を半分に割って、それぞれで時間帯を決め

ながらユニー前、それから2000年会館前をそれぞれ回れるようなルート、これが一番いいの

ではないかなと考えておりますので、そういうルート、それとあと使用料等をどうするのか

というような話もまた出てくるかもわかりませんので、そういうことも含めながらしっかり

とした計画を立てて25年度予算に反映させて、オープンまでにしっかりとした運行をすると。

こういう考え方で進めていきます。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） 町長は３月議会の議事録なんですが、町長の閉会のあいさつのところで、

高齢者に対するいろんな思いをあいさつの中で述べられております。閉会のあいさつのとき

にね。 
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 私は松里園ですが、近所を見ていましても高齢者も多いですし、おひとり暮らしの高齢者

も多い。何人かというか、何かのときにお話が出るのは、もう買い物でけへんから、どっか

の近くの便利なところ、マンションに引っ越そうかとか、そういう話まで。いやいやもうち

ょっと待てと。今中町長が何か考えてくれるやろうからという話もしていますから。買い物

ができれば、ほとんどそういった高齢者は問題がないんです。私のところとかご近所のとこ

ろはお医者さんに行くときは、予約もしてはりますから、何月何日何時ごろ乗せていってく

れませんかと言いにきはるから、わかりましたと言うて乗せていくんですが、そういったこ

とで我々ももうちょっとしたら高齢者という域に入るわけですから、高齢者に優しい、かゆ

いところに手が届くような施策を求めておきたいと思いますので、しっかりとお取り組みを

されるよう求めておきます。 

 それでは、次お願いします。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） モニュメントについてお答えいたします。設置時期は1991年でござ

います。それと、モニュメント計画策定委託料が468万6,000円です。それとモニュメント工

事費が3,991万2,000円でございます。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） 総額約4,500万ぐらいでよろしいですか。これはバブルの景気がよかった

ときに竹下総理が１億円をばらまいた、そのときの産物ですよね。はいとか、うんとか答弁

してよ。 

〇総務部長（田中一夫） そのとおりです。 

〇６番（木内利雄） 今から考えたら夢のような話ですよね。あの当時は全国で約3,800ほどの

市町村があったわけですけども、それに全部１億円ずつ配ったと。その産物が当町ではあの

モニュメントとして残っている。あるところでは、淡路島の方か、あっち側では金のあれを

したり、私が言うとったんですが、あの当時の上牧町で１億円というたら大したことという

か、余りありがたいと思えへんので、近隣の市町村、じゃんけんして勝ったところが全部も

らおうやという話も冗談でしたことがあるんですけど、今から考えたら、ほんま夢のような

時代の話やったなと思います。 

 そこで本題なんですが、私の家の、あれはタイムカプセルになっているんですよね。これ

は引きかえ書なんです。私はうちの家の金庫の下に入れてあったのでコピーしてきました。

ほんまもんはカラーですけど。私のナンバーは受け付けナンバー19、ゼロが３つの８。これ
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が50年前からのメッセージということで、こういうやつです。皆さんお持ちかどうかわかり

ません。職員でここにおられる方でこれを持っている人は。持ってないの、誰も持ってない

の。町長室に入り口にこんな丸いの飾ってありますよね。認識ありますよね。はいはい。こ

こにおる職員は全部この引きかえ券を持っていない。もらえへんかったん。もらえへんかっ

たということ。ああそうか。これ、1991年から50年後ですと2041年なんです。尐なくとも私

はいてないと思います。それで提案なんですが、これだけ約四、亓千万もかけてつくったや

つを50年間ほったらかしとく手はないやろう。幸いに現在21年目なんです。あと４年すると

25年なんです。そやから、25年で一遍あける。希望者にはこれを持ってきてもうて引き取っ

てもらう。希望せえへん人はそのまま置いとってもうたり。なおかつ、そのときに新しい住

民の方で希望される方があればもう一遍入れる。これは道頓堀のグリコじゃないですけど、

これは１回しかせえへんかったら１回のおいしさしかないけども、グリコみたいに２度、３

度おいしいということで、25年後のいわゆる2016年、平成で言うと平成28年度になるんです

が、一遍あけて、そのようなイベントをやられたらいかがでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） おっしゃっていただいておりますとおり、かなり記憶も薄れてきており

ます。これはもう事実でございます。あのときどうであったのかなという、私はそのとき確

か担当もしたような記憶があるんです。一緒に四国の庵治へ行った記憶もございます。それ

から考えましても、かなり記憶も薄れてきていると。50年後、ひょっとしたら私もあと30年

くらいたったらおらんかわかりませんので、忘れないといいますのか、そういうためにも50

年というのはあのとき決めたことでございますが、かなりやっぱり長いというのも実感的に

ございます。恐らく入れた方々の記憶もかなり薄くなっているのではないかと。今お持ちい

ただいている引きかえ券そのものもどこへやったかわからないというようなこともあるかも

わかりませんので、今ご提案いただきましたことについても、そういう考え方もあるわけで

ございますので、また検討させていただいて、皆さん方に再び思い出していただくような、

そういうこともこれから考えてみたいというふうに思います。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） 私はこのことを考えたというか思いついたのは、要は財政問題とか何や

かんやで夢も希望もないみたいな感じに、世の中もそうやし上牧町の住民さんもそうやと。

金のかからんで何かイベントができないかなというふうに思って、きょうこの場で発言をさ

せていただいているんでございますので、付加価値をつけて、あの約4,000万か5,000万でつ
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くったモニュメントにもう一遍命を吹き込んで、若い世代、きのうきょう生まれた方にもま

た入れてもらうというようなイベントで、一遍イベントで夢、盛り上げをやられたらよろし

いかと思いますので、しっかりしたお取り組みをされるよう申し上げ、私の質問を終わらせ

ていただきます。 

 以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 以上で、６番、木内議員の一般質問を終わります。 

  康村議員。 

〇７番（康村昌史） 議長、一般質問というのは、何を言ってもいいんですか。間違ったら壇

上で謝れば済むんですか。そういうわけにはいかんでしょう。何の裏づけもとらない。何で

も言っていいんですか。言いっ放しじゃないですか。だから僕はさっきからおかしいと言っ

ているんですよ。その辺はどうなんですか。一般質問ってそんなんでいいんですか。 

〇議長（東 充洋） 一般質問は行政一般です。 

〇７番（康村昌史） ですから言っているんですよ。何の裏づけもないことを言っていいんで

すか。間違ったら壇上で謝ったら、それでいいんですか。そんなおかしな一般質問はないで

すよ。 

〇議長（東 充洋） 壇上で謝ることはないと思いますけどね。 

〇７番（康村昌史） きのうも現実謝ったじゃないですか、ある方が。忘れていたとか、何か

わけのわからんことをきのう。違いますか。 

〇議長（東 充洋） 全然問題が違います、あなたの言っていること。これは、５月７日の議

員懇談会の後半、終わってからですね。 

〇７番（康村昌史） 委員長、僕はそんなこと言ってないんですよ。何でもかんでも言って、

後から謝ってそんなんで済むんですか。そういう一般質問なんかだめですよ。 

〇議長（東 充洋） だめですよ。 

〇７番（康村昌史） それを言っているんですよ、だから。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） 問題がぼやけてるんで、康村議員が何をおっしゃりたいかきちんと聞い

てあげたらどうですか。 

〇議長（東 充洋） きのうの、どの部分をおっしゃっておって、それがいけないと言って。 

          （発言する者あり） 

〇議長（東 充洋） あなた、ちょっと黙っていていただけますか。今あなたからの発言なん
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か全然受けていないので。そうでしょう。発言するならば議長でしょう。そやから、康村議

員、今言っているんですけど、その部分なんですけれどね。 

〇７番（康村昌史） はい。ですから、きのう堀内議員が壇上で過去の発言について陳謝され

ましたね。僕はそういうようにとったんですよ。だから、その原因というのは、いつだった

か忘れたんですけれども、ここの一般質問で民生児童委員の方が選挙運動に携わっていたと

いう。はっきりとおっしゃった。後日になって自分が間違っていましたという。きのうここ

で陳謝されたんですよ。ほんなら、僕が今言いたいのは、何の裏づけもとらないで……。 

〇議長（東 充洋） ちょっと待ってください。そこで切ってくださいよ、まず。 

 ですから、それは３月の一般質問だったんですかね。昨年６月の一般質問のことで堀内議

員の発言について民生児童委員の方が堀内議員の発言と事実とは違うのではないかという話

が１年近くお話し合いをされてきたと。そういう中でどちらの思いも解決するということで、

きのうは一定修正するには公の場で発言しているわけですから、議事録がきちんと残ってい

るわけですから、その議事録を訂正しようと思えば公のこの場でしかなということはおわか

りいただけますよね。ですから、それはそういうことできのうは訂正をされたということで

す。はい、次。 

〇７番（康村昌史） ですから、一般質問というのは、もっと自分にちゃんと裏づけとかをと

って、それで発言すべき問題だと思います。謝ったら済むという問題じゃないでしょう。 

〇議長（東 充洋） ですからきのうの……。 

〇７番（康村昌史） ですから、一般質問というものは本当に議員の皆さんに言いたいですよ。

もっと裏づけとかもちゃんととってから、ただ一部分だけをとって発言する、こんなおかし

い話はないですわ。 

〇議長（東 充洋） その辺がちょっと言うている意味がよくわからないんですけどね。そや

から、そこの部分のくっつけて云々というところはどういうことなのかを言ってくれないと、

みんなだれもわからないと思うんですけど。 

〇７番（康村昌史） ですからまた、全協とかで機会があれば、きょうは本会議ですから。 

〇議長（東 充洋） いやいや、ここの公な場でおっしゃっておるわけですから、最も公な場

ですので、これは一定のけりをつけておきたいというふうに思います。 

〇７番（康村昌史） だから今言うたじゃないですか、もう。こういうことはあってはいけな

いということを言うてるわけです。 

〇議長（東 充洋） ですから、堀内議員のきのうの行為というのは、去年の６月の一般質問
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において自分が発言したということについて、その部分において解決を図るために、きのう

は一部修正をなさったということでありますので、それはそれでいい話じゃないですか。 

〇７番（康村昌史） ですからそれはいいと言うてます。ただ、一般質問を議員がする場合は、

もっと自分の文言とかに責任を持っていただかないと、すぐここで謝ったら、それ自体が僕

はもう間違いだと言っている。そのような一般質問は慎むべきだということ。そういうとき

はやはり議長がとめないといかんと思います。 

〇議長（東 充洋） どこの部分でですか。 

  木内議員。 

〇６番（木内利雄） 康村議員にちょっと整理をして発言してほしいんですが、私が壇上で先

ほど一般質問をしているときに不規則発言で大きい声でなさっておった。そのことは何を指

して康村議員がされておるのか、この場できちんと聞いておきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

〇議長（東 充洋） ですから、康村議員のおっしゃっておられるのは、木内議員に対しての

発言に対しておっしゃっていることなのか、堀内議員に対しておっしゃっておられることな

のかどっちなんですか。 

〇７番（康村昌史） 両方です。 

〇議長（東 充洋） 両方。堀内議員の話ではないんですか。 

〇７番（康村昌史） それも含めてということ。議長、だから言っているじゃないですか。も

っとこの一般質問、貴重な時間です、確かに議員に与えられた。もっと裏づけを持った、確

信を持って言っていただかないと、そんないいかげんなことでここで発言してほしくないと

いうことを言っているわけです。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） 私のどの部分を指していいかげんとおっしゃっているのか明確にしてい

ただかんと、これは決して下がれるものではございません。許せません。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） だから言っているじゃないですか。だから全協のことでの私の発言で何

の裏づけもとっていないじゃないですか。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） 何をおっしゃっているんですか。ここにおる全議員、それと総務部長、

それと総務課長、それと事務局、全部おったところで私はメモしていますよ。５月７日。あ
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なたの発言メモしていますよ。原告が康村議員に相談。そのときは原告じゃないですよ。杉

田町長に懇願をした。どういう発言をしたんだと言うたら、事業費に上乗せし、そういう方

法もあるのではないか、それで支払ってはどうか。それで、こういう発言を議長かだれかが

出さはったんかな。ほんで、私は康村議員がそこにおるんですから、康村議員に今の話はほ

んまですかと言うたら、あなたが間違いございませんと言ったじゃない。メモちゃんとして

ありますよ。何をおっしゃっているんですか。恥の上塗りですよ、あなた。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） 何を言っているんですか。あなたがだから間違っているんですよ。杉田

前町長にも何の確認もしないで。何を言ってる。 

〇議長（東 充洋） ちょっとお待ちください。すぐ当てますので。しかし康村議員、そのと

きの話はあなたは、事実ですと言うた。 

〇７番（康村昌史） 違いますよ。ああそういうことは、私、若かりしころにそういう判断も

あったなということを言っているんです。 

〇議長（東 充洋） まあわかりません。どうぞ。 

〇１０番（吉川米義） いかにも、私が言いましたよね、あのとき。私が康村議員に頼んだ。

理由もなし。何もなし。今、原告がと、あったかのように。これ自体がおかしい。そうでし

ょう。私ははっきり申し上げておきます。この前に全協の中で堀内議員の問題が出たときに

木内議員はどう言うたんですか。議会は関係ない。おまえらはおまえらでかたつけてこんか

いと。そこまで言った本人がこれを認める。おかしいじゃないですか。 

〇議長（東 充洋） それは話がおかしい。 

〇１０番（吉川米義） 本人の問題やからしてこいと。民生委員に言うてこいと。議長かって、

そらそうですねと言うたじゃない。 

〇議長（東 充洋） そうですよ。あの問題は、民生児童委員の方から、堀内議員に対しての

分を議会で何とかしてくれというふうに言ってこられらんですけれども、議会はそれに対応

できる状況は何もございませんと。はっきりした。しかし、そういう申し出があるという事

実だけは皆さんにきちんとお伝えしますよというのが民生児童委員藤五会長に対しての私の

お約束だったわけです。ですから、あの場でそのとおり申出書をお読みしたんです。そこで

こういうことですねという話をしたところ、木内議員の方から、議員やから自分のことは自

分できちんと解決しなさいよというあれはされたわけなんですね。ですから、今回の話はだ

れも原告とかそんなんじゃなしに、だれが言うたかじゃなしに、康村議員が杉田町長のとこ
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ろへ行ってそういう状況を解決するために事業費に上乗せをして解決してあげたらどうです

かということを言いに行ったという話を聞いたと。それ、ほんまかというて聞いた。１月日

付は忘れましたけども、出初式の朝、康村議員から私のところに電話がありました。そして、

そんな正月明けの何のことかということで電話を早朝に受けたんですけども、そのときにあ

れは事実であったという回答だった。正月の間、自分は考えたけれども事実であったという

ことを電話をいただいた。 

  康村議員。 

〇７番（康村昌史） ですから議長、その部分だけをとらえて言うから話がおかしいんです。

私が言いたいのは、杉田元町長のところへ行ってちゃんと確認しなさいよ。何も確認しない

で上辺だけをとらえて発言する。そんなん議員はだめですよ。ですから僕ははっきり今ここ

で言います。あの当時、吉川議員の娘さんのことでかなり吉川議員も悩んではりました。僕

は入りたてで余り意味もよくわからなかった。そんな状況の中で、一体どうなっているのか

ということを、まず杉田町長に聞きにいったわけです。それで、町にはどういうふうな対応

とかをいろいろ聞いたんです。これが非常に難しい問題やと。これは解決とかはどうなるん

ですかと。おまえはまだ新しいし、こういう難しい問題には余りかかわらないようにと言わ

れました、はっきりと。でも、もしどうしてもこれが解決しなければ何か方法はないんです

かと。僕は議員になって、例えば民間ではそういうこともあるだろうから、何かで解決しな

ければならないならこんな方法はどうですかと言うたら、はっきり言われました。公務員は

そんなことは絶対できないし、したらだめなんだと一徹されました。これが事実です。 

〇議長（東 充洋） ですから、それが事実であるのか、最初にあなたは全員協議会のときに

……。 

〇７番（康村昌史） ですから僕は利益誘導とかあの人が言った、そんなことは一切ないとい

うことです。そういう土俵にも乗らなかったということを言ってるわけ。 

          （発言する者あり） 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） 厚顔無恥というか、ほんまにあれやなと思ったね。ほんまに今、他の議

員がおしゃったように、そういう水増しをせえと言いにいったことは事実なんでしょうと言

っている。あなたは５月７日に全議員の前で、そういうことは言いに行きましたということ

を認めたじゃないですか。私が何で杉田町長のところへ。言うたあなたが言うたと言ってい

るんですから。発言したと言っているんですから。杉田町長のところへおれが何確認すんね
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ん。 

〇７番（康村昌史） そういうことは話にも土俵にも乗らなかったということです。こんな話

やったらどうなんですかと聞きにいったら、そんなんとんでもないということですわ。 

〇議長（東 充洋） どちらにしても行ったんですけども、しかし、事実、これはもう木内議

員の言っているところは引けないと思うんです。私も引けないです。事実やというお話だっ

たんです。 

          （「もう終わろう」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ついでに聞きますけど、ほかにございませんか。 

          （「ほかになし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） よろしゅうございますね。 

 これで本日の一般質問を終わります。 

                     ◇                    

 

    ◎散会の宣告 

〇議長（東 充洋） 本日はこれで散会いたします。 

 どうも皆さん、ご苦労さまでございました。 

 

    散会 午後 １時５９分 
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平成２４年第２回（６月）上牧町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第４号） 

 

平成２４年６月２０日（水）午前１０時開議 

 

第 １       総務建設委員長報告について 

第 ２ 議第 ６号 平成２４年度上牧町一般会計補正予算（第３回）について 

第 ３ 意見書案第１号 再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書 

            （案） 

第 ４       文教厚生委員長報告について 

第 ５ 議第 １号 上牧町印鑑条例の一部を改正する条例について 

第 ６ 議第 ２号 上牧町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

第 ７ 議第 ３号 静香苑環境施設組合規約の変更について 

第 ８ 議第 ４号 西和衛生試験センター組合規約の変更について 

第 ９ 議第 ５号 奈良県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

 

本日の会議に付した事件 

第１から第９まで議事日程に同じ 

追加日程第１０   議長の辞職の許可について 

追加日程第１１   議長選挙について 

追加日程第１２   副議長の辞職の許可について 

追加日程第１３   副議長選挙について 

追加日程第１４   常任委員の選任について 

追加日程第１５   議会運営委員の選任について 

追加日程第１６   常任委員会及び議会運営委員会における所管事項の閉会中の継続調査 

          について 

追加日程第１７   議員の派遣について 

追加日程第１８   議席の変更について 
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                     ◇                    

 

出席議員（１２名） 

      １番  堀 内 英 樹        ２番  長 岡 照 美 

      ３番  辻   誠 一        ４番  吉 中 隆 昭 

      ５番  石 丸 典 子        ６番  木 内 利 雄 

      ７番  康 村 昌 史        ８番  富 木 つや子 

      ９番  芳 倉 利 次       １０番  吉 川 米 義 

     １１番  服 部 公 英       １２番  東   充 洋 

 

欠席議員（なし） 

 

                     ◇                    

 

地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

  町    長 今 中 富 夫 教 育 長 浅 五 正 溢 

  総 務 部 長 田 中 一 夫 都市環境部長 外 川 武 彦 

   住民福祉部長 塚   尚 起 水 道 部 長 杦 本 和 敏 
 
                  保 健 福 祉 
  教 育 部 長 竹 島 正 智            竹 島 正 貴                   センター館長  

  土地開発公社常務理事 高 木 雄 一 秘 書 課 長 藤 岡 達 也 

総 務 課 長 池 内 利 昭  

 

                     ◇                    

 

職務のため議場に出席した事務局員 

  議会事務局長  下 間 常 嗣    書    記  山 下 純 司 
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    開議 午前１０時００分 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（東 充洋） おはようございます。ただいまの出席議員数は12名です。定足数に達し

ておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議事日程の報告 

〇議長（東 充洋） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 それでは、日程表に従い、順次議事を進めてまいります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎総務建設委員長報告について 

〇議長（東 充洋） 日程第１、総務建設委員長報告について。 

 芳倉委員長、報告願います。 

 芳倉委員長。 

〇総務建設委員長（芳倉利次） 総務建設委員長の報告を申し上げます。 

 議第６号 平成24年度上牧町一般会計補正予算（第３回）について、意見書案第１号 再

生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書（案）、以上２議案について、

６月８日午前10時から、全委員出席により慎重に審議いたしました結果、議第６号について

は、全委員異議なく可決すべきものと決定いたしました。また、意見書案第１号について、

東委員から、説明の中で行われた、この夏にエネルギー基本計画が出されたが、原発からの

脱却と自然エネルギーの拡大を明らかにすることが不可欠であるという趣旨を本文に入れて

はどうかという意見がありましたが、全委員原案のとおり異議なく可決することに決定いた

しました。 

 以上、報告いたします。 

〇議長（東 充洋） 委員長の報告が終わりましたので、ただいまより議案の審議に入ります。 
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                     ◇                    

 

    ◎議第６号の質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第２、議第６号 平成24年度上牧町一般会計補正予算（第３回）に

ついて、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することに、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎意見書案第１号の質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第３、意見書案第１号 再生可能エネルギーの導入促進に向けた環

境整備を求める意見書（案）、これを議題といたします。 

 趣旨弁明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 
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          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することに、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎文教厚生委員長報告について 

〇議長（東 充洋） 日程第４、文教厚生委員長報告について。 

 石丸委員長、報告願います。 

 石丸委員長。 

〇文教厚生委員長（石丸典子） おはようございます。５番、石丸典子です。 

 文教厚生委員長の報告を申し上げます。 

 ６月13日の本会議で当委員会に付託されました、議第１号 上牧町印鑑条例の一部を改正

する条例について、議第２号 上牧町手数料徴収条例の一部を改正する条例について、議第

３号 静香苑環境施設組合規約の変更について、議第４号 西和衛生試験センター組合規約

の変更について、議第５号 奈良県後期高齢者医療広域連合規約の変更について、以上５議

案について、６月14日午前10時から、全委員出席により慎重に審議いたしました結果、全委

員異議なく可決すべきものと決しました。 

 以上、報告いたします。 

〇議長（東 充洋） 委員長の報告が終わりましたので、ただいまより議案の審議に入ります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１号の質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第５、議第１号 上牧町印鑑条例の一部を改正する条例について、

これを議題といたします。 
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 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することに、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２号の質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第６、議第２号 上牧町手数料徴収条例の一部を改正する条例につ

いて、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することに、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 



 －122－ 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第３号の質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第７、議第３号 静香苑環境施設組合規約の変更について、これを

議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することに、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第４号の質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第８、議第４号 西和衛生試験センター組合規約の変更について、

これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 
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 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することに、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第５号の質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第９、議第５号 奈良県後期高齢者医療広域連合規約の変更につい

て、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することに、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    
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    ◎諸般の報告 

〇議長（東 充洋） ここで報告を申し上げます。 

 議長報告と謝罪についてであります。 

 ４月27日上牧町議会運営委員会が開催され、５月７日に招集されている平成24年第１回臨

時議会の運営について協議を行った結果、臨時議会の会期を５月７日の１日間、開会を午前

10時とし、正副議長選挙及び常任委員会委員の選任については、すべての町提出議案の審議

終了後に行い、慣例の正副議長選挙についての懇談会は、臨時議会開会前の午前９時から行

うと決めた。慣例の正副議長選挙についての懇談会とは、正副議長に立候補する者が立候補

の意思を明らかにし、自分の所信を表明、他の議員から所信についての質疑が行われ、正副

議長選挙をスムーズに行うために毎年行っている。 

 ５月７日午前９時、全議員出席により議員懇談会が開かれた。初めに議長選挙を議題とし

て、堀内副議長が議事進行を行い、議長選挙の立候補予定者の挙手を求めたところ、服部公

英議員と私、東充洋が手を挙げ、服部議員、私、東と所信を述べた後、堀内副議長よりそれ

ぞれの立候補者の所信に対し、質疑はないかと各議員に促した。芳倉利次議員が冒頭、最も

民主主義の根幹をなす議会の議長選挙に、元片岡台１丁目の自治会長が、康村昌史議員に、

今回の議長選挙では東に投票して協力してもらえないかと働きかけ、康村議員が断ると、支

持できないなら白票で投票して協力してほしいと頼まれたと康村議員から聞いたが、こんな

こと許せない行為であり、住民が議長選挙に関与することなど許せない等々についての発言

があり、木内議員から真意を問われた康村議員が、元片岡台１丁目の自治会長が小林三紘氏

（以下小林氏という）と実名で述べられたため、服部議員から上牧町選挙管理委員ではない

かとの発言があり、吉川議員が、公職選挙法に基づいている議会議長選挙に選挙管理委員が

かかわっている以上、選挙管理委員を議会に招致して事情を聞いてからでないと、議長選挙

はできないと主張した。この間約50分程度の時間を要し、臨時議会開会時刻午前10時近くに

なったため、当日５月７日には正副議長選挙を行わないこととし、議会を開会し、町提出議

案の審議を行い、本会議終了後、引き続き議員懇談会を開くこととした。 

 町提出議案の審議がすべて終了し、閉会の宣言を行っている途中で、吉川米義議員から以

下の発言があった。以降議事録を引用。 

 吉川米義議員、先ほどの役選の件についてですね、ご説明してあげてください。 

 理事者側、わかりませんやんか。きょうの役選やということでなっておりますんで、その



 －125－ 

経過を言うてください。 

 議長、私、東、本日、午前９時から議員懇談会を開きまして、次期の議長、副議長それか

ら常任委員の選任をする運びとなっておりました。服部議員と私が議長に立候補するという

ことで手を挙げました。そこで、所信をおのおのが述べました。そこでそれぞれの立候補者

に質疑があるということで、芳倉議員の方から東に対して、康村議員に対して片岡台１丁目

の元自治会長である方から、今回の選挙に東に投票するようにということで、康村昌史議員

が頼まれたということが申し述べられました。それに対して私は一切そのような話について

知らないということであったのですが、後に服部議員の方から、その方に対しては、今、選

挙管理委員になっているのではないかというような問いがありまして、そういうことで選挙

管理委員という立場にある方が、東に投票依頼を康村議員にするということ自体おかしいと

いう話になりまして、この状況のままでは選挙はできないという吉川議員からの発言があり、

それで選挙をいつにするかということは、基本的には６月にしてはどうかというふうに思っ

ているわけなんですが、その前にその選挙管理委員の方に議会に来ていただき事情を聞くと。

その後、議長選挙を行う運びとしてほしいということでありますので、そのような方向で進

めてまいりたいというふうに思います。 

 各常任委員については、新たな正副議長が選任されるまで、今の状況で引き続き担当して

いただくと。そしてその後、新たな常任委員を決めるという運びでありますが、一応このよ

うに理解しておりますが、ほかに何か追加されることがありましたら、お願いしたいと思い

ますがよろしゅうございますか。以上の報告を行った。 

 引き続き議員懇談会を行うに当たり、選挙管理委員が公職選挙法に触れるかのような発言

があるため、選挙管理委員会を所管する総務部長と総務課長に出席を依頼した。 

 総務部長、今回の事象については、公職選挙法にはかかわらない事象であると思いますし、

法に抵触しない状況でのＡさんの議会への招致は法的にはできないと思います。確かに、議

長選挙方法は公職選挙法に準じて行いますので、公職選挙法と思われているようですが、公

職選挙ではありません。関連法令を精査して議会に報告いたします。 

 選挙管理委員会を所管する総務部長からの報告を受ける協議会、懇談会を後日開くことで、

全員異議なく懇談会を終了した。 

 ５月11日、議会全員協議会の開催通知を全議員へファクスにて送信、５月17日午前10時、

議会全員協議会を開催した。 

 選挙管理委員会事務局から議会議長選挙が公職選挙法に基づいているのか、また議長選挙
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に選挙管理委員長が触れることが、公職選挙法違反となるかについての調査結果報告が行わ

れた。以下、議事録を引用する。 

 総務部長 まず、今回の問題点となっております議長選挙が、公職選挙法に規定されてい

るのかいないのかということでございます。法的な根拠をもとに説明させていただきます。 

 まず、公職選挙法でいう選挙は、公職選挙法の第２条に適用範囲というものがございます。

その２条の中に適用範囲が記載されていますのは、まず衆議院議員、参議院議員、それと地

方公共団体の議員、市町村長の選挙ということで規定されております。これによりますと、

議長選はあくまで公職選挙法ではなく、議会の中の選挙という位置づけになっております。 

 法の解釈でよく混同されるのが、議長選の選挙方法でございます。これは選挙方法の基本

的な規定であります公職選挙法に基づいて行うということでございまして、これはあくまで

も公職選挙法の選挙ではございません。選挙の投票の記載、投函等の方法を公職選挙法の規

定に準じて行うということでございますので、これはあくまでも、議長選はもう既に皆さん

ご存じのように、地方自治法の中の118条に規定されておりますように、議会において行う選

挙という位置づけでございます。 

 それと、公職選挙法第136条で選管の委員の定義づけがされております。136条でございま

す。これは選管の委員は特定公務員という形で位置づけされております。この特定公務員と

いいますのは、従来であれば非常勤の特別公務員以上に選挙運動をしてはならない、公職選

挙法で規定されているいかなる選挙においても選挙運動はしてはならないという規定がござ

いまして、これにつきましても議長選は公職選挙法に該当しないということでございますの

で、この法律適用、また関連性は一切ございません。 

 以上の法的な理由によりまして、議長選は公職選挙法に規定する選挙ではないということ

でございます。よって、公職選挙法の適用はないということでございます。と報告を受けた。 

 その後、芳倉議員から、今回の件は明らかに康村議員に対する脅迫であります。や、法的

根拠がなくても道義的な問題がある。双方ここへぶつけて、どちらがどうであったかという

話を聞こうじゃないですか。この選管の委員長やめてもうてくださいよ。等々の主張が行わ

れ、康村議員も終始肯定する発言があった。 

 さらに、小林氏に対して、あいつ呼ばわりや、議会を目下に見た選挙管理委員長さんは、

こんなやつらはいつもむちゃくちゃしとるから、わしが行ってちょっと指図してやろうやな

いか、そういうふうに私は議会を下目に見ておられるなと、それが病かどちらかやなと私は

考えておりますとの暴言もあった。 
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 他の議員からの発言は以下のとおりであった。議事録を引用。 

 富木議員、中間省略、きょう、調査をしてしただいてはっきりしたことを述べてもらおう

ということで、部長と課長に来ていただいて、今言っていただきました。あとは、私はやっ

ぱり言った言わんの話で、それはもうだれもわからへん話で、片や本人はこう言うてる、か

かわっている方はこう言っている、皆はそこにおったわけじゃないから、話は全然わからな

いですよね。だれもわかりません。本人同士しか。状況もあるし。だからやっぱり、私たち

の議会だけの問題じゃなくて、住民に対して申しわけないし、これはもう大きな問題かな。

延びたわけですから、足踏みしたわけですから、議会の責任でもあると思います。中間省略。

結論ですけれども、ここでしっかり決めて議長選を議会のそれぞれの考え方、これからどう

していくんやということを方向性を持って、大事なことでありますので、そのことをしっか

り考えた上で議長選挙に入られたらどうですか。と。 

 石丸議員、中間省略、私は議会の全員協議会として一致させることは、公職選挙法に違反

した行為ではなかったというところでまとめていくべきだと思います。康村議員は個人的に

いろいろな思いもおありでしょうけれども、そういう協力してほしいという声がかかったと

きに、康村議員ははっきりと断ったとおっしゃいましたので、仮にそういう話があったとし

ても、判断されるのはそれぞれの議員であって、そして本会議場でそれぞれの自分の意思で

議長選挙でこの方という方に対して投票するわけですから、それぞれの意思で投票するとこ

ろというところをはっきり持っていただきまして、この場は何とか折り合いをつけていただ

きたいなというのが私の思いです。 

 もう１つ、康村議員は政党のことを持ち出して言われましたけれども、この議長選挙には

政党を選ぶというそういうのは関係ありませんので、その辺は言葉を慎んでいただきたいと

思います。それと、１年前の選挙で政党でなぜ出なかったのかというふうなことも言われま

したそうですけれども、それは議会には何ら関係ありませんので、それぞれのその方と個人

的なお話し合いなりで済ませていただきたいと思います。この議会にこれ以上問題をややこ

しくしないでほしいと思います。 

 堀内議員、中間省略、６月議会の日程も既に決まっておりますから、どの時点で議長、副

議長の選挙をやるかということも、きょう協議いただいて決めていただいたというふうにご

提案します。６月定例会で役員、議長、副議長の選挙をやるということが１点、中間省略。

６月議会冒頭ということになれば、常任委員会をどういうふうに構成するかと、既に議案が

出てきた時点での常任委員会ということになりますので、これもかなり委員会審議の上で無
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理があるということで、６月議会のすべての議案終了後、最終日に改めて議長、副議長の選

挙をやるということで、ぜひご相談いただきたいとご提案申し上げます。 

 長岡議員、中間省略、それぞれの議員が今までのことをそれぞれ判断されて、議長選に進

めていっていただきたいかなと私自身はそう思います。 

 私、東議長、今後の議会の進め方ということで、各議員の方々からご意見をいただいたと

いうふうに思います。康村議員のおっしゃった部分とそれから選挙管理委員Ａ氏のおっしゃ

った部分と、だれも聞いたわけではないということです。 

 ですから、１点は先ほど石丸議員がおっしゃったように、公職選挙法違反という部分はな

いですよと。これはもうここで新たに12名が確認しておくことで、それはそれでよろしゅう

ございますね。 

          （「結構です」と言う者あり） 

 東議長、中間省略、12名がまとまったということでまとめさせていただきます。議長それ

から副議長、それから他の役選を粛々と進めていくということでよろしゅうございますか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

 中間省略、提案といたしまして、議会最終日に役選を行うということでいかがでしょうか。 

          （「結構です」と言う者あり） 

 中間省略、来年の役選は当然臨時議会で行うと。６月に議長になったから来年は６月まで

議長ということはないと、通常どおり５月の臨時議会で選挙を行うというふうにしたいと思

いますが、それでよろしゅうございますか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

 木内議員、中間省略、理事者側の提出議案全部終わる。採決。終わった後、副議長が抱い

てはる全員協議会もしくは懇談会をもって、１から議長候補の所信表明、副議長の所信表明、

それぞれに対する質疑という段取りの方が私はよろしいかなというふうに思います。それで

よろしゅうございますか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

 以上が議長選挙について、６月７日議員懇談会、６月17日全員協議会のてんまつです。 

 議長選挙の混乱の原因と謝罪。 

 そもそも議会とは、地方自治法第６章、議会、第１節組織の第89条から第11節議会の事務

局及び事務局長、書記長、書記その他の職員の第138条まで定められている。また、標準会議

規則及び上牧町議会会議規則に基づき、議会が運営されている。このたびの議長選挙に伴う
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混乱は５月７日の議員懇談会で起きたことではあるが、地方自治法第132条、普通地方公共団

体の議会の会議または委員会においては、議員は、無礼の言葉を引用し、または他人の私生

活にわたる言論をしてはならないとの規定があり、上牧町議会会議規則第12章規律、品位の

尊重、第101条、「議員は、議会の品位を重んじなければならない。」とも定められています。 

 今回の議長選挙をめぐる混乱の原因。 

 康村議員が選挙管理委員の小林氏との個人的信頼関係の上から、会話を他の議員に他言し

たところから始まった。小林氏が康村議員にどのような話をしたかはだれも聞いておらず、

当人同士でないとわからない話を聞き、日ごろより理事者側に法令順守を促している議員が、

何の法的根拠もない話を、公職選挙法に抵触したかのごとく問題視し、加えて康村議員は小

林氏の話に対して、私も議長に出る可能性もありますとはっきり断っておきながら、あえて

法的関連性を持たすことによって、重大な法的問題があるかのようにしたことから混乱が始

まりました。 

 誤った公職選挙法の解釈で大混乱。 

 公職選挙法に基づく議長選挙に選挙管理委員の小林氏が触れたという理由で、公職選挙法

違反とばかりに議会議員たるものが恣意的であったのか、本当に公職選挙法の趣旨を知らな

かったのかはわからないが、法的な根拠を確認することもなく、あたかも法律違反呼ばわり

し、選挙管理委員の小林氏を議会に招致しない限り、議長選挙はできないと主張し続けたこ

とは、法的にも議会の大混乱となり、選挙管理委員小林氏に多大な迷惑をおかけしたことに

ついては、猛省しなければならない。 

 議員の品位と尊重について。 

 さきにも述べたとおり、議員の品位について、地方自治法はじめ、上牧町議会会議規則で

も定められているにもかかわらず、５月７日の議員懇談会、５月17日の全員協議会において、

公職につく小林氏に対し、根拠のない話であいつ呼ばわりや脅迫を行った。この選管の委員

長やめてもうてくださいよ等々の発言で、小林氏に対し名誉を傷つけた上、議員は、無礼の

言葉を使用し、または他人の私生活にわたる言論をしてはならないとの規定にも保持できな

かったことは、大変遺憾であり猛省しなければならない。 

 選挙管理委員小林氏に対しての謝罪。 

 上牧町議会は、選挙管理委員小林氏に対し、議会議員でありながら公職選挙法の趣旨、運

営について何の確認もすることなく、公職選挙法に抵触するかのような誤った主張を繰り返

し行ったことについて、大変ご迷惑をおかけし、議員の品位が定められているにもかかわら
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ず、何の根拠もない小林氏に対する暴言と誹謗中傷を議員が行ったことに対し、上牧町議会

は心から謝罪を申し上げ、今後二度と同じ過ちを犯すことがないよう、全議員努めてまいり

ます。 

 以上、議長選挙をめぐる混乱のてんまつと謝罪について報告といたします。 

 それでは、ここで休憩といたします。再開は11時を予定といたします。長引いた場合はま

た追ってご連絡をするということにさせていただきたいと思います。 

 それでは、暫時休憩といたします。 

 

    休憩 午前１０時３２分 

 

    再開 午前１１時１５分 

 

〇副議長（堀内英樹） それでは、再開します。 

 

                     ◇                    

 

    ◎日程の追加について 

〇副議長（堀内英樹） ここで、議長席をかわらせていただきます。 

 議長、東 充洋君から議長辞職願が提出されております。 

 お諮りいたします。 

 この際、議長の辞職の件を日程に追加し、追加日程第10として議題とすることに、ご異議

ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇副議長（堀内英樹） ご異議なしと認めます。 

 よって、議長の辞職の件を日程に追加し、追加日程第10として議題といたします。 

 東君の退場をお願いします。 

          （１２番 東 充洋 退場） 

 

                     ◇                    
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    ◎議長の辞職の許可について 

〇副議長（堀内英樹） 追加日程第10、議長の辞職の許可について。 

 議長の辞職願を職員に朗読させます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 平成24年６月20日 上牧町議会副議長 堀内英樹殿。 

 上牧町議会議長 東 充洋。 

 辞職願。今般、一身上の都合により議長を辞職したいので、地方自治法第108条の規定によ

り許可されるよう願い出ます。 

〇副議長（堀内英樹） 朗読が終わりました。 

 お諮りいたします。 

 東君の議長の辞職を許可することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇副議長（堀内英樹） ご異議なしと認めます。 

 よって、東君の議長辞職を許可することに決しました。 

 東君、入場願います。 

          （１２番 東 充洋 入場） 

 

                     ◇                    

 

    ◎日程の追加について 

〇副議長（堀内英樹） ただいま、議長が欠けました。 

 お諮りいたします。 

 この際、議長の選挙を日程に追加し、追加日程第11として選挙を行いたいと思います。こ

れにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇副議長（堀内英樹） ご異議なしと認めます。 

 よって、議長の選挙を日程に追加し、追加日程第11として議題といたします。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議長選挙について 



 －132－ 

〇副議長（堀内英樹） 追加日程第11、議長選挙について。 

 これより議長の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法は、投票か指名推選のいずれの方法といたしましょうか。 

          （「投票で」と言う者あり） 

〇副議長（堀内英樹） 投票という声がございました。したがって、選挙は投票により行いま

す。 

          （「無記名」と言う者あり） 

〇副議長（堀内英樹） その点はちょっと。後ほどまた確認させていただきます。 

 議場の出入り口を閉鎖いたします。 

          （議場閉鎖） 

〇副議長（堀内英樹） ただいまの出席議員は12名です。 

 次に、立会人を指名いたします。会議規則第32条第２項の規定により、立会人に、２番、

長岡議員、３番、辻議員、４番、吉中議員の３名を指名いたします。よろしくお願いします。 

 投票用紙を配付いたします。 

 ここで、先ほど場内から声がございました無記名の話なんですが、念のため申し上げます

と、投票は単記無記名であります。 

          （投票用紙配付） 

〇副議長（堀内英樹） 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇副議長（堀内英樹） 配付漏れなしと認めます。 

 投票用紙の配付漏れなしといたしまして、投票箱を点検いたします。 

 よろしいですか。 

          （投票箱点検） 

          （「はい」と言う者あり） 

〇副議長（堀内英樹） 異状なしと認めます。 

 これより投票を行います。議席１番の方から順番に投票をお願いします。 

          （投 票） 

〇副議長（堀内英樹） 投票漏れはございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 
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〇副議長（堀内英樹） 投票漏れなしと認めます。 

 これで投票を終了いたします。 

 これより開票を行います。立会人の方、開票の立ち会いをお願いいたします。 

          （開 票） 

〇副議長（堀内英樹） それでは、選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数12票。うち有効投票９票。無効投票３票。有効投票のうち服部議員４票、東議員

５票。この選挙における法定得票数は2.25票でございます。よって、東議員が議長に当選さ

れました。 

 議場の出入り口の閉鎖を解きます。 

          （議場開鎖） 

〇副議長（堀内英樹） ただいま議長に当選されました東議員が議場におられますので、会議

規則第33条第２項の規定に基づき当選の告知をいたします。議長に当選されました東議員よ

り議長当選承諾並びに就任のあいさつをお願いいたします。 

 東議員。 

          （１２番 東 充洋 登壇） 

〇１２番（東 充洋） どうも皆さん、大変なご支持をいただきましてありがとうございまし

た。 

 先ほど所信表明でも述べましたように、ことし、平成24年度というのは、上牧町において

も非常に大切な年となっております。片や行政と議会という片輪です。12名の議員がしっか

りとこの議会の役目を果たすために頑張ってまいりたいと思います。 

 そしてまた、１年で議長という職をいただきまして大いに勉強させていただきました。２

年目でもっと勉強してまいりたいというふうに思います。 

 本当にきょうはありがとうございました。（拍手） 

〇副議長（堀内英樹） 議長が選ばれましたので、議長と交代いたします。 

 議事運営にご協力いただき、まことにありがとうございました。 

 それではここで暫時休憩といたします。 

 

    休憩 午前１１時２７分 

 

    再開 午前１１時２８分 
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〇議長（東 充洋） それでは、再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

    ◎日程の追加について 

〇議長（東 充洋） 副議長、堀内英樹君から副議長辞職願が提出されております。 

 お諮りいたします。 

 この際、副議長の辞職の件を日程に追加し、追加日程第12として議題とすることに、ご異

議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 よって、副議長の辞職の件を日程に追加し、追加日程第12として議題といたします。 

 堀内君の退場を願います。 

          （１番 堀内英樹 退場） 

 

                     ◇                    

 

    ◎副議長の辞職の許可について 

〇議長（東 充洋） 追加日程第12、副議長の辞職の許可について。 

 副議長の辞職願を職員に朗読させます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 平成24年６月20日 上牧町議会議長 東 充洋殿。 

 上牧町議会副議長 堀内英樹。 

 辞職願。今般、一身上の都合により副議長を辞職したいので、地方自治法第108条の規定に

より許可されるよう願い出ます。 

〇議長（東 充洋） 朗読が終わりましたのでお諮りいたします。 

 堀内君の副議長の辞職を許可することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 よって、堀内君の副議長辞職を許可することに決定いたしました。 
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 堀内君の入場を願います。 

          （１番 堀内英樹 入場） 

 

                     ◇                    

 

    ◎日程の追加について 

〇議長（東 充洋） ただいま、副議長が欠けました。 

 お諮りします。 

 この際、副議長の選挙を日程に追加し、追加日程第13として選挙を行いたいと思います。

これにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 よって、副議長の選挙を日程に追加し、追加日程第13として議題といたします。 

 

                     ◇                    

 

    ◎副議長選挙について 

〇議長（東 充洋） 追加日程第13、副議長選挙について。 

 これより副議長の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法は、投票か指名推選のいずれの方法といたしましょうか。 

          （「投票で」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 投票という声があがりましたので、選挙は投票により行います。 

 議場の出入り口を閉鎖いたします。 

          （議場閉鎖） 

〇議長（東 充洋） ただいまの出席議員は12名です。 

 次に、立会人を指名いたします。８番、富木議員、９番、芳倉議員、10番、吉川議員の３

名を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

 投票用紙を配付いたします。 

 念のために申し上げます。投票は単記無記名であります。 



 －136－ 

          （投票用紙配付） 

〇議長（東 充洋） 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

          （投票箱点検） 

〇議長（東 充洋） 異状なしと認めます。 

 これより投票を行います。１番の方から順番に投票を願います。 

          （投 票） 

〇議長（東 充洋） 投票漏れはございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 これより開票を行います。立会人の方、開票の立ち会いをお願いいたします。 

          （開 票） 

〇議長（東 充洋） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数12票。うち有効投票12票。有効投票のうち康村議員５票、辻議員７票。以上のと

おりであります。この選挙における法定得票数は３票であります。よって、辻議員が副議長

に当選されました。 

 議場の出入り口の閉鎖を解きます。 

          （議場開鎖） 

 ただいま副議長に当選されました辻議員が議場におられますので、会議規則第33条第２項

の規定に基づき当選の告知をいたします。副議長に当選されました辻議員より副議長当選承

諾並びに就任のあいさつをお願いいたします。 

 辻議員。 

          （３番 辻 誠一 登壇） 

〇３番（辻 誠一） 皆様どうもありがとうございました。率直にこれから大変だなとひしひ

しと感じております。一生懸命やりたいと思います。先ほどの所信表明で申し上げましたよ

うに、本年度、平成24年度は上牧町にとって非常に大切な年である、上牧町が再生スタート

するという時期でございます。申し上げましたように中立的な立場で、ニュートラルで、議
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員の皆様と率直に意見を交わし、そして議長を補佐し、議会をよりよくするために微力を尽

くしたいとも思います。どうもありがとうございました。（拍手） 

〇議長（東 充洋） 辻君が副議長当選を承諾されました。どうもありがとうございました。 

 それでは、休憩するわけなんでありますが、このまま協議会を行うわけなんですけれども、

このまま続行していった方がいいでしょうか。それとも休憩。続行していった方がよろしゅ

うございますか。 

          （「休憩」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 休憩ですか。でしたら、今からとりあえず協議会を行います。そして午

後１時から再開して常任委員とかそういう役員選挙をしたいという予定で進めさせていただ

きます。 

 それでは、直ちに委員会室の方にお集まりをいただきますようにお願いいたします。 

 それでは休憩といたします。 

 

    休憩 午前１１時３８分 

 

    再開 午後 １時００分 

 

〇議長（東 充洋） 再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

    ◎日程の追加について 

〇議長（東 充洋） お諮りいたします。 

 常任委員の任期が満了となりますので、常任委員の選任の件を日程に追加し、追加日程第

14として議題とすることに、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 よって、常任委員の選任の件を日程に追加し、追加日程第14として議題といたします。 

 

                     ◇                    
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    ◎常任委員の選任について 

〇議長（東 充洋） 追加日程第14、常任委員の選任について。 

 委員会条例第３条第１項の規定により、各常任委員の任期が満了となりますので、委員会

条例第７条第１項の規定により選任を行います。 

 お諮りいたします。 

 委員の選任についてどのような方法にすればよろしいですか。 

          （「議長一任」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 議長一任の声がありますので、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 よって、各常任委員の選任につきましては、議長一任と決しました。 

 それでは、私の方から指名いたします。なお、定数につきましては、委員会条例第２条に

規定されておりますので、念のため申し添えます。 

 総務建設常任委員に富木議員、木内議員、堀内議員、服部議員、吉中議員、東議員の以上

６名を、文教厚生常任委員に辻議員、石丸議員、長岡議員、吉川議員、芳倉議員、康村議員

以上６名をそれぞれ選任いたします。 

 ただいま、常任委員を選任いたしましたので、各常任委員会におかれましては、委員長及

び副委員長を互選の上、私の方に報告をお願いいたします。後ほど発表させていただきます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎日程の追加について 

〇議長（東 充洋） お諮りいたします。 

 議会運営委員の任期が満了となりますので、議会運営委員の選任の件を日程に追加し、追

加日程第15として議題とすることに、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 異議なしと認めます。 

 よって、議会運営委員の選任の件を日程に追加し、追加日程第15として議題といたします。 
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                     ◇                    

 

    ◎議会運営委員の選任ついて 

〇議長（東 充洋） 追加日程第15、議会運営委員の選任について。 

 委員会条例第３条第１項の規定により、議会運営委員の任期が満了となりますので、委員

会条例第７条第１項の規定により選任を行います。 

 お諮りいたします。 

 委員の選任についてどのような方法にすればよろしいですか。 

          （「議長一任」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 議長一任の声がありますが、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 よって、議会運営委員の選任につきましては、議長一任と決しました。 

 それでは、私の方から指名いたします。なお、定数につきましては、委員会条例第４条の

２第２項に規定されておりますので、念のため申し添えます。 

 議会運営委員に富木議員、石丸議員、木内議員、吉中議員、堀内議員、康村議員以上６名

を選任いたします。 

 ただいま、議会運営委員を選任いたしましたので、議会運営委員会におかれましては、委

員長及び副委員長を互選の上、私の方に報告をお願いいたします。後ほど発表させていただ

きます。 

 この際、広報委員会につきましても、他の委員会同様選任したいと思います。ご異議ござ

いませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 委員会の選任についてどのような方法にすればよろしいですか。 

          （「議長一任」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 議長一任の声がありますが、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 よって、広報委員の選任につきましては、議長一任と決しました。 
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 それでは、私の方から指名いたします。 

 広報委員に石丸議員、長岡議員、辻議員、康村議員、富木議員、服部議員以上６名を選任

いたします。 

 ただいま、広報委員を選任いたしましたので、広報委員会におかれましては、委員長及び

副委員長を互選の上、私の方に報告をお願いいたします。後ほど発表させていただきます。 

 それでは、暫時休憩といたします。 

 

    休憩 午後 １時０５分 

 

    再開 午後 １時０５分 

 

〇議長（東 充洋） それでは、再開いたします。 

 先ほど選任いたしました各常任委員会、議会運営委員会、広報委員会の委員長、副委員長

を互選していただきましたので発表いたします。 

 総務建設委員会委員長、富木議員。副委員長、服部議員。 

 文教厚生委員会委員長、芳倉議員。副委員長、康村議員。 

 議会運営委員会委員長、木内議員。副委員長、石丸議員。 

 広報委員会委員長、石丸議員。副委員長、長岡議員。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

                     ◇                    

 

    ◎日程の追加について 

〇議長（東 充洋） お諮りいたします。 

 常任委員会につきましては、委員会条例第２条の規定に基づく所管事務について、議会運

営委員会については、議会運営について、会議規則第74条の規定により、各委員長から閉会

中も継続して調査したいとの申し出があります。この申し出を日程に追加し、追加日程第16

として議題としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 
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 したがって、常任委員会及び議会運営委員会の各委員長からの継続調査の申し出を日程に

追加し、追加日程第16として議題とすることと決定いたしました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎常任委員会及び議会運営委員会における所管事項の閉会中の継続調査について 

〇議長（東 充洋） 追加日程第16、常任委員会及び議会運営委員会における所管事項の閉会

中の継続調査について、これを議題といたします。 

 常任委員会につきましては、委員会条例第２条の規定に基づく所管事務について、議会運

営委員会については、議会運営について、会議規則第74条の規定により、各委員長から閉会

中も調査が終了するまで継続して調査したいとの申し出があります。この申し出のとおり、

所管事項の調査について閉会中も継続して調査することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 よって、常任委員会及び議会運営委員会の各委員長からの申し出のとおり、所管事項の調

査については、調査が終了するまで閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎日程の追加について 

〇議長（東 充洋） お諮りいたします。 

 議員の派遣について日程に追加し、追加日程第17として議題とすることに、ご異議ござい

ませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 よって、議員の派遣についてを日程に追加し、追加日程第17として議題といたします。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議員の派遣について 
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〇議長（東 充洋） 追加日程第17、議員の派遣について、これを議題といたします。 

 本件については、議会議員が行政分野にわたり、より専門的な知識を習得し、町民福祉の

向上に寄与することを目的としております。会議規則第73条、第119条及び行政視察に関する

要綱第３条に基づき、先進諸都市等また研修会等に町議会議員を派遣したいと思います。ご

異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 よって、本件につきましては、研修会等に町議会議員を派遣することに決定いたしました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎日程の追加について 

〇議長（東 充洋） お諮りいたします。 

 議席の変更の件を日程に追加し、追加日程第18として議題とすることに、ご異議ございま

せんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 よって、議席の変更の件を日程に追加し、追加日程第18として議題といたします。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議席の変更について 

〇議長（東 充洋） 追加日程第18、議席の変更について、これを議題といたします。 

 会議規則第４条第３項の規定により、議席の変更を行います。 

 議長、副議長の役員改選によりまして、１番、辻議員、３番、堀内議員、以上のとおり変

更いたします。 

 なお、本定例会はただいまお座りの議席のままといたします。 

 次期議会までに、事務局の方で名札の差しかえをお願いいたします。 

 

                     ◇                    
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    ◎閉会の宣告 

〇議長（東 充洋） 以上で本定例会の会議に付された事件はすべて終了いたしました。 

 したがって、会議規則第７条の規定により閉会したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 よって、本定例会は閉会することに決定いたしました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎町長のあいさつ 

〇議長（東 充洋） 閉会に当たり、招集者のあいさつをお願いいたします。 

 今中町長。 

          （町長 今中富夫 登壇） 

〇町長（今中富夫） 全議案、議決をいただきましてありがとうございます。 

 これからまだまだ難しい問題が山積をいたしておりますので、よろしくお願いをいたした

いと思います。 

 また、きょう役員改選が行われ、新しい議長、副議長が決まりました。また、委員会もそ

れぞれ構成をされまして、これから厳しい中でございますが、それぞれ今抱えている問題に

ついて突き進んでいきたいなというふうに思います。 

 特に今議会で住民の方々から理事者側、町側、議会側に対して、いろんな問題提起がされ

ております。議会の権能をどうしていくのか、我々もどう行政を進めていくのかというのを

改めて問われているような気がいたします。 

 議会も、今進めております施策については、協働と参画ということで進めさせていただい

ております。住民の方々がそれぞれ町の事業に対して一緒に働こう、一緒に考えようという

ことで進めておるわけでございますが、議会は決められた最高の権限がある機関でございま

すので、住民の方々がいろいろお考えになられる、いろいろ提案をされると、そういうこと

でございましても、議会は町の最高の議決機関でございますので、そういう考え方でこれか

らしっかりと進めていく必要があるのかなというふうに今回のいろんな問題を考えながら感
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じたところでございます。 

 私たちもそういう考え方でしっかりと行政を進めていきたいというふうに考えております

ので、これからもよろしくお願いを申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。ど

うもありがとうございました。 

 

                     ◇                    

 

〇議長（東 充洋） これをもちまして、平成24年第２回上牧町議会定例会を閉会いたします。 

 どうも皆様、ご苦労さまでございました。 

 

    閉会 午後 １時１４分 
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